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瓢
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鰐
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広
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則
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よ
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．

【

目

次

】

＇

｀
広
島
市
役
所
事
移
決
裁
規
程
等
の
整
理
に
関
す
る
規
程
…
…
•
•
•
…

-
g

市
長
の
同
意
を
得
て
任
免
す
る
水
迎
局
の
戦
員
に
開
す
る

a
4
•
‘

●
、
9

,＂り

◎
規
月
：

．

、
広
島
市
福
祉
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
•
•
、
,
•
…
…
…
•
•
;
…
一
写
規
則

競
輪
競
馬
事
移
局
長
専
決
規
程
J

f

〗
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＇
／
報
，
‘
．
‘
'
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頁

:
'
…
…
·
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
•
玉
地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
但
宙
の
規
定
に
甚
き
｀
•
水
逝

・

・
・

一
、
一
．
．
市
長
の
同
恋
を
得
て
任
免
す
る
水
滸
局
の
戦
員
に
関
す
る
規
則
：
•
一

彎

9
.

ゾ
'
,
[
｀
`
＂
・
開
係
規
則
の
整
理
に
翠
ろ
規
則
：

．．．．．．．．．．．． 

f…
•
…
…
…
…
…
•
一
●
、
◎
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
・
を
得
て
任
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
侠
局
長
、
腺
長
及
び
係

ぷ
，
〗
＇
•
-
水
滸
企
菜
組
織
に
渕
す
る
条
例
施
行
に
伴
う

s

ヽ

・・
ー
・
局
に
勤
謗
す
る
職
員
の
任
免
に
つ
い
て
•
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
同
意
，
・
[

.• 

．
市
広
島
市
賠
但
審
査
会
規
則
：
・
・
…
…
…
…
…
…
…
,
．
．
．
．．．． 

；
…
…
…
•
•
―
―
'
，
◎
教
育
委
員
会
訓
令
千
．
長
と
す
る
。
．"7 

広
島
市
教
育
委
員
会
事
移
局
課
長
代
決
規
程
の
一
部
改
茫
．．．．．．．．． 
一
七
,
•
印

~
p

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
三

,
．
‘
●
ー
・
広
島
市
競
輪
迎
営
委
員
会
規
則

`
'
広
島
市
競
輪
史
施
規
則
：
．．．．．．． 
9
•
•
…
…
…
•
、
•
…
•
•
"
…
…
…
…
…
•
•
い

]
-
1館
長
事
務
決
裁
規
程
：
·
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

J•• 

；
：
ふ
・

1

七
こ
の
規
則
は
。
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
．

『
'
,
．
広
島
市
競
輪
勝
者
投
票
及
び
払
い
も
ど
し
規
則
・
・
'
·
…
…
…
…
•
,

... 
＾
`
 

、

9
•島

．．．
 

氷
泊
企
莱
組
織
に
関
す
る
条
例
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
照
碑
に
'
?
.

• •• 

[
＼
広
島
競
輪
場
入
場
者
及
び
入
場
料
並
び
に
場
内
収
締
規
則
•
…
…•
'
-
l

◎
公
安
委
員
会
告
示

〗
＇
・
広
島
市
競
輪
制
裁
審
議
会
談
事
規
則
：
’
·
…
…
…
…
…
•
•
•
…
…
…

.. 
＿
一
逝
路
交
通
取
締
法
並
び
に
迎
路
交
通
取
締
令
に
よ
る
，

…
•
•
…
…
…
…

•
1
-
＿
滸
路
の
交
通
に
関
す
る
必
要
な
制
限
の
一
部
改
正
：
·
·
:
；
…
…
…
.
-
＾
回
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

•• 
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昭

和

二

十

七

年

十

月

一

日

．

：
・
広
島
市
営
住
宅
管
珊
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正

、
広
島
市
長
派
井
信
―
―
―
~
•

＾
広
広
島
市
常
住
宅
狩
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
：
·
…
·
…
…
…
全
一
．
緊
急
翡
車
指
定
に
つ
い
て
…
…
•
•
…
…
…
•
•
•
「
…
…
…
…
…
…
…
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務
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れ
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与
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す
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規
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国
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汀
鰐
彗
広
一

第
一
条
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び
第
八
条
中
水
滸
局
を
割
ろ
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1

仮
換
地
予
定
地
借
地
椛
指
定
の
発
表
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
―
-
1

・… 
............... …
…
…
…
…
…
…
…
…
 ..... 1
四
＇
＇
市
長
の
同
意
を
得
て
任
免
す
る
水
迎
局
の
戦
員
に
開
す
る
規
則
を
第
二
条
広
島
市
助
役
事
移
担
任
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
七
月
十
五
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,
｀
公
示
送
逹
に
つ
い
て

年

一

日
広
島
市
規
則
第
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号
）
の
一
部
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次
の
よ
う
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正
す
る
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広
島
市
競
輪
述
営
委
員
会
規
則

条
広
島
市
営
競
輪
（
以
下
「
競
輪
」
と
い
う
。
）
の
円
酒
な
連

]
を
図
る
た
姿
広
島
市
競
韓
連
営
委
負
会
（
以
下
「
委
員
会
」

J

い
う
。
）
を
碑

ivo.

一
条
委
員
会
は
．
市
長
の
諮
問
に
応
じ
｀
競
綸
に
関
す
る
軍
要

函
を
審
議
す
る
。

一
条
委
負
会
住
委
負
長
、
副
委
員
長
及
び
委
員
若
干
名
を
も

つ
て
組
織
す
る
。

四
条
委
員
は
、
市
開
係
吏
員
及
び
市
議
会
議
員
並
び
に
競
輪
関

係
有
識
者
の
中
か
ら
．
市
長
が
任
命
又
は
委
胴
し
．
委
員
長
及
び

剖
委
只
長
は
、
委
負
の
互
選
と
す
ろ
0

•• 

＇ 

五
条
委
員
の
任
期
ほ
｀
一
年
と
す
る
。
但
し
~
再
任
を
妨
げ
な

ゞ
0
•• 

’> ,．，任
期
中
辞
任
し
た
委
員
の
後
任
者
の
任
期
は
、
＂．
前
任
者
の
残
任

I
-

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
-
―
―
―
―

-
1
-―
-
I
I
I
I
I
I
-

＝
ー
ー
・
・

1

―
-
1
•
1
.
,

ぷ
島
市
規
則
第
七
十
号

広
島
市
競
輪
述
営
委
員
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
日

広
島
市
長

浜

井

信

（
招
集
）

第
五
条
審
査
会
は
。
会
長
が
招
集
す
る
。

一・

（
議
事
）

．

第
六
条
審
査
会
は
、
半
数
以
上
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
議

を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
ー

.
2

審
査
会
の
議
事
は
~
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
す
る
°
可
否
同

数
の
と
き
は
富
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

'
（
庶
移
）

第
七
条
委
負
会
の
庶
移
は
｀
総
移
局
総
務
牒
が
つ
か
さ
ど
る
。

（
委
任
規
定
）

第
八
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
。
審
査
会
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
審
査
会
が
定
め
る
。

9

,'

附

則

こ
の
規
則
は
．． 
昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
四
条
広
島
市
被
服
貸
与
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
一
月
十
六
日
広

．
島
市
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
或
め
る
。
．

・
代
与
品
目
及
び
使
用
期
間
表
戦
名

□可
|
Jほ
ー
直
」
絹
子
一
夏
服
＿
冬
服
一
作
業
服
一

生
監
督
~
衛
生
巡
視
―
―
―
ー
ニ

．

長
。
船
舶
乗
組
機
関
士
―
―
-
．
―
―
―

．．

．

衛

―

―

―

ニ

ー

―

―

．

動

車

述

転

者

―

―

ー

ニ

ー

―

―

員
（
電
気
工
‘
抽
水
所
、

鴇
蒻
鬱
に
編
一

|

-

）
 

．． 

つ
ば
ら
勁
疫
作
業
に
従

□―

す
ろ
翔
舒
員

―

―

 

業
夫
（
汚
物
掘
除
、
下
―
―

•1. 

ー

lit
則
第
一
デ
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

．．ロ
・
別
表
中

「
一
市
長
印
＿
宰
紺
＿
方
ニ
ニ
＿
羞
局
経
理
謀
＿
繍
諄
麟

讐

＿

裔

一

＿

一

」

を
隕
り
。

「
一
局
長
印
＿

g
＿

ぷ

景

轟

翡

疇

醤

譴

彗

怒

記

・一」

喜―
を「

町

雷

一

ぷ

誓

―

豆

総

務

局

唇

喜

霧

彗

．
 

、,

:

)

｀

ー

を

削

る

。

示
竺
＿
」

」

「

（
展
篇

に
改
め
．
公
印
の
ひ
な
形
中
七

9 , • 

一・'I

●

I
 

広
島
市
競
輪
実
施
規
則

目

次第
一
章
総
則
（
第
一
条
ー
第
四
条
）

第
二
章
開
催
執
移
委
員

第
一
節
通
則
（
第
五
条
ー
第
八
条
）

第
一
＿
節
委
員
長
及
び
澗
委
員
長
（
第
九
条
）

第
一
＿
＿
節
総
移
委
員
（
第
十
条
•
第
十
一
条
）

第
四
節
番
組
編
成
委
員
（
第
十
二
条
）

．

第
五
節
検
査
委
員
（
第
十
ー
ー
一
条
ー
第
十
五
条
）

第
六
節
管
理
委
員
（
第
十
六
条
ー
第
十
八
条
）

第
七
節
審
判
委
員
（
第
十
九
条
ー
第
二
十
＿
一
条
）

．
第
八
節
投
票
委
員
（
第
二
十
＿
＿
一
条
•
第
二
十
四
条

第
九
節

．

場
内
戒
締
委
員
（
第
二
十
五
条
•
第
二
十
・
フ

第
三
章

．．
 
選
手
の
参
加
申
込
（
第
二
十
七
条
ー
第
三
十
一
条
）

第
四
京
番
組
の
編
成
及
び
確
定
．
‘．

•
I
I
I
I
I

・
・
・

1
•
1
,
.

―
●
●
-
—

広
島
市
規
則
第
七
十
一
号

広
島
市
競
輪
実
施
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
日

広
島
市
長
・

翫

井

3

ら

．

2

i

午
J

る
事
矛
弓
奇
/
fさ
ゼ
し
、
左
の
開
催
執
孫
委
員
弓
血

<
9
.〗
~
▼

ー

-
．
委
負
長
＇

ー

,r
,
 

•
5.

し
a
.
.
 

”. 

]
二
澗
委
員
長

‘,

第
二
章

開
催
執
務
委
員

~ 

•
9
・
・1fi 

期
間
と
す
る
。

第
六
条
委
員
長
は
疇
会
務
を
総
理
す
る
。

2

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
＾
副
委
員
長
が
そ
の
戦
謗
を

理
す
る
。

3

委
員
長
、
副
委
員
長
と
も
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員

が
。
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
委
員
が
そ
の
職
粉
を
代
理
す
る
。

第
七
条
委
員
会
は
。
必
要
の
都
度
畜
委
員
長
が
招
集
す
る
。

第
八
条
委
員
会
の
庶
移
は
＂
｀
競
輪
競
馬
事
移
局
に
お
い
て
処
理
す

る。

第
九
条
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
外
｀
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事

項
は
：
委
員
長
が
定
め
る
。

附

．則

こ
の
規
則
は
。
公
布
の
日
．
か
ら
施
行
す
る
。
ー

別
表
第
二
中

「
運
転
者

守

術麟
聾
麟
」

「
防
疫
夫
」
に
改
め
る
。

第
五
条
左
に
掲
げ
る
規
則
は
｀
鹿
止
す
る
。

・
・
広
島
市
水
滸
集
金
員
の
任
免
~
服
移
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

1

一
十
四
年
四
月
十
五
日
広
島
市
規
則
第
一
＿
一
号
）

広
島
市
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
六
月
二
十

四
日
広
島
市
規
則
第
二
十
五
号
）

＇

広
島
市
指
定
水
追
工
事
店
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
二
日
広

島
市
規
則
第
一
―
-
+
_
＿
一
号
の
二
）
、

広
島
市
指
定
工
事
店
規
則
施
行
細
刺
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
二

日
広
島
市
規
則
第
三
十
＿
二
号
の
一
ー
ー
）

広
島
市
船
舶
給
水
管
理
人
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
一
．日

広
島
市
規
則
第
四
十
六
号
の
一
＿
）

．

＼

広
島
市
水
源
地
参
殴
規
則
（
昭
和
―
-
+
―
―
ー
年
二
月
十
二
日
広
島

市
規
則
第
三
十
二
号
）

附

則

こ
の
規
刈
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

「
迎
転
者

守

衛

」

を

水
掃
除
に
従
事
す
る
現

業
負
，

舟
入
病
席
に
お
い
て
消

毒
に
従
事
す
る
現
業
員

屎
尿
述
瞑
じ
ん
か
い

『
押
、
船
乗
組
の
現
業

饂土
木
。
下
水
道
工
事
に

従
事
す
る
現
業
員

居
場
に
勁
膀
す
る
現
莱

員も
つ
ば
ら
測
拭
に
従
事

す
る
屈
員

も
つ
ば
ら
防
疫
作
業
に

従
事
す
る
現
莱
員
火

夫）

こ・
4
 

を

第
一
条
市
が
行
う
競
輪
は
＂
別
に
定
の
あ
る
も
．
グ
の
外
、
こ
の
規

則
に
よ
っ
て
行
う
。

第
二
条
市
が
行
う
荊
輪
は
、
広
島
市
常
第
何
回
広
島
競
輪
と
呼
称
・，＇

し
、
広
島
競
輪
場
（
以
下
「
競
輪
場
」
と
ぃ
●
0

)

に
お
い
て
開
．

催
す
る
。

第
三
条
天
災
地
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
{
,
‘
.
、

あ
ら
か
じ
め
発
表
し
た
競
輪
開
催
の
日
時
．
若
し
く
は
競
走
の
順
序
’
・

を
変
更
し
｀
叉
は
競
走
を
坂
り
や
め
る
こ
と
が
あ
る
。

．

第
四
条
こ
の
規
則
に
関
係
の
あ
る
事
項
の
公
示
は
．
広
島
市
報
を

[

も
つ
て
行
う
。

第
一
章

総

則

番
組
の
編
成
（
第
三
十
二
条
ー
第
四
十
一
条
）
．

番
組
の
決
定
及
び
発
表
（
第
四
十
二
条
ー
第
四
主
〈
．

条）

i

第
五
家

・
競
走
の
施
行

第
一
節
出
場
選
手
の
確
定
（
第
四
十
七
条
ー
第
四
十
九
条
）

第
二
節
出
場
造
手
に
閲
す
る
収
締
念
印
五
十
条
ー
第
五
十
二

条
）
．

第
一
＿
＿
節
選
手
の
紹
介
（
第
五
十
＿
＿
一
条
ー
第
五
十
五
条
）

第
四
節
発
走
（
第
五
十
六
条
ー
第
五
十
八
条
）

、

第
五
節
競
走
（
第
五
十
九
条
ー
第
六
十
七
条
）

第
六
節
同
箔
（
第
六
十
八
条
）

第
七
節
失
格
（
第
六
十
九
条
ー
第
七
十
一
条
）

第
六
寧
異
議
（
第
七
十
二
条
ー
第
七
十
六
条
）

第
七
寧
制
裁
（
第
七
十
七
条
ー
第
八
十
一
条
）

附

則 第
一
節

第
一
＿
節

ヽ-ヽ・-・ -··-· •. .̀ -.,. 

「
水
道
工
員

防
疫
夫
」

広
島
市
賠
低
審
査
会
規
則

・（
設
漑
）

第
一
条
広
島
市
（
以
下
「
市
」
と
い
う
。
）
に
賠
恨
審
森
会
（
以
下
d

「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
骰
<
o
.

（
任
移
）

第
二
条
＇
審
査
会
は
、
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
、
左
の
各
号
の

．一
に
．

該
当
す
る
場
合
の
市
の
賠
憤
又
は
補
慨
に
関
し
必
要
な
事
項
を
審

査
す
る
。

―
市
の
公
移
負
が
＂
そ
の
戦
謗
を
行
う
に
つ
い
巧
故
意
又
は

i

過
失
に
よ
っ
て
述
法
に
他
人
に
損
也
を
加
え
た
と
き
。

―
―
市
の
営
造
物
の
設
骰
叉
は
管
碑
に
欠
点
が
あ
っ
た
た
め
に
他
．

人
に
損
轡
を
生
じ
た
と
き
。

9

＿
―
-
前
一
「
号
に
規
定
す
る
場
合
の
外
、
市
が
損
密
を
補
俯
す
る
こ

と
が
滴
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
・

（
委
員
）

．．
 

第
一
＿
一
条
審
査
会
は
~
六
人
の
委
負
を
も
つ
て
組
織
す
る
。．

2

委
員
は
、
左
に
掲
げ
ろ
者
の
中
か
ら
｀
市
長
が
命
じ
｀
叉
は
委
．

、
訓
す
る
。

―
市
戦
負

二
市
議
会
議
員

三
学
識
経
験
者

3

委
員
の
任
期
は
畜
＿
一
年
と
す
る
°
但
し
、
補
欠
委
負
の
任
期

は

奮

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

．

（
会
長
）

．

第
四
条
委
員
の
う
ち
一
人
を
会
長
と
す
る
。

．．

~

2
会
長
は
｀
委
員
が
互
選
す
る
。

3

会
長
は
、
会
移
を
総
理
す
る
。

4
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
。
会
長
の
指
定
す
る
委
負
が
そ
の

戦
移
を
代
理
す
る
。

広
島
市
規
則
第
六
十
九
号

I
I
-
1
-
,
 

広
島
市
賠
倣
審
査
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
十
六
日

広
島
市
長

浜

井

信

ヽ
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‘’ 
ャ
~9

.

 

ヤ
9

.

 
＇ ；

 ヽ

、＇，． 

.-

市
,. 

｛

，

 

,

9

.

 

〒“ヽ
、●

，
 

'{• 三？壬+白-- 9 』ー 寄諜t---・ ＿ぃ． ， t ` . ; ",. ；， •‘ - ， ． 叶• 旨̀‘ ,“. ． 9 ず疇マ:・ t i' 、i，． ＂ ；直 9'，＇．．＇．` ツ` ］ ： t ;．＇， ‘: ， ・K呵←でl'：. 9, ．がゞ— : 4,t, ；’ぐ£:it;:E ; •r.f:: と』9：,i; k : A { } ； :,． ; ; 9 ̀’ヽと‘’.：'‘ 9＇ ず9- し • Y」ゞ 9』-r ' ， 

』．：，、 昭和27年 11月 20日．、 ＇s I l,`  広...,_島つ市報 一広 ‘島
:1 ・.:' 

辛

l *>..... ・. 

| ・、、.'．

ヽ
＊

，
 •• 

ヽ

ヽ
＇ 

J
I
~
 

≪
ぷ
哨

.・
. :、,
‘、,・,●’ェ

、'.
9 9 .  r 

J ̀  
'と•; 

第
一
節
番
組
の
編
成

第
一
＿
＿
十
二
条
帝
組
要
項
は
冒
競
輪
を
開
催
ご
と
に
定
め
．
参
加
申

込
締
切

H
の
一
＿
＿
週
間
前
ま
で
に
発
表
す
る
。

第
一
＿
＿
十
三
条
番
組
要
項
に
は
≫
左
の
各
号
の
事
項
を
定
め
る
。

選
手
の
参
加
申
込

第
二
十
七
条
市
の
開
催
す
る
競
輪
に
参
加
申
込
を
す
る
こ
と
の
で
一
競
綸
開
拙
の
日
時
及
び
場
所

’
き
る
選
手
は
、
競
輪
場
、
審
判
員
、
5

迩
手
及
び
自
転
車
登
録
規
程
―
―
参
加
申
込
の
締
切
日
、

（
昭
和
二
十
一
＿
＿
年
商
工
省
告
示
第
百
五
号
。
以
下
「
登
録
規
程
」
―
―
―
参
加
申
込
を
受
け
付
け
る
選
手
の
範
囲
叉
は
費
格

と
い
う
0

)

に
甚
い
て
社
団
法
人
自
転
車
振
興
会
連
合
会
（
以
下
四
競
走
の
種
頴

「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
に
登
録
せ
ら
れ
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
五
賀
金
額
及
び
賞
品
の
種
穎

な

い

。

六

競

走

の

条

件

．

2

前
項
の
選
手
の
範
囲
及
び
毀
格
は
、
そ
の
都
度
定
め
~
参
加
申
七
選
手
に
支
給
す
る
旅
賀

込
締
切
日
の
一
＿
＿
週
間
前
ま
で
に
番
組
要
項
に
よ
り
発
表
す
る
。
八
振
興
会
の
支
給
す
る
出
走
手
当
．
．

第
二
十
八
条
市
の
開
催
す
る
競
輪
に
出
場
し
よ
う
と
す
る
逮
手
九
そ
の
他
必
痰
な
事
項

侠
振
興
会
所
定
の
用
紙
に
左
記
事
項
を
記
載
の
上
；
振
興
会
を
第
一
＿
一
十
四
条
競
走
の
種
穎
快
使
用
自
転
車
の
種
類
と
説
走
の
距

経
由
し
て
．
，
市
に
申
し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
離
と
を
組
み
合
わ
せ
て
区
分
す
る
。

．． 

一
現
住
所
．
氏
名
及
び
生
年
洞
日

2

使
用
自
転
車
の
種
類
に
よ
る
区
分
は
畜
実
用
車
競
走
、
爪
式
競

二

出

場

を

希

望

す

る

競

走

の

種

類

走

車

競

走

及

び

担

式

競

走

車

競

走

の

一

＿

一

種

と

す

る

。

―
―
―
使
用
す
る
自
恢
車
の
連
合
会
に
お
け
る
登
録
番
号
．
商
標
。

3

競
走
の
距
離
は
、
五
百
米
以
上
と
し
、
競
綸
開
催
ご
と
に
こ
れ

を
定
め
る
。

種
類
及
び
規
格

第
一
＿
一
十
五
条
一
日
戟
走
回
数
は
｀
十
二
回
以
内
と
す
る
。

四
迎
合
会
か
ら
交
付
を
受
け
た
登
録
証
慕
の
登
録
番
号

2
複
式
自
転
車
競
走
に
対
す
る
申
込
は
｀
複
式
自
転
車
一
車
に
乗
第
一
―
―
十
六
条
同
時
に
競
走
さ
せ
る
造
手
の
間
加
↑
は
．． 
逸
手
一
人

車
す
る
遥
手
全
負
が
迎
名
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
つ
き
少
く
と
も
一
米
以
上
の
競
走
路
幅
負
を
与
え
る
よ
う
に
し

第
二
十
九
条
参
加
申
込
は
、
番
組
要
項
を
変
更
し
た
と
き
．
又
は
な
け
ば
な
ら
な
い
。

I

．
相
当
の
珊
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
の
ほ
か
、
取
り
消
す
こ
笛
＿
＿
＿
十
七
条
同
時
に
苅
走
さ
せ
る
選
手
に
は
、
同
一
の
種
頴
及
び

.、

cJは
で

き

な

い

。

．

規

格

の

自

伝

車

を

使

用

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第
一
＿
＿
十
条
参
加
申
込
を
収
り
消
そ
う
と
す
る
遥
手
は
、
碑
由
を
記
第
一
―
―
十
八
条
同
一
遥
手
は
ー
同
一
種
類
の
競
走
に
つ
い
て
．
一
日

五
載
し
た
忠
面
を
も
っ
て
参
加
申
込
の
締
切
日
ま
で
に
振
興
会
を
経
一
回
に
限
り
出
規
す
る
の
を
原
則
と
す
る
。
但
じ
．
当
日
の
番
組

＇ 

一ーニ――-―
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一
入
揚
者
の
撒
理

1

一
入
場
券
の
阪
泥
に
対
す
る
収
締

ヽ

_
＿
＿
循
生
に
関
す
る
取
締

四
火
災
そ
の
他
災
害
予
防
及
び
そ
の
応
紐
措
附

五
そ
の
他
競
餡
場
の
施
設
を
公
正
安
全
に
保
持
す
る
に
必
要
な

事
項
＇
．

第
二
十
六
条
場
内
取
締
委
員
の
戦
移
執
行
に
つ
い
て
は
~
こ
の
規

則
に
よ
る
外
、
広
島
競
輪
場
入
場
者
及
び
入
場
料
並
び
に
場
内
取

締
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第
七
十
一
＿
一
号
）
に
よ
る
。

3
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四
番
組
編
成
委
員

五
検
査
委
負

六
管
瑯
委
員

七
帯
判
委
負

八
投
栗
委
員

九
燭
内
取
締
委
負

2

前
項
各
号
の
委
負
は
、
一
｀
人
叉
は
数
人
よ
り
な
り
~
業
務
執
行

を
補
佐
さ
せ
る
た
め
．
所
邪
の
係
負
を
附
す
る
。

3

同
一
委
員
が
二
人
以
上
あ
る
と
含
は
、
委
員
長
が
当
該
委
負
の

主
任
を
定
め
る
。

4

開
催
執
膀
委
負
及
び
係
員
の
戦
粉
執
行
は
、
こ
の
昴
則
に
よ
る

外
．
細
部
の
要
項
に
つ
い
て
は
、
委
鎖
長
が
定
め
ろ
。

5

開
催
執
務
委
員
及
び
係
員
の
梱
成
は
、
別
表
の
恭
準
に
よ
る
。

第
六
条
前
条
の
開
催
執
移
委
員
中
．
社
団
法
人
広
島
県
自
転
車
振

塊
会
（
以
下
「
振
興
会
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
べ
き
事
項
に
関

ぶ
，
る
事
務
を
執
行
す
る
委
員
咲
振
興
会
の
役
戦
員
の
中
か
ら
．

そ
の
他
の
委
員
は
、
市
の
戦
負
及
び
学
識
経
験
者
の
中
か
ら
9
‘
市

長
が
任
命
叉
怯
委
訓
す
る
°
但
し
＂
委
員
中
特
殊
な
技
能
を
必
要

と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
。
振
興
会
と
協
識
の
上
遥
当
な
者
を
委

訊
す
る
。

第
七
条
開
催
執
移
委
員
は
｀
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
．
そ
の
戦
謗
を
執
行
す
る
た
め
に
必
喪
な
収
調
又
は
判
定
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
．

第
八
条
開
催
執
移
委
負
は
｀
そ
の
特
掌
事
務
に
つ
い
て
。
他
の
開

催
執
務
委
員
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
る
事
項
は
。
達
滞
な
く
こ
れ

を
委
負
長
及
び
そ
の
関
係
開
催
執
務
委
員
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
一
＿
即
委
員
長
及
び
副
委
員
長

第
九
条
委
員
長
は
。
競
輪
の
開
催
に
開
し
一
切
の
毀
に
任
じ
．
仙

の
開
催
執
移
委
員
を
統
合
し
て
競
輪
に
冽
す
る
事
務
を
統
理
す

る。

2

澗
委
負
長
は
、
｀
委
負
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と

ぎ
は
．
そ
の
戦
蒻
を
代
狸
す
る
。
湖
委
負
長
が
二
人
以
上
あ
る
と

由
し
て
市
に
願
い
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
。
疾
病

を
理
由
と
す
る
と
き
は
、
際
師
の
診
断
曹
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
十
一
条
参
加
許
可
苦
の
送
付
を
受
け
た
Ftl

迩
手
は
、
参
加
許
可

害
の
指
定
の
日
時
及
び
場
所
に
集
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

番
糾
の
編
成
及
び
確
定

第
四
章

ー・ム．
 I' 

・ヽ・．
 

る『 も

i
g
 

編
成
に
お
い
て
．
各
競
走
に
お
け
る
勝
者
の
み
の
辛
叫
走
を
行
う
場
・

・
合
等
は
．
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
｀
男
女
の
選
手
を
同
時
に
競
走
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
‘

第
三
十
九
条
市
が
交
付
す
る
賞
金
は
。
番
組
要
項
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

2
前
項
に
定
め
る
賞
金
以
外
に
賞
金
叉
は
賞
品
の
寄
賠
を
受
け
た

場
合
に
お
い
て
．
こ
れ
を
交
付
す
る
競
走
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い

と
き
は
、
委
負
長
が
こ
れ
を
交
付
す
る
競
走
を
定
め
て
。
前
項
の

賀
金
に
附
加
す
る
9

第
四
十
条
参
加
申
込
を
受
け
付
け
矢
選
手
の
出
場
す
る
日
及
び
競

走
番
号
は
、
競
走
稲
穎
ご
と
に
区
分
し
て
．
参
加
申
込
締
切
後
｀

直
ち
に
、
番
組
編
成
委
員
が
抽
せ
ん
に
よ
り
決
定
し
、
番
組
を
内

定

す

る

。

．

第
四
十
一
条
番
組
編
成
委
負
は
｀
前
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
・

参
加
申
込
進
手
の
出
場
す
る
日
及
び
競
走
番
号
が
確
定
し
た
と
き
．

は
、
遅
滞
な
く
当
該
速
手
に
通
卸
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
通
知
を
受
け
た
迅
手
ほ
．
自
己
の
出
場
す
る
日
（
．
競
輪
＿

開
催
中
｀
数
H
●
わ
た
り
出
場
す
る
選
手
は
｀
そ
の
最
初
の
日
）
、

の
前
日
の
午
前
九
時
ま
で
に
。
左
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
拙
柑

し
て
畜
競
輪
場
内
所
定
の
場
所
に
到
賄
し
．
検
査
委
員
の
検
査
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
使
用
自
伝
車
（
二
種
以
上
の
自
転
車
を
使
用
す
る
場
合
は
●

そ
の
全
部
）

二

前

項

の

姫

知

唐

・

―
ー
ー
連
合
会
の
発
行
し
た
当
該
逸
手
の
登
録
証
猥
．

第

一

＿

節

．

番

組

の

決

定

及

び

発

表

・

＂

第
四
十
二
条
検
疵
委
偵
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
到
士
TH
し

薩
手
及
び
自
伝
車
に
つ
い
て
｀
そ
の
出
場
毀
椅
健
康
状
態
等

を
検
査
し
。
合
格
し
た
選
手
に
は
合
枡
証
漿
を
交
付
し
｀
合
格
し
[

．
．
．
 

た
自
伝
ホ
に
は
合
枡
証
紙
を
確
央
に
ち
上
r
)

附
し
な
け
れ
ば
な
ら
i

な

い

。

．

2
前
項
の
合
格
証
票
及
び
合
格
証
紙
の
様
式
は
｀
焼
輪
開
催
の
都

奥
委
員
長
が
定
め
る
。

第
四
十
＿
＿
一
条
・
、
前
条
第
コ
生
の
検
査
に
お
い
ズ
。
左
の
各
号
の
一
に
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ー
総
稲
委
員

第
十
七
条
府
理
委
員
丹
前
条
第
一
号
の
出
場
選
手
の
確
定
を
な

し
た
と
き
は
、
渥
滞
な
く
そ
の
g
目
を
委
負
長
。
番
組
編
成
委
負

審
判
委
員
及
び
投
票
委
員
に
涌
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
注
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が
定
め
た
順
序
に
よ
り
そ
の
懺
移
を

代

理

す

る

。

し

第
三
節
総
謗
委
員

第
十
条
総
務
委
員
は
奮
委
負
長
及
び
湖
委
員
長
を
補
佐
し
て
各
開

催
執
孫
委
員
の
戦
移
執
行
の
連
絡
及
び
統
制
に
関
す
る
事
項
並
び

に
各
開
催
執
務
委
員
の
所
管
に
属
し
な
い
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
一
条
総
膀
委
員
の
懺
移
執
行
を
補
助
さ
せ
る
た
め
左
の
係
負

を
附
す
る
。

庶
移
員

第
四
節
番
組
編
成
委
員

第
十
二
条
番
組
編
成
委
負
は
~
番
組
の
編
成
に
渕
す
る
事
項
を
つ

か
さ
ど
る
。第

五
節
検
査
委
員

第
十
三
条
検
査
委
員
は
、
出
場
選
手
の
健
康
状
態
の
診
断
並
び
に

使
用
自
転
車
の
種
碩
及
び
規
格
の
検
査
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ

ど
る
。

第
十
四
条
検
査
委
員
は
｀
検
査
の
結
果
を
追
滞
な
く
委
員
長
．
番

組
編
成
委
員
及
び
管
理
委
員
に
迎
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
ー
検
査
委
負
の
戦
謗
執
行
を
補
助
さ
せ
る
た
姿
左
の
係

員
を
附
す
る
。

一
検
車
負

二

医

稼

員
第
六
節
管
理
委
員

第
十
六
条
管
理
委
員
建
左
の
各
号
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど

る。ー
競
走
に
出
場
す
る
選
手
の
確
定

ー
ー
選
手
の
出
場
及
び
取
締

―
―
ー
競
走
の
施
行
に
必
要
な
器
材
設
備
の
照
備
及
び
管
碑

四

選

手

の

救

誨

．

五
場
内
に
お
け
る
一
切
の
報
滸
（
投
票
委
員
の
管
掌
事
項
を
除
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第
十
八
条
管
瑯
委
負
の
戦
移
執
行
を
補
助
さ
せ
る
た
姿
左
の
係

員
を
附
す
る
。

一
召
集
員

二

報

滸

員

―
―
―
整
理
員

四

計

測

員

五

医

務

負

し

．
第
七
節
審
判
委
員

第
十
九
条
審
判
委
員
侠
発
走
及
び
勝
者
の
確
定
に
梃
す
る
事
項

を
つ
か
さ
ど
る
。
．
．

第
二
十
条
審
判
委
員
は
＂
発
走
に
あ
た
り
選
手
を
除
外
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
畜
そ
の
旨
を
委
員
長
、
番
組
編
成
委
負
及
び
投
粟

委
負
に
迎
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
帯
料
委
負
は
。
勝
者
を
確
定
し
畜
決
勝
線
到
賄
順
に

よ
る
第
五
滸
ま
で
の
遥
手
の
番
号
｀
第
三
茄
ま
で
の
速
手
の
諒
走

に
要
し
た
時
間
並
び
に
荒
差
を
決
定
し
て
直
ち
に
委
負
長
＂
ぷ
．
管
碑

委
員
及
び
投
票
委
員
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
審
判
委
員
の
戦
移
執
行
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
左
の

係
員
を
附
す
る
。

一
発
走
合
図
員

.
＿
一
発
走
員

.
i
 

_
＿
＿
決
勝
審
判
員

四

監

視

員

式

計

時

負

六

記

緑

員

七
周
回
涌
告
負

第

八

節

投

票

委

員

・

第
二
十
三
条
投
票
委
員
侠
車
券
の
発
行
及
び
発
売
並
び
に
払
い

も
ど
し
金
及
び
返
深
金
の
交
付
に
開
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十
四
条
投
票
委
員
の
戦
謗
執
行
に
つ
い
て
は
畜
前
条
に
よ
る

外
｀
広
島
市
説
輪
勝
者
投
栗
及
び
払
い
も
ど
し
規
則
（
昭
和
二
十

七
年
広
島
市
規
則
第
七
十
二
号
）
に
よ
る
。
・

第

九

節

場

内

取

締

委

員

．

璽

十

五

条

場

内

収

璧

喜

羞

の

各

号

の

事

項

を

つ

か

さ

と

る
q

A
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第
一
節
出
場
遥
手
の
確
定

第
四
十
七
条
競
走
に
出
場
す
る
選
手
は
｀
使
用
す
る
自
転
車
と
と

も
に
~
出
走
予
定
時
刻
の
一
時
問
前
に
．
競
輪
場
内
の
所
定
の
場

所
に
到
滸
し
て
。
検
査
委
員
の
指
示
に
よ
り
＂
あ
ら
た
め
て
健
康

・
診
断
及
び
自
転
車
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

引
き
続
き
二
以
上
の
競
走
に
出
場
し
よ
う
と
す
る
選
手
は
畜
こ

[
れ
ら
の
競
走
の
最
初
の
検
査
の
際
、
そ
の
後
の
競
走
の
検
査
を
一

工

ー

ご

｀
J

A

9

モ

第
五
章

競
走
の
施
行

．

ー

ー

ー

・

・~
2
,
．． 
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
ほ
、
検
査
委
員
は
畜
当
該
選
手
の
出

0

"

，
砿
予
定
の
競
走
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
出
場
を
停
止

・
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

印
．
會
ー
参
加
申
込
害
の
記
載
事
項
と
相
述
す
る
事
項
が
あ
っ
た
と

＇
〗
．f
.

き
。

・
ニ
使
用
自
転
車
が
登
録
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
登
録
さ

．． 

れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
き
。
．

.
i
.
—
ー
ー
選
手
の
健
康
状
態
が
競
走
に
た
え
な
い
と
認
め
た
と
き
。

.
ぃ
'
四
そ
の
他
当
該
迎
手
又
は
使
用
自
転
車
巧
競
走
の
公
正
安
全

を
阻
害
す
る
影
啓
を
及
ぽ
す
と
認
め
た
と
き
。

:7

第
四
十
四
条
番
組
編
成
委
員
は
．
第
四
十
二
条
の
検
査
に
合
格
し

．． 

た
，
パ
た
選
手
の
選
手
番
号
を
競
走
番
号
ご
と
に
抽
せ
ん
に
よ
り
決
定
す

F
 .

，
る
。

第
四
十
五
条
選
手
は
．
第
四
十
条
及
び
前
条
の
決
定
に
対
し
て
異

ー
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
'

第
四
十
六
条
番
組
編
成
委
員
は

b

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
出

．
場
逸
手
の
運
手
番
号
が
決
定
し
た
と
き
は
．
直
ち
に
翌
日
の
番
組

を
決
定
し
発
表
す
る
。

,’ ー・

第
＿
二
節
選
手
の
官
〈
A

午
コ

1
L
．

一

ー

一

二

詮

号

ク

gf"A-H口
r
:こ
,
j
巨

f
き

ー

た
と
き
。
)
{

第
四
十
九
条
管
理
委
員
は
｀
第
四
十
七
条
に
定
め
る
検
査
の
結
果

に
関
す
る
通
報
を
受
け
て
~
出
場
選
手
を
確
定
す
る
。

ー
第
二
節
．
出
場
選
手
に
関
す
る
戒
締
．

第
五
十
条
出
場
選
手
は
~
各
競
走
ご
と
に
選
手
番
号
を
記
載
し
た

帯
号
布
（
管
理
委
員
が
準
備
す
る
。
）
を
管
理
委
員
の
指
示
す
る

•
と
こ
ろ
に
よ
り
腰
部
に
附
齋
し
。
且
つ
｀
左
の
ご
と
く
各
選
手
番

号
に
応
ず
る
色
の
布
製
の
覆
（
管
理
委
員
が
準
備
す
る
。
）
を
附

し
た
革
製
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
荒
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．
選
手
香
号
一
白
色

同

一

'

-

黒

色

同

一

―

―

赤

色

同

四

青

色

同

五

黄

色

同

六

白

黒

（

縦

に

四

分

し

．

交

互

に

染

め

分

け

た

も
の
）

同

七

白

赤

（

同

）

同

八

＿

白

青

（

同

）

同

、

九

赤

青

（

同

、

）

同

十

黄

黒

（

同

）

同

十

一

赤

黒

（

同

）

同

．

十

二

青

黒

（

同

）

弟
五
十
一
条
出
場
選
手
の
服
装
は
~
左
の
各
号
に
よ
る
。

一
シ
ャ
ッ
は
｀
布
叉
は
毛
製
半
袖
と
し
、
色
彩
は
、
．
見
苦
し
く

な
い
も
の
と
す
る
。

―
-
。
＾
ン
ツ
往
布
叉
は
毛
製
の
短
。
9

ン
ツ
と
す
る
。

三
靴
け
畜
革
又
は
ズ
ッ
ク
製
短
靴
と
す
る
。
．
．
．

四
靴
下
を
使
用
す
る
場
合
は
く
る
ぶ
し
を
越
え
な
い
程
度
と
す

る。

．． 

第
五
十
二
条
出
場
選
手
は
、
・
競
走
能
力
を
一
時
的
に
た
か
め
る
等

の
目
的
の
た
灸
薬
物
そ
の
他
の
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な

、0`
＞ 

•9 
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・

ヽ
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．
 
．
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．
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・
時
刻
の
一
＿
＿
十
分
前
に
、
〗
所
定
の
場
所
に
集
合
し
｀
管
理
委
員
の
指

示
に
従
い
畜
選
手
番
号
順
に
自
転
車
に
乗
っ
て
競
走
路
に
入
り
~．．． 

競

走

路

を

周

回

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

：

ヽ

、

．

第
五
十
四
条
管
理
委
員
は
｀
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
．

‘．

述
波
し
た
選
手
を
~
そ
の
回
の
競
走
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
．
し
•
,

る。
第
五
十
五
条
第
五
十
ー
―
一
条
に
定
め
る
周
回
が
終
っ
た
後
奮
出
場
選
[
•

手
は
、
管
理
委
員
の
指
示
す
る
場
所
に
位
骰
し
て
＂
審
判
委
員
の
[

指
示
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'

o

.

第

四

節

発

走

第
五
十
六
条
出
場
選
手
は
、
審
判
委
負
の
指
示
に
従
い
自
転
車
に
．

乗
っ
て
畜
発
走
位
骰
に
つ
き
•
•
発
走
員
の
公
平
な
補
助
に
よ
っ
て

自
転
車
の
前
輪
の
最
前
部
を
発
走
線
に
垂
直
に
静
止
さ
せ
た
後
~

審
判
委
員
の
其
正
な
発
走
合
図
（
号
砲
）
を
受
け
て
自
力
で
発
走
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

発
走
位
置
に
つ
く
際
は
畜
当
該
競
走
の
選
手
番
号
の
順
に
内
側
一

よ

り

発

送

線

に

盤

列

す

る

も

の

と

す

る

。

'

第
五
十
七
条
審
判
委
員
は
。
発
走
線
に
つ
い
た
選
手
に
対
し
。
呼

笛
に
よ
り
注
意
を
喚
起
し
た
後
~
「
用
意
」
を
発
声
し
．
次
い
で
．

号
砲
に
よ
り
発
走
の
合
図
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
、

第
五
十
八
条
審
判
委
員
は
~
選
手
の
発
走
が
遥
正
で
な
い
と
認
めq

た
と
き
は
、
号
砲
等
に
よ
り
競
走
の
進
行
を
中
止
さ
せ
曹
．
選
手
を

発
走
線
に
も
ど
ら
せ
、
改
め
て
発
走
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

審
判
委
員
は
、
再
度
不
正
な
発
走
を
し
た
選
手
又
は
指
示
に
従

わ
な
い
選
手
を
。
そ
の
回
の
諒
走
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
で
き

．
る
。

第

五

節

競

走

第
五
十
九
条
選
手
は
。
勝
利
を
得
る
意
思
を
も
つ
て
競
走
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

苔

六

十

条

唸
1

＿・ーの
-
1
向
弔
§
手
の
左
手
が
内
側
に
な
る
よ
う
に
し
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． 9, 迅糾．．走迅紐の無該 券｀き発下人二人の無該 と もに左各に —}. f 
，．手と：し手とと効当 のそ叉宛 に以 人以と効当 な どおの 組 各 ． そ

t のし なのしすとす 双のはしな上だ上すとす つ しけ各に選 C. {9” 戊
と

いすた かうたるし る い選審たつでけ七るしる た に る 号 対 手 ． ． t 
；い、．．．．．ぺ出 っち場゜・事 も手判車 たぁ・ と 人 ゜ 奮 事 こ 応 投 の すに l.  
::.，‘ ． ．・ラ 9 4 11 

;.．．、： ·.．32 、•第·_ --・._ 3 -•• _ 2 第 第第第 第
r,＇、 しを 示附十るとのそは場 変べ 旅及との十選十以金の十券項の九 ． 員督 4
し．第た一第しの三とす選の‘合第えき前゜び な 時 二 手 一 内 額 発 条 の の 車 条 し て ， のに十l:・．一各組一 た 選 条 きる手こ次にーな選項第第つに条を条にを売買変券 たが 中従一

`,；•.、＇ nt 車と fif 車手 も因とえ序f‘ 刃fい手の二二た＂ 勝 相 控 金 市 い 更 に 車 こ 出 か 5号
＇．”' と券し と 券 を 述 同合みた以第‘もの鳩齋賄選出複者単当除額けもを衷老夕と走 ” ら者;・
5' なにたなに一勝様にな人下ー第の数合及と手走勝と勝すしか゜ど要ホて°せ 市及第

[h,•9 ・． つ対もつ対組式とおす数の賄二とがにびなをす式す式るたら車し求し買 ず 、 長び五

小1 ．たしのたしと勝すい° ご逍 又滸 す減 お第 つ畜べ膀る勝．金金第券をしてつ ‘ヽ が 払 条 -
ふ．．：・｀皐品を選オiし者ろて第と手は及る少し、三た五ぎ者°者額額八を肪‘あた 叉 }:↓． 任し、第
！ 9:•、. 勝手 て投゜‘ーには第び°すて賄選人姻投 投 を を 条 発 求 叉 る 者 は ．．: :1.. 命も八
i,．い がし‘者が図凱猥 第茄更‘二第 る．と手以手猥 票収いの売．すは競け そ すど号

し― ,9 人と
とーど者沫 ー及に一賄三 こ車なを上が法 法得う規しる前走＂ の

I1.：; • ： ：し五ょtほ 應盈面闊名應 姦霞戸メ虎閃は はti應麿t翌贋以‘、 も
るしに
°金規,.
但の定

．． 第プそ上ナ い な二 lIid＾つな あ 売選人以以い い ゜ ， 下 よ き は 規 又 な い .•: l 3'iす
．．， 一しどのあど勝て つ府ジニたつ つり手以下下て て 同り｀で定はる ず
5、.. ・一＇交交＿

畜出る—

＇ヽ~- ・1.}fj・各る付者は たとず人迅た て出を上ででは は じ買そきに選事 れ ｝ i; 、 と今付
払に投

”で，・ _送と を゜ 送なつを手選 、もし勝でああ‘ ‘ 占いのなよ手由 力、 ＂ 
な r す

ぃ従塑＇

l,.• i:̀ 9 る
手き そ第 手．つ繰．こが手 ・た者あるる車第．のも売ぃ ・，

ろ る番が 一 も う 委

つ をは のー がたりえ二を 勝後とるとと券 ー 百ど上°場号あ 人も 'i， ．ど者負

! •4..‘ た•の相奮 i 滸釈 二選下る人勝 者巴すとききの 滸 分し金 合そつ だ i しはの
..I. 5迫互 そ ll傾及人手げとあ者のるき はは発 とのに額ののーて 金‘う

,l•ふ．］手年にのと涌ひ． PJ．をたきると 数出°は第第売 な ード 外他も が
． け，S

，すー 、い＾三9:
の市ち・

くいが表各 り第上勝蔚はとす は走第 一ー開つ 十ず車 ．の・ 出． ， 算の‘

＇ぃ’・：＇二召示々弓表二 あ者 lI員 ‘ き る ｀す一滸府始 た 五る券車事そ 走 ふ．’．“ 出戦監
i _•.', 
i.； 9,・．＇. 
｛， 

ヽt~必 2 第第第 2 第 ＇ 第 第 月
・ぶ．． ：． 換券の審 る 選 勝 十払が 交中ん・箕に勝十る式十も払十き き四て式十を手人 ＇ 七幸}f品六け人
i:1..' にのも判売手者八い｀前付者分出よ式七°及六のい五は車は人｀勝四交と以 条ずきに条る以名
ド'.・ 払 額の委上を全条も叩項すにししりの条 び条とも条｀券述以車者条付を上 るに発 も上I! 9 1ヽ．岱塁届 g 含嘉胃勝［房闊， t 茫贔こ•;どf勝， 眉払危［勝塁齋臭閤翡誓単忍―闊急 ， ．・ 喜應闊應塁勺念土
ら̀・’.・.ど額し発"附゜者金額定のヽたれ勝れ者 式いす金者を開車ぁ売法勝も通と｀ （b の締し"のすとョ

’：．ぢ‘ヽ、しに投走そ順連投と面にと車金を者のが のも°の投発始券る開の式のりき 発め..;1灯発るき厠
1:; ;:::'，金あ票合のと勝梨し金．よす券額当に車碓 各ど 箕猥売のをと始 5勝とには＇ 売切審走売°はオ
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‘ めの員る：：c 記沿――

、ヽ'，‘にャ．c^ 発百 にき 者すたも にもに車いと つ計 い者も出な勝｀以法 た荒＇ 珂 J.- の 湿 の 笙 K9••投'’
ざ；．^ ．：ぉ払 走分的はがるなど 払ど対券てき い算 てのの走い式当下‘ 各の． ．！ ．！ーナ発手焚 ―+ 
|,...：..: ＼いい晨 し の 中 第 な°いし いじすにもは てに ほなとすも車該を複 車選 1 . .l l tこ．る走か走 uJし
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?：プr.1交 と中遥十が 9行場 きと どと各い別単．別＇し、 そ勝るきとを走わ式 にと 1 l Iき 図定出 にI符＇＼ ，付し者手五なの合 はし しし車も記勝 にて の 者 ° 選 す ‘ に せ 勝 対第・ '.. . fま で し ろ -t !J 
•以l,.- ナ｀金ジ，9でにい速＾
，ゞ・パ＇るとにあ相鳩手担 そ交 交゜のす一

・て 金て 券 ど 第 式，計は 速 が ．手る二出用者‘し二 1 ,,; ‘ 選た遥 ・り走
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! J : 1 : ̀  ［`I : ［9i ![ ［ ［[［[9i [,9i : d_>i9>;‘!! :! ！門<..[ : t喜言：
， 遅手こ手述てr

! ：．，“; ＂ 9, 1 f 1一令彦，、嘉督悶；；，麿宜．．し、悶・ 熔腐ほ＼悶羹嵐 与、喜 夜|内 翌．念累巴喜．よ喜‘| ．. : • 1儡犀玉農喜§
'̀’’, f. ・,．.．9.9ー：［乞．． r ・,'. I‘. ’` ．● ＇鳥 ．．．．． ・． ． ． ＇ ,• ・ロ―了―,―,9 , '• 9 , ． ，， ・ • ̀'̀＇’ 

鴫`9 ：．t ••9 f •.．‘●ら 9.
． ｀ ` ヽ', '．1 , ＇ - • ， '• • ，< • ＇・99.,・ ← -f,' ．． ．9，ー、 ・，＇．， .•,‘‘ t 9 9・、 ，．ヽ＇ 9,．， ．‘ ` `  ＊ 、． ． ・'. , ．， ： •, • ’, ． ・ • ;.． ．9・’ , 9 ` • ‘• •..• 9, ＇,．， ．,' ， ． ， ． ' ,• :，； ・＇，． ． 、',.•, 9. ． ： ；．， ． 、． ＇ ，． ．．． ＇・へ 9 9 ・, ．・ • 9,., i.. ..' , ． 1 -.  ＇ .，． ,• • i . ． ． ， 9 F, • ● ● 9,• (＇`'，＇‘＼，令‘，？'，“、:,＇.＇. J •,’· ; ・ •、 9 、 9, 9“ ＇ヽ； 9, ．，．べ：，’9, ．・ r.．：， 2.‘ 、・• '‘胃 9,· • ・, •,． 9, ． .．；’↓,．•,．,、，｀9、-、‘̀.f • ·‘』,'•、し'‘:'｀ •、·,‘,＇，.,t. ．'.，．，．・, ••• •...9 9 : 9'e』.，．-，.．．＇、．，．．．'，．;，・ •．．，．，し ， ．．｀9 9 ‘’ ・， t. 、＇．如、、 'J I 

’’’• ‘• 、,....,.―-へ9,. `·-• '、.,.·•''•・・、｀ ． ．． ， 雷 '”，し 9,‘ ’̂,．．., g'．9,；.．. ,.： :、"i、一 ー・ 4 ．ー、9.ンーら？う:g:!」--ん｀一三 •. --ふ守ぷ如砂｀命和心二ここ3匹ぢ‘r;99-------＝—

-
)
忍
＂
り
．

t
，

‘‘r"
）
ー
'
2
,
?

徊

-rL,
．
)
)

附

則

ベ
競
輪
の
開
催
又
は
開
催
執
称
委
員
の
喘
月
）

i-rd：
月
号
ノ

た
者

五
前
号
の
場
合
に
お
い
て
．
財
物
そ
の
他
の
利
益
を
受
け
｀
又

は
受
け
阪
る
こ
と
を
約
束
し
た
選
手

二
不
正
の
目
的
を
も
つ
て
、
選
手
の
全
能
力
を
発
揮
さ
せ
な
か

，

っ

た

者

r

―
ー
ー
競
走
に
開
し
．
不
正
な
協
定
の
申
込
を
し
奮
又
は
そ
の
協
定

を
実
行
し
た
者

四
競
走
に
関
し
、
不
正
の
目
的
を
も
つ
て
、
選
手
に
対
し
~
暴

行
し
、
若
し
く
．
は
脅
迫
し
、
叉
は
財
物
そ
の
他
の
利
益
を
与
え

る
こ
と
を
約
束
し
た
者

-
．
不
正
の
目
的
を
も
っ
て
．
参
加
申
込
加
以
ツ
記
載
事
項
を
偽
つ

た
者

弟
八
十
一
条
審
議
会
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対

し
．
市
が
行
う
競
輪
に
閲
与
す
る
こ
と
を
禁
止
し
｀
若
し
く
は
停

止
し
、
又
は
市
が
競
輪
を
行
う
競
輪
場
へ
の
入
場
を
拒
否
し
葦
若

し

く

は

退

場

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

'

第
八
十
条
審
識
会
は
~
第
四
十
一
条
第
二
環
第
四
十
七
条
、
第

五
十
＿
＿
一
条
畜
第
五
十
五
条
及
び
第
充
十
九
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま

で
の
規
定
に
迎
反
し
た
選
手
に
対
し
戒
告
し
。
叉
は
市
が
行
う
部

輪
に
一
年
以
内
の
期
限
を
限
り
出
場
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る。

-＝1
 

2
審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
長
を
も
つ
て
充
て
る
。

3
 
審
眠
会
の
議
事
規
則
は
奮

別
に
定
め
る
。

2

こ
の
規
則
を
承
認
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
車
券
を
買
う
こ
と
は

で
き
な
い
。

二
条
広
島
市
競
輪
実
施
規
則

r
昭
和
一
工
し
9

年
広
島
市
規
則
第

ュ
広
島
市
競
輪
勝
者
投
票
及
び
払
い
も
ど
し
規
則
、

第
一
条
市
が
行
う
競
輪
の
車
券
の
発
売
及
び
払
い
も
ど
し
金
の
交

付
は
~
別
に
定
の
あ
る
も
の
の
外
｀
こ
の
規
則
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

広
島
市
競
輪
膀
者
投
票
及
び
払
い
も
ど
し
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

i
 

る。
昭
和
一
＿
十
七
年
十
一
月
一
日

広

島

市

長

浜

広
島
市
規
則
第
七
十
二
号

井

信

ー
投
票
委
員
（
三
．
）

ー
番
組
編
成
委
負
(
-
ー
ー
）

ー
場
堕
醤
委
員
(
-
ー
） ー

発
走
合
図
員
（
＿
一
）

,
＼
詈
攣
翌
｝

員
（
六
））ヽ

ー
審
判
委
員
(
-
ー
ー
）
ー
ー
監

ー

計

時

員

（

ナ

ー
記
録
員
(
-
ー
ー
）

ー
周
回
穂
員
（
二
）

ー

召

集

ー

報

滸

I
i管

狸
委
員
（
二
）
ー
一
ー
整
備

，
一
口
珈
疇

妥
員
長
（
一
）

ー
湖
委
負
長
（
四
）

ー
制
裁
審
癖
会

贔
塁
員
（
一
）
ー
百
麟

移車

員員

＾＾ ＝＝ ヽー、9

員員員員負

^＾＾＾＾ --—-·-←ーニこニ、-.._,.._,、-.._,

別・

表

開
催
執
謗
委
員
及
び
係
員
構
成
基
準

ー
総
謗
委
員
（

m
|ー
庶

移

員(-ーー）

2

選
手
の
番
号
を
示
し
て
な
い
車
券
発
売
窓
口
に
お
い
て
．
単
勝
ー

式
車
券
を
買
お
う
と
す
る
者
は
単
勝
式
事
券
発
売
窓
口
に
お
ぷ
ゞ

て
、
複
勝
式
車
券
を
買
お
う
と
す
る
者
け
複
勝
式
車
券
発
売
窓
口

に
お
い
て
、
連
勝
式
車
券
を
買
お
う
と
す
る
者
は
連
勝
式
車
券
発

，
．
売
窓
口
に
お
い
で
自
分
の
欲
す
る
逸
手
の
番
号
叉
は
組
及
び
枚
数

を
呼
示
し
、
額
面
金
額
に
枚
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
引
換
に
車

券
を
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

屈
五
，
＿
＿
~
崖
；
界L~
t
g
.
5
-
5

、
一
；
：
●
」
-
べ
ざ
｀
匹
手
や
：

L

•V. 
~
一(
i
-
i
-
i
.
-
E
方

[
ニ
―
ツF

 

-

{

「

.
-
i
.

i

-

．
＂
t

i

-

J
,
-

【

ツ

ー

1

1

ー

に
従

5
者
に
限
り
必
要
が
あ
る
租
合
は
｀
社
団
法
人
広
島
県
自
転

車
振
興
会
及
び
社
団
法
人
自
転
車
振
典
会
連
合
会
（
以
下
「
連
合

会
」
と
い
う
。
）
の
役
職
員
以
外
の
遥
当
と
認
め
る
者
に
委
咄
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
車
券
住
単
勝
式
車
券
．
複
勝
式
車
券
及
び
連
勝
式
車
券

と
し
｀
こ
れ
を
本
符
及
び
原
符
に
分
け
＂
本
符
は
購
質
者
に
交
付

し
~
原
符
は
市
に
お
い
て
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
．

．

 

2

本
符
及
び
原
符
に
は
~
そ
れ
ぞ
れ
発
行
者
名
、
競
綸
場
名
論
競

走
施
行
の
年
月
日
を
示
す
に
足
る
文
字
畜
焚
走
番
号
｀
5

迩
手
番
号

（
連
勝
式
勝
者
投
票
法
に
お
い
て
連
勝
式
番
号
を
使
用
す
る
と
き

は
連
勝
式
番
号
）
、
額
面
金
額
及
び
韮
し
番
号
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。
・

第
四
条
単
勝
式
車
券
を
買
お
う
と
す
る
者
は
自
分
の
．
欲
す
る
選
手

の
番
号
を
示
し
て
あ
る
箪
勝
式
車
券
発
虎
窓
口
に
お
い
て
、
複
勝

式
車
券
を
買
ぉ
う
と
す
る
者
は
自
分
の
欲
す
る
逸
手
の
番
号
を
示
．
＿

し
て
あ
る
複
勝
式
車
券
発
売
窓
口
に
お
い
て
、
連
勝
式
車
券
を
買

お
う
と
す
る
者
は
自
分
の
欲
す
る
組
を
示
し
て
あ
る
連
勝
式
車
券

発
売
窓
口
に
お
い
て
買
お
う
と
す
る
枚
数
を
呼
示
し
、
額
面
金
額

に
枚
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
引
換
に
車
券
を
買
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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，出
'
I
i
りaI
I
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11ィ`
ーり
ー
c
"
1

"9,1
4
J4
、り
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ゞ
．．
．
 9

•□
`
`
[9`r]三
9□
•ー
ロ
，
＇
r．．．
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.
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 ,
'
い

3

[
．,
．1,
．〗

ロ
・
-
曾

.-9-『． ．．＇

,
．/,9.

"
｀
．'
,
9
9、
・
疇，
ぃ
ヅ

、
・
,
．
の
給
与
に
開
し
て
は
、
当
分
の
間
｀
一
般
戦
の
戦
員
の
給
与
に
関
す
．
．．

，｝

日．
r
1

号
―
―

-
0
0、
o・o」
及

び

、
る
条
例
．（
昭
和
二
十
六
年
＿
＿
＿
月
ー
―
―
ヤ
日
広
島
市
条
例
第
六
十
二
号
）
，
．

い

-＝八二
2
-
0
0
 
•• 

0
0」
を
、
「
若
草
町
災
を
準
用
す
る
。

．
．
，
．

．，

．＇．．

．

．

．
，．J
_

甘F

H

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
．
か
ら
施
行
す
る
。
．

．

＞
」
の
次
に
「
若
草
町
災
害
住
宅

加
え
る
。

‘

.

◎

告

示

広
島
市
告
示
第
百
四
号
＾

っ
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
十
月
一

．
広
島
市
宇
品
町
地
内
の
溝
渠
、
別
紙
日
は
｀

．

別
紙
⇔
の
よ
5

に
付
．
會

•
'
,

汀
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
替
を
し
た
。

つ
い
て
は
、
別
紙
日
の
溝
渠
は
~
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
八
日
か
＇

、．．
 
心

ロ

．

ら
公
用
を
廃
止
し
、
別
紙
⇔
の
溝
渠
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
[
9
,}

信

八

月

十

八

日

か

ら

使

用

を

開

始

し

た

。

――― 

浜

井

右

告

示

す

る

。

・

お
つ
て
｀
こ
．
の
関
係
図
面
は
畜
建
設
局
下
水
謀
に
お
い
て
一
般
の
．．
い]•• 

号肉
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
縦
i
せ
に
供
す
る
。

．

昭

和

1

一

十

七

年

十

月

二

十

七

日

．

．

．
．
‘

．．
i

汀

規

則

（

昭

和

一

＿

十

七

年

広

島

市

規

、

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

‘.
.

り
よ
う
に
改
正
す
る
。

、
（
別
紙
及
び
関
係
図
面
省
蹄
）

広
島
市
告
示
第
百
五
号

セ
削
る
。

．．
 

り
施
行
し
｀
昭
和
二
十
七
年
九
月
十
今
回
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
規
定

．ゞ

に
基
き
、
百
日
せ
菱
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
種
痘
の
予
防
接
種
を
左
記
・＊
．．
 

り

賃
の
給
与
に
開
す
る
規
則
を
こ
こ
の
通
り
施
行
す
る
。
．
．
/

ヽ

．

昭

和

二

十

七

年

十

月

二

十

八

日

｀

．

．

・

広

島

市

長

浜

、

井

信

一

1

-

．

、

土
日．

浜

井

信

―

―

―

1

実

施

要

領

．

ト

、
日
寺
自
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
四
日
会
陪
釈
時
問
巾
）

、
〗．．

 

-

u

至
同
二
十
八
年
一
月
手
一
日

号

＿
一
、
経
喪
百
日
せ
き
（
三
回
接
種
）
一
回
に
つ
き
四
十
円

・＇

れ
る
職
員
の
給
与
に
詞
す
る

・

・

・

ジ
フ
テ
リ
ヤ
（
＿
＿
＿
回
接
種
）
一
回
に
つ
き
十
円
ゾ
し

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

二

百

八

十

種

痘

一

回

に

つ

き

十

円

．い-,i

る
単
純
な
労
膀
に
屈
用
さ
れ
る
職
負
―
―
-
、
翌
稲
を
受
け
る
人
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-
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．
一
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1
•
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久

保

東

観

音

町

1

一
丁
目
落
合
際
院
．
4

前
記
仮
換
地
予
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
び
借
地
柳
そ
の

‘,

-Ill 

．． 
ヽ
J号

E

i

那

t

g

田

・

己

斐

中

町

・

妃

玉

ク

他

の

権

利

に

つ

い

て

は

、

お

つ

て

指

定

す

る

。

．
‘．9

g
 ... 9[
7

9

r

山

本

町

・

広

本

．

古

田

町

高

狽

田

中

ク

．． 

B
 

至
n

土

地

所

在

第

比

町

＿

＿

＿

一

ー

日

伊

謀

庚

午

町

吉

村

II

t

己竺
m

i

四

本

草

禅

本

町

．．
 
，
荊
江
グ
町
名
ー
地

・

番
ー
土
地
所
有
者
氏
名ぃ~

一[
A
[
/
：
〗
-
[
[
1

口
[
〗
T
/
/

〗
〗
〗

・

‘
•
(

竺
―
-
＋
ー
ニ
匹
似
換
碑
定
地
変
更
指
定
及
び
第
十
ー
―
―

回
仮
如
咆
予
江
地
笛
梱
指
定
の
発
表
に
つ
い
て
、

~
漁
地
―
f
}
細
蕊
更
恒

．

-

広

島

w
和
翌
念
都
巾
威
事
業
東
部
土
地
区
画
竪
理
施
行
に

□f..り
＇、

f

，広

;9
左
紀

m

士
地
は
瑶
区
画
整
理
委
員
会
の
諮
問
を
経

、
仮
加
咆
予
足
地
か
史
に
決
定
し
た
か
ら
．
関
係
者
は
．

蔀
復
5

平
汝
孟
，

L
f

ヽ
ー
註
水
知
さ
れ
た
い
。

—
＋
地

i
七
＂
苦Lー
す
又
厖
し
ど

E
)
0
m
r
m
i

知
瞥
は
~

＿
讐
腐
完
を
i

―

栢

＿

祖

土

地

着
届
A

1

i

i

-

出

-

。

(
今
一
雙
喪
(

i

1

を

l

守
京
皿
竺
向
盆
＿
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ざ
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，
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ロ
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ー
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一 ~...1..＂ 

百
日
せ
き

・

1
生
後
＝
＿
箇
月
か
ら
生
後
六
箇
月
に
至
る
期
間
（
一
9_
＿
過
間
閻

隔
で
一
＿
＿
回
接
種
）

．

2
前
号
定
期
接
種
後
十
二
箇
月
か
ら
十
八
筒
月
に
至
る
期
間

‘̀

 
.. 

（
追
加
免
疫
一
回
接
種
）

ジ
フ
テ
リ
ヤ

I

生
後
六
箇
月
か
ら
十
二
箇
月
に
至
る
期
間
(
1
1
一
週
間
間
隔

で
一
＿
＿
回
接
種
）

.2
小
学
校
入
学
前
六
箇
月
以
内
及
び
小
学
校
卒
業
前
六
箇
月

以
内
（
追
加
免
疫
一
回
接
種
）

種

．

痘

`

1
生
後
ー
ー
箇
月
か
ら
生
後
十
二
箇
月
に
至
る
期
間

.

2

小
学
校
入
学
前
六
箇
月
以
内
~
小
学
校
卒
業
前
六
箇
月
以

内

四
、
其
の
他

広
島
市
告
示
第
百
六
号

1
稲
痘
は
必
ら
ず
一
週
間
後
検
診
を
受
け
検
診
の
結
果
険
悔
の

汀
0

そ
の
後
直
ち
に
更
に
一
回
接
種
を
受
け
・
け
れ
ば
な
[
)

2

百
日
せ
き
及
び
．
ジ
フ
テ
リ
ア
の
注
射
を
生
後
一
回
を
受
け
な

い
者
は
今
回
は
一
＿
＿
回
受
け
る
こ
と
。

ー

・

3

各
接
種
の
す
ん
だ
人
は
接
種
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
必
ら
ず
証

〗明
害
を
お
受
け
取
り
下
さ
い
。

4

希
望
の
人
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

昭
和
十
七
年
＋
ー
―
-
+

た

市

長

IIJ

、
-
．
四
ム・

リ
ヽ
・
・
ナ

第
一
―
-
+
-
1
一
回
即
地
予

i

同

町

一

六

外

一

筆

中

島

紺

5

．
雄

白

島

西

中

町

五

七

ノ

ー

外

二

箪

中

田

太

一

・
回
仮
換
地
予
g

借
地
i

て

仮

換

地

予

定

地

亦

指

定

同

J
B
J
-
―

―

九

ノ

阿

吉

田

嘉

一

1
広
島
平
和
記
今
市
穂
同

•

町
―
―
―
九
ノ
「
外
一
惟
若
木

“

躯

＇

飯

・
田

周

一

同

町

四

ー

ー

一

外

八

渫

伴
う
左
記
の
土
坤
｀
土

i

白

島

東

中

町

二

六

／

一

外

一

筑

秋

葉

鉄

太

郎

・r

中
国
電
力

て
、
仮
換
地
予
＃
が
変
一r

東

部

復

興

事

務

所

て

詳

細

テ

タ

同

町

・

ニ

七

／

一

株

式

会

社

2
土
地
所
有
者
に
対
す
る
仮
換
地
『
一
岳
地
‘
オ
反
＿
ll
タ

愛

宕

町

ー

ニ

四

ノ

ニ

．

玖

島

正

土
地
所
有
屑
を
提
出
済
の
者
に
の
み
送
逹
す
る
。
な
お

1

月

，同

町

ー

ニ

四

ノ

ー

、

渡

辺

友

―

-

.

所
有
届
を
い
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
者
は
、
・
至
急
提
出
さ
れ
た
西
白
島
町

．

‘

六

一

ノ

ニ

外

一

部

宮

田

幸

一

．

同
•

町

·
1
0九
ノ
ー
山
田
克
彦

、O
し

,．9[
 

•一
ー
ニ
外
四
箪

、

広
島
県

・

J

3
．
今
回
発
表
の
土
地
を
売
却
叉
は
腺
渡
す
る
と
き
は
、
事
前
に
戦
町

必
ず
東
部
復
典
事
務

所

に

協

議

の

上

取

り

述

び

願

い

た

い

。

鉄

砲

町

・

七

ニ

ノ

ニ

外

五

筑

，

同

．

,
r

ー

，
今
朝
丸
正
治
で
[

ゞ

万
一
迎
絡
が
な
い
場
合
は
、

，決
定
し
た
換
地
を
取
り
消
す
こ
と
，
東
千
田
町

；

四
五
1

ノ
ノ
―
.

`
.
.
.
；
ゴ
竺
雛
蕗

□田

＇：
組

＇

ヽ`
．、‘

千
田
町
三
丁
目

い八
六
三
ノ
・

ヽ

↑
↑
な
る
こ
ど
が
あ
る
力
ら
い
’
是
非
迎
絡
方
実
行
願
い
た
い
9•• 

i
 

町

国

立

病

院

町

日

赤

‘

ク

町

迦

信

ク

社
会
保
険
市
民
ク

信

基基千宇

町 田品

宇

品

町

油

屋

町

ー
尾

長

町

宮

士

見

町
．
 

県

立

病

院

記

念

ク

鉄
通

Il

広
島
市
保
健
所

匝

町

ー
一ー

丹

那

比
治
山
本
町

皆
爽
町
＿
＿
＿
丁
目

第

研

掘

町

上

流

川

町

南

猥

屋

町

荒

神

町

東

照

屋

町

段
原
日
出
町

山鈴折中古岡伊広松久
田木田川石本 il！侭本田保

，，令
.,1.,1.,'I..,9.,1 /9.,9 /I グ グ

東
観
音
町

1

一
丁
目
落
合
際
院

己

斐

中

町

妃

玉

グ

古

田

町

高

狽

田

中

グ

庚

・午

町

吉

村

グ

草

禅

本

町

．．
 
，

荊

江

ク

仁

保

町

向

洋

大

田

ク

江
波
沖
町
姻
路
加
診
療
所

大

芝

町

大

芝

ク

淵

．

綺
―
―
―
戸
幣
院

大
手
町
九
丁
目
大
田
グ

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十

る
単
純
な
労
移
に
屈
用
さ
れ
る
職
負

;.．、
■
―― 

4

前
記
仮
換
地
予
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
び
借
地
柳
そ
の

他
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
お
つ
て
指
定
す
る
。

号れ
る
職
員
の
給
与
に
詞
す
る

五
日

浜

井 、
＼ 

信

職
員
の
給
与
に
開
す
る
規
則
を
こ
こ

．．
 

ら
施
行
し
｀
昭
和
二
十
七
年
九
月
十

行
規
則
（
昭
和
一
＿
十
七
年
広
島
市
規

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

を
削
る
。

今
回
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
規
定

に
基
き
、
百
日
せ
菱
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
種
痘
の
予
防
接
種
を
左
記

の
通
り
施
行
す
る
。

．． 

昭
和
二
十
七
年
十
月
二
十
八
日

卜

信

ー

1
-

．
．
 

J
 

広

島

市

長

浜

‘

ー

実

施

要

領

．

ト

自
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
四
日
会
陪
釈
時
問
巾
）

至
同
二
十
八
年
一
月
手
一
日

一

、

日

時

＿
一
、
経
喪
百
日
せ
き
（
三
回
接
種
）
一
回
に
つ
き
四
十
円

・

ジ
フ
テ
リ
ヤ
(
__ 
＿
回
接
種
）
一
回
に
つ
き
十
円

種

痘

一

回

に

つ

き

1
f

、
接
種
を
受
け
る
人

三

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

号 日 行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
十
月

広
島
市
告
示
第
百
四
号
＾

広
島
市
宇
品
町
地
内
の
溝
渠
、
別
紙
日
は
｀
．
別
紙
⇔
の
よ

5
に
付

替
を
し
た
。

つ
い
て
は
、
別
紙
日
の
溝
渠
は
~
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
八
日
か
'

ら
公
用
を
廃
止
し
、
別
紙
⇔
の
溝
渠
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年

八
月
十
八
日
か
ら
使
用
を
開
始
し
た
。

．．，

．

右
告
示
す
る
。

．
 

お
つ
て
｀
こ
．
の
関
係
図
面
は
畜
建
設
局
下
水
謀
に
お
い
て
一
般
の
．

縦
i
せ
に
供
す
る
。

．

昭
和
1
一
十
七
年
十
月
二
十
七
日

、

広

島

市

長

浜

、
（
別
紙
及
び
関
係
図
面
省
蹄
）

広
島
市
告
示
第
百
五
号

井

信

浜

井

信

加
え
る
。

◎
告

示

·
‘
.
.

.

.

.
、

•

、
'

-
,

-'

-
．

。̀．．．
．．
 

韮
•
」
-
号

-
g
l
o

、8
1」
忍
｀

W
l
J
〗□戸
□
□
日
鱈
蒻
[
―

..
J
 

9

,

．ヽ
'

号一

1
0
0
"
"
0
0」
を
、
「
若
草
町
災
を
準
用
す
る
。

．
．
，
．

．，

．＇．

．

．

 

•• ＇`

 

甘

．

1
1

．

r

,

F

H

 

」
の
規
則
は
、
公
布
の
日
．
か
ら
施
行
す
る
。

0
」
の
次
に
「
若
草
町
災

害

住
宅



＼

．
瓜
島
市
役
所
事
移
決
裁
規
租
等
の
酸
理
に
関
す
る
規
程

i

邸
，一
条
広
島
市
役
所
事
移
決
裁
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
九
日

、
広
島
市
訓
令
第
七
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、
第
八
条
中
水
通
局
長
の
項
を
削
る
。

し

．
第
十
条
中
水
滸
局
の
項
を
削
る
。

□第
二
条
左
に
掲
げ
る
規
定
は
.
廃
止
す
る
。

｀
•
[

広
島
市
水
迎
局
浄
水
場
守
桐
勤
務
規
程
（
昭
和
―
―
十
六
年
九
月

• 一
．六
日
広
島
市
訓
令
第
十
一
号
）

．
広
島
市
水
源
地
参
親
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
九
月
六

H
広
島
市

訓
令
第
十
二
号
）

水
消
計
画
の
た
め
土
地
立
入
測
批
及
び
椅
査
証
梨
（
昭
和
十
四

；
年
十
二
月
十
一
日
広
島
市
告
示
第
二
百
号
）

共
用
栓
鑑
札
雛
形
（
明
治
一
―
―
十
一
年
十
．一
月
決
定
）

競
綸
競
馬
事
務
局
長
専
決
規
程
-
]
り
に
空
0

r-J 
↓

昭

和

二

十

七

年

十

一

月

一

日

広
島
市
訓
•
第
六
一

几
又

庁

=-

月

広

島

市

長

一

し

広
島
市
福
中
務
所

i

一
作
（
昭
和
一
・
六
年
十
月
＿
―
[
島

市
訓
令
第
十
ヌ
の
二
〕
帥
を
次
の
ト
に
改
正
し
、
-
・
二
競
輪
競
馬
事
務
局
長
寺
決
規

．

第
一
条
競
輪
競
馬
事
務
局
長
は
ー
ー
か
あ

9

の
を
除
く

十
七
年
四
月
口
か
ら
｝

0

0

-

m

・

外
．
こ
の
規
捏
の
定
め
る
と
こ
一
ー

専
決．

9
0

昭
和
二
十
千
十
月
一

＂

叙

鳳

負

選

-
t日り

1

・

広
島
i

浜
北
~
―
―
―
第
二
条
専
決
事
項
は
、
‘
次
の
通
）

4

挙

怯

―

(

定

に

し

育

委

第

三

条

中

属

の

＂

ぢ

第

四

：

弟

五

号

と

し

、

＿

下

ー

所

屈

臨

時

屈

負

の

任

絡

―

洲

．

；

屑

及

び

こ

t. 
会―

b

選

挙

[

↑

叙

告

t

は
次

次

繰

り

下

知

三

菱

．

か

の

一

号

シ

え

る

。

公

偏

認

定

に

渕

す

る

こ

と

。

四
民
生
一
菰
の
i

―
空
す
る
こ
し
二
所
属
職
負
の
諮
頗
届
出
の
ハ
踪
服

~

止
に
開
す
る
．
こ
i
l
l
.

と

、

J

昭

和

二

十

七

年

十

一

同
条
●
保
應
係
の
分
営
F--
―
彩
の
第
四
号
1

夕
の
よ
う
に
改
2

-

0

と
9

.

広
島
市
湘

l

―

衰

F

月

四
戦
俗
病
者
戦
没
者
澁
族
等
援
臨
法
（
昭
和
二
十
七
年
匁
f
第

一

一

「

所

屈

戦

箇

の

時

間

外

勤

移

及

び

市

内

出

張

に

開

す

る

こ

と

。

ー

公
職
の
侯
補
者
の
演
．
．
＂
「
文
報
ル

四
当
直
負
の
割
当
に
開
す
る
こ
と
。

百
二
十
七
号
）

一
．
選
挙
の
種
類
昭
和
二
十
七
年
十
月
五
日
執
行
広
島
礼
教
育
委

璽
条
の
規
定
に
よ
る
更
生
諮
似
の
給
付
、
補
装
＂
ぺ
等
の
支
給
及
五
法
令
又
は
市
法
倍
翠
、
諮
給
与
金
の
支
給
に
渕
す
る
こ

．
負
会
委
負
迦
挙

び

国

立

保

痰

所

へ

の

収

容

に

関

す

る

こ

と

。

と

。

二
畜
開
．
閻
自
昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

慶

喜

一

号

の

次

に

次

の

五

号

を

加

え

る

。

六

定

例

の

忍

岡

願

、

公

闘

應

笈

菰

詔

願

届

出

の

処

狸

に

渕

r-• 

至
昭
和
二
十
七
年
十
月
四
且

．

．
 

二
．
児
滋
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
す
る
こ
と
。

・・

（
勝
亦
大
平
の
分
）
第
1

回
分

十
六
条
第
一
・
一
項
の
規
定
に
よ
る
器
用
角
担
・
能
力
の
認
定
に
腿
す
七
定
例
又
は
輻
易
な
文
困
の
処
理
に
開
す
る
こ
と
。

·
自
昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十
六
日
．

9[
‘
・
[
'

•

‘..

、

八
収
入
、
支
出
及
び
振
替
命
令
に
関
す
き
」
と
0

.

.

.

．
る
こ
と
。
．

三
宝

緑

恩

薯

佃
祉
法
（
昭
和
二
十
四
、
年
法
律
第
U‘
八
十
―
―
―
九
一
件
十
万
円
未
満
の
工
淑
以
外
の
事
業
の
施
行
及
び
経
費
の
．

｀

．

至
昭
和
二
十
七
年
十
月
十
五
日
＇

g皐
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
＿
賣
・，
更
生
相
談
及
び
．
支
出
醤
す
る
こ
と
。

,
•• 

〗
•
,．
｝
＇
．
．
．
．

-

．
，
ー
い
：

9
9.

'
．
〗
]
．
叫
｀
ゞ

□
ふ
ご

．
．

．

．．
．
．
．、・
（
新
延
新
一
の
が

i•

第
一
回
分

I
.
,
1
1
1
•
1

●
一
●

l

-

I

I

I

I

I

I

I

I
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広
選
管
告
示
甲
第
六
六
号

◎
選
畢
管
理
委
員
会
告
示

広
島
市
訓
令
衛
七
十
一
号

措
骰
に
厨
す
る
こ
と
。

四
身
体
悴
害
者
福
祉
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
育
人
安
全
つ

え
叉
は
補
装
具
の
交
付
若
し
く
は
修
理
及
び
そ
の
購
入
叉
は
修

理
に
要
す
る
金
銭
の
交
付
に
開
す
る
こ
と
。
＿

五
身
体
悴
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
微

収
及
び
金
銭
の
交
付
に
渕
す
る
こ
と
。

六
戦
偏
病
者
戦
疫
者
誼
族
等
援
臨
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

百
二
十
七
号
）

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
更
生
陀
療
の
給
付
。
補
装
具
等
の
支
給
及

び
国
立
保
咬
所
へ
の
収
容
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
件
宜
十
万
円
末
満
の
物
品
の
購
入
及
び
修
紹
の
伺
に
椀
す

る
こ
と
。
．

、

十
一
ー
件
賃
銑
料
の
年
額
叉
は
総
額
五
十
万
円
未
満
の
財
産
の

銃
与
又
は
借
受
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
見
租
価
格
一
＿
一
十
万
円
未
満
の
不
用
品
の
処
分
の
伺
に
関
す

る
こ
と
。

+
―
―
―
和
外
賭
収
入
金
の
賦
課
徴
収
並
び
に
納
付
延
期
畜
徴
収
猶

予
及
び
減
免
に
関
す
．
る
こ
と
。

'

十
四
税
外
諮
収
入
金
の
徴
収
の
闊
託
及
び
受
託
に
関
す
る
こ

と。

ー
十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

税
外
賭
収
入
金
の
交
付
要
求
に
開
す
る
{

J

と

。

．

事
務
局
に
隣
係
の
あ
る
市
有
財
箭
の
箭
珊
に
関
す
る
こ
女
。

輻
易
な
各
柚
諮
行
事
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

競
輪
場
内
の
取
締
に
関
す
る
こ
と
。
．
＼

国
庫
納
付
金
の
納
付
に
開
す
る
こ
と
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一、

EI
時
硝
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
午
後
一
時

一
、
翌
W

広
島
市
役
所
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u

1
、
R
時
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
七
日
午
前
十
時

一
、
場
所
・
広
島
市
役
所

一
、
議
題
人
事
に
関
す
る
件
”
て
の
他

広
選
管
告
示
甲
．
第
七
二
号

広
島
市
選
拳
管
狸
委
員
会
を
左
記
に
よ
り
開
催
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
九
日

広
島
市
函
痒
[
U
狸
委
凶
会

委

虹

長

平

井

森
太
郎

.• .昭和 27年・1"．1月 20日 広

ヽ

＇`

，
 

,• 9,9 
•• 

,9
,
9, 

広
選
管
告
示
甲
第
七

0
号

”

広
島
市
迎
挙
管
珈
委
員
会
を
左
記
に
よ
り
開
催
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
五
日

広
島
市
選
挙
狩
珊
委
員
会

．
委
負
長
平

井

恣
太
郎

四
．
主
た
る
寄
附
者
及
び
支
出

日

寄

附

者

該

当

な

し

⇔

支

．

出

該

当

な

し

‘. 
↑、`ヽ
，
 

．．
 ●

、

1

,̀． 
-
1
―-1 ヽ

｀
 

，
 

j
 ．

．

 .

‘

.

9

9

 

,
9
 

．
＇
・
'
-
•
I
"
．
，

i

,
 

9
9
9
,
．
ヽ
．
，
•

，
 

，
 

ヽ

広
器
盆
口
示
甲
第
七
一
号

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
一
1
-
+
8

告
天
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

．
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
七
日

広
島
市
選
挙
管
狸
委
員
会
．

委

員

長

平

井

恋

太

郎

第
十
一
．
一
条
第
四
号
を
犠
員
の
補
聰
給
与
及
び
服
務
に
関
す
る

こ
と
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
一
、
選
挙
人
名
簿
の
調
製
及
び
縦
虹
に
渕
す
る
事

項
の
次
に
'

一
、
遥
挙
人
名
蒋
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
に
梃
す
る
那
項
を
加
え
．

て
投
漿
区
、
迩
挙
区
の
設
定
改
開
に
渕
す
る
事
項
中
投
漿
区
の

次
に
開
梨
区
を
加
え
る
。
第
十
八
条
中
命
免
す
る
と
あ
る
を
補
戦

す
る
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
~
議
題

広

島

市

政

研

究

会

広
島
県
附
科
愕
師
連
叩
mL

広
島
支
部

隷
霞
繹
嗜
組

広
島
111ぷ
支
部
広
島
支
店

分
会

日
本
社
会
党
広
島
支
部

一
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
十
五
日
現
在
で
調
製
し
た
某

木
選
挙
人
名
蒋
の
異
議
の
申
立
決
定
に
つ
い

Pc

一
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
十
五
日
現
在
で
調
製
し

t
安

芸
洵
区
漁
業
鯛
幣
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
薄
の
異
践

の

申

立

決

定

に

つ

い

て

｀

総附又ぴ寄
は収附

額の寄入及

件以一
数上｛牛

畠
件以ー

l I l 数上件
- _J_＿ 1—一の五

総寄百
額附円

I 
総・支
額の出

』， 
件以一｀
数上（牛

の
総支千
．額出円

-̀ 

な
し

な
し

な
し
i

な
し

ー
一
な
し ．

 

ー
ー
な
し

ー
ー
な
し

ー
一
な
し

二
七
、

二
七
。

1
 o-
ニー――

1
 

O
'
二
九

二
七
．

1
0
"
 

二
七
、

1
0
、

1
0
 

そ

の

他

の

団

体

名

総
額

， : • 

9',  -” 

件
数
一
総
額

ー

報
告
害
受
理
年
月
日

政

四

央

協

会

。
報
告
古
の
痰
旨

曹

に

＼
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ヽ

＿ヽ目

候

補

者

氏

名

＿

支

出

．

叫

叶

[

亦

大

支

出

/,＂ 

広
選
竹
告
示
甲
第
六
八
号

の
総
額
一
件
数
一
支
出
の
目
的

安
芸
洞
区
憔
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
蒋
を
広
島
市
役
所
に

―
―
-
、
九
六
0
円
四
人
件
毀
お
い
て
十
一
月
五
日
よ
り
十
五
日
問
縦
宜
に
供
す
る
。

巧
0
0
0
円
一
退
学
事
務
所
数
．
昭
和
―
―
十
七
年
十
一
月
一
日
'
‘
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｀

の

一

件

数

一

暉

魏

g
-戟
莱
一

氏

名

総

額

団

体

名

事
務

＇ 

広
島
市
矢
賀
町
＾
翌

負

米
沢
巡

R

、

[

8

円

一

大

畠

幣

主

0
0
円
一
吉
田
修
蔵
同
広
島
市
仁
保
町
作
木

コ
苔
円
一
柳
橋
宮
ー
―
―
同
広
島
市
段
原
山
崎
町

百
円
一
松
岡
甲
子
夫
同
広
島
市
旭
町

屑

一

一

山

内

惹

同

広

島

市

出

汐

町

―
-
r
8
0
円
一
浦
田
逹
男
同
広
島
市
南
親
音
町

広
島
県
安
芸
郡矢

野
町

一

コ

8

円

一

宮

田

尚

美

同

-
r
o
H
0
円
ご
藷
吉
胤
同
ク
安
芸
郡
舟
越
町

-
‘
^
8
円
一
太
田
吏
同
広
島
市
仁
保
町
大
河

一
、
四
8
円
一
田
中
寿
同
広
島
市
甚
町
一

―
-
r
^
8
円
一
岡
崎
花
広
島
市
一
＿
一
篠
本
町

^
8
円
一
前
保
照
二
広
島
市
第
一
―
―
話
町

一
、
二
8
円
一
米
沢
鉄
志
広
島
市
舟
入
本
町

住
所
又
は
主
た
る

事
移
所
の
所
在
地

広
選
管
告
示
甲
第
六
七
号

基
本
選
挙
人
名
節
を
広
島
市
役
所
に
お
い
て
十
一
月
宜
日
よ
り
十

五
日
間
縦
既
に
供
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
日

・

広

島

市

選

挙

管

理

姿

負

会

委

員

長

平

井

憲
太
郎

一
九
月
二
十
一
＿
且

闘

竺

石

誌

十

月

．

五

日

（
米
沢
進
の
分
）
第
一
回
分

一

―
-
r
報
告
書
の
啓
口
．

．

 

d
 

'
寄
附
及
支
出
の
総
額

候

補

者

麟

蹟

鰐

如

揺

竺

霜

這

差

引

雫

嘉

氏

名

名

入

の

総

た

め

の

め

の

支

年

月

日

額

支

出

出

誓
大
平
贔
太
郎
―
―

9、
0
年
。
忌
．
0
痴

0
-
—-
m
o
‘
-
g

誓
新
一
＿
円
滸
茂
要
―
＿
蜃
。
―
-
要
璽
.

01――七‘10・1;:

米

沢

進
l

大
畠
悪
―
九
、
全
0

o,――――・や七0七．0^
0苺．＿o‘一九

四
＂
主
要
な
寄
附
者
及
び
支
出

日

寄

附

者

米

沢

新

延 19 
新

進

五
．
0
0
0
円

二
0

0
円

五
~
0
0
0
円

四

0
円

一
、
四
五
0
円

-
0
．
五
ー
五
円

一
五
円

五
五

0
円

六・一五ニーー一四

五
、
0
0
0
円

―
―
―
~
二
0
0
円

二
五
~
五
0
0
円

七
ー

0
円

八
一
＿
＿
五
円

―

1
0
0
円

ー~五一。四ニー

'
五
、
四
二
0
円

.
―
1
0
0
円

七
0
0円

八
．
．
四
0
0
円

―――五．九円

1
 

• 

0
七
0
円

一
。
九
六
一
円

七六四—-- -

雑文広印交通隼人
合

具告刷涌信会件
場

喪我翌毀費費既既

雑文食広印通
；`． 

具糊告刷信

毀夜翌既費毀

雑食文広印交涌

糧具，告刷誦信

婢烈被究毀費•喪：

し

.' 

： 

＇ .. 
七

． 

: 
＇ 疇

広
市
敬
委
訓
令
第
一
一
号

館
長
叩
粉
決
裁
規
料
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
＇
七
年
十
一
月
一
日

・

広

島

市

教

脊

長

宮

川

述

館
長
祁
窃
決
裁
規
料

第
一
条
広
島
市
教
百
委
且
会
事
務
決
栽
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
十

二
月
十
四
日
広
島
市
教
脊
委
只
＾
命
箭
第
呑
サ
）
第
四
条
及
び
第

—.. 
ノ‘

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
日

広
島
市
教
育
長
宮

題
名
を
次
の

I
が
に
改
め
る
。

広
島
市
教
育
委
負
会
事
謗
局
課
長
対
決
規
粒

こ
の
規
程
中
「
代
決
」
を
「
専
決
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
第
六
号
を
問
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
巾
「
五

万
円
」
を
「
二
．
十
万
円
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
一
件
辛
万
円
未
満
の
物
品
の
購
入
、
修
紹
伺
に
開
す
る
こ
と
。

第
一
＿
一
条
第
一
＿
＿
号
中
「
平
益
廊
助
教
瞼
」
の
下
に
「
眺
師
」
を
．
第
四

号
中
「
第
剤
師
」
の
下
に
「
並
び
に
常
勁
の
刺
託
及
び
炊
事
船
」
を

そ
れ
ぞ
れ
加
え
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

一

授

業

料

の

減

免

に

渕

す

る

こ

と

；

第
四
条
中
第
一
号
を
削
り
{
第
二
号
を
第
ご

gに
・
第
三
号
を
第

二
号
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

第
五
条
第
四
号
中
「
十
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
．
璽
靡

・
「
一
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
曾
第
六
号
中
「
五
万
円
」
を
「
―
―
-
+

万
円
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
公
民
館
の
暑
」
を
「
公
醤
と
醤
誓

路
」
に
改
め
る
。

ー

附

刺

‘

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
‘
施
行
す
る
。

ヽ

J I I 

造

一’一ノ‘

広
市
教
委
訓
令
第
一
号

広
島
市
教
育
委
負
会
事
務
局
牒
長
代
決
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
四

月
十
日
教
育
委
貞
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。

◎
教
育
委
員
会
訓
令
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9
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翡
雲
隷
開
闘
晶

闘

疇

＝

誌

冒

言

広
選
管
告
示
甲
第
六
九
号
＇

昭
和
二
十
七
年
十
月
執
行
の
衆
誤
院
議
負
及
び
県
．
本
市
教
育
委

員
会
委
員
並
び
に
県
識
会
談
員
補
欠
選
挙
に
お
い
て
政
治
西
金
規
正

法
第
十
三
条
の
規
定
ら
よ
る
政
党
~
協
会
そ
の
他
の
団
体
の
選
挙
述

動
に
関
す
る
収
支
報
告
古
の
痰
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
．

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
四
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会

，

委

員

長

平

井

悪

太

郎

政
党
．
協
会
そ
の
他
の
団
体
の
収
支
に
憬
す
る
報
告
困
痰
旨
、

r，
政
治
資
金
規
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
唐

=
-
．
期
間

自
昭
和
二
十
七
年
五
月
一
日

．

至
昭
和
二
十
七
年
十
月
十
日

喜

肩

[

{

広

島

県

歯

科

屈

師

述

｝盟
広
島
支
部
の
分

退
挙

l
 

広
島
限
痰
会
議
員
補
欠
ー

広
島
県
、
市
教
育
委
員
会
委
員

謡
言
聾
麗

日
本
塁
塁
労
働
｝

麟

闊

誓

員

補

欠

了

迎

挙

冦

鵡

競

麟

認

蘊

｀
店
分
会
の
分

広
島
県
、
市
教
自
委
負
会
委
員

衆

談

院

日

本

社

会

党

-

屑

迪

ご

広

島

支

部

の

分

衆

菜

院

広

島

市

政

研

究

-

議
員
迦
挙
ご
会
の
分
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）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
或
正
す
る
。

．

r

．

令

ー
・
・

昭

和

二

十

七

年

十

一

月

一

日

．

，．

広

島

市

公

安

委

員

会

．

一
の

8
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

8

広
島
市
革
屋
町
一
六
番
地
先
よ
り
同
市
堀
川
町
七
九
番
地
を

経
て
同
市
八
丁
堀
七
＿
＿
一
番
地
先
（
含
同
市
胡
町
八
番
地
先
よ
り

以
西
同
市
堀
川
町
四
七
番
地
先
よ
り
以
西
．
ー
各
々
金
座
街
に
至

る
間
）
に
至
る
問
。
及
び
広
島
市
紙
屋
町
ー
―
―
―
―
一
番
地
先
よ
り
同

市
横
町
ー
―
ー
ノ
一
番
地
先
に
至
る
間
の
車
馬
（
但
し
自
転
車
を
除

く
）
の
涌
行
禁
止

但
し
一
、
袋
町
小
学
校
通
り
及
び
大
手
町
通
り
（
い
ず
れ
も
南
北

な

行

）

を

除

く

。

二
｀
十
一
月
一
日
よ
り
五
月
一
―
-
+
―
日
ま
で
は
毎
日
十
二
時

•

よ
り
十
八
時
ま
で

六
月
一
日
よ
り
十
月
三
十
一
日
ま
で
は
毎
日
十
＿
一
時
よ
り

二
十
＿
一
時
ま
で

食ヽ

広
島
市
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

緊
急
自
動
車
指
定
に
つ
い
て

広
島
市
枯
町
一
番
地

社

会

保

険

広

島

市

民

病

院

長

甲

斐

｀

太

郎

右
申
諮
に
係
る
標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
滸
路
交
過
収
締
令
第
十
九

条
に
基
き
緊
急
自
勁
車
と
し
て
左
記
の
通
り
条
件
を
附
し
て
指
定
す

る
。

,
 ．
．． ————-—• 

大

野

台

助

i

,

＇

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
専
門
委
員
会
委
員
を
委
咽
す
る
．
9
_．．

．
 

飯

田

一

実

一

広
島
乎
和
記
念
都
市
建
設
導
門
委
員
会
委
員
を
解
く
．

皮

田

教

刺

、
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
喝
門
委
員
会
幹
事
を
委
剌
す
る

下

烏

正

夫

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
専
門
委
員
会
幹
事
を
解
く
ぃ

高

木

新

太

郎

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
専
門
委
員
会
幹
事
を
命
ず
る

勝

原

字

広
島
平
廂
記
念
都
市
建
設
専
門
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

昭
和
二
十
七
年
十
月
1

日
（
各
涌
）

1

技

術

吏

員

甲

斐

太

事

務

吏

屎

永

井

広
島
市
懺
員
考
寮
委
員
会
臨
時
委
員
を
命
ず
る

昭
和
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
（
各
通
）

事

務

吏

員

江

・

ロ

訟

グ

田

罰

其

ク

川

木

浄

グ

徳

・

永

健

グ

心

竹

尾

其

グ

伴

谷

．

ク

向

井

一

ク

塩

｀
・
見

技

術

吏

負

丹

羽

ー

喪

広
島
市
原
燦
渕
係
功
労
者
調
寮
委
員
を
命
ず
る

田

巾

栖

本

冥

．

木

福

原

広
島
市
原
煤
関
係
功
労
者
調
査
委
員
を
委

oooす
る

，
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館
長
が
専
決
す
る
。

法
規
に
括
＜
詔
給
与
金
の
支
給
に
渕
す
る

． 
'・ -. :.. ・... ·• '・t'....・..・ ー：ム．．．：．：込

＇ ， 

館
長
に
委
任
す
る
。

施
設
（
備
品
｀
蓑
料
等
を
含
む
。
）

の
使

浅
野
図
忠
館
、
広
島
妃
窟
図
困
館
及
び
中

会
教
育
椴
関
」

．．
 

と
い
う
。
）
．
の
館
長
に
委
任

項
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

.. 

... ・: 

..,.. ． 
• ' 
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外
戸
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ゞ
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A

ぃ
，
．． 

◎
財
政
事
情
公
表

ぐ

．．
．．
 
＂`・・ 

-．．
 

広
島
市
告
示
第
百
十
六
号

ぶ
〗
芍
〗
報
．｀

□．．、

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
規
定
並
び
に
広
品
市
「
財
政
事

ジ
[

.
'

i•
E

」
・
の
作
製
及
び
公
表
に
関
す
る
条
例
に
よ
り
、
本
市
の
「
財
政
事

-

情
」
を
次
の
よ

5
に
公
表
す
ろ
。

支
"-

.9
,

．
．ら

8-
.j
n

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

匹唸．
・

広

島

市

長

浜

井

，

信

―

―

―

広
島
市
の
「
財
政
事
梢
」

羞
翌
•

島
．
こ
こ
に
昭
和
二
十
六
年
度
各
経
済
決
算
見
込
の
状
況
並
び
に
昭
和

ク

．．
 

9
,

・ヽ
．．

二
十
七
年
度
予
算
執
行
状
況
を
公
表
し
．
賢
明
な
る
市
民
各
位
の
御

．．
 

口

．
理
解
と
御
批
判
を
仰
ぎ
．
本
市
発
腿
の
た
め
｀
な
お
．
一
通
の
御
協

．

力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

]

広

目

｀

次

-
＂
本
市
財
政
の
歩
み
．

日
昭
和
二
十
六
年
度
歳
入
出
状
況
闘

白
昭
和
二
十
七
年
度
歳
入
出
状
況
砒

-r
公
裳
企
莱
に
つ
い
て

日

，
 

2

日

水

道

事

莱

⇔

煎

輪

事

架

月
．

ーl
i
l
-
、
市
税
に
つ
い
て

四
、
財
産
公
債
及
び
一
時
借
入
金
の
現
在
高

年7
 

2

日
．
市
有
財
産

⇔

公

．

似

和

国
一
時
惜
入
金

昭

醗

呻

虚

。

広

島

市

役

所

広

邸

市

国

泰

寺

町

一

―

―

九

政
牒
）
四
ー
写
英
（
東
部
復
興
事
務
万
）愚

中
5
9
-
1

九（労

中

立

生

（

保

健

所

）

巾

壬

l
9
ー

（

水

消

型
器
二
（
代
表
）

中
克
ー
）（

市
会
事
務
局
）
中
一
祖
一
（
市
民

．病

暁

）

史

豆

西

径

察

本

部

）

課

）

中

―

ろ

（

州

入

病

院

）

西

竺

ー

（

消

防

局

）

中
I

負

電

話

下

直

碑

碑

昧

）

西

醤

一

（

中

央

卸

死

市

場

）

西
h

一塁
（
児
翠
文
化
会
姐
）

（

徴

収

課

）

中

a-―
芸
工
芸
指
浮
市
）
西
＝

l

君
一
（
中
央
公
民
館
）

中
1

益八
（
災
也
対
策
本
部
）
中
一
＿
翌
（
荊
輪
競
馬
事
謗
局
）
、

中
空
畏

裏
醤
ー

五

、

む

ナ

び

建

設

変

は

予

算

額

に

対

し

八

九

％

そ
の
他
の
会
計
は
予
算
額
に
対
し
七
八
％

一

、

本

市

財

政

の

歩

み

歳

出

総

体

予

冥

額

に

対

す

る

執

行

は

八

五

％

・
前
回
の
「
財
政
事
硝
」
公
表
の
際
昭
和
ー
ー
十
六
年
度
財
政
の
状
と
な
っ
て
い
る
。

晋
つ
い
て
．
っ
ぷ
さ
に
申
し
述
べ
た
の
で
、
今
回
は
主
と
し
て
昭
以
上
の
央
紋
に
よ

b
見
れ
ば
、
市
民
各
位
の
御
協
力
の
成
果
が
あ

和
二
十
六
年
度
と
．
昭
和
一
＿
十
七
年
度
に
わ
た
る
財
政
の
推
移
に
つ
が
り
つ
つ
あ
る
と
共
に
．
史
吸
上
国
県
依
存
財
政
よ
り
自
立
財
政
に

い
て
そ
の
慨
要
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
0

向
い
つ
つ
あ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
．
終
戦
以
来
の
財

地
方
自
治
体
財
政
自
立
の
た
め
｀
従
来
各
梱
制
度
の
改
革
が
実
施
政
赤
字
の
「
し
わ
よ
せ
」
は
昭
和
二
十
六
年
度
決
算
に
支
団
を
生

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
多
額
の
財
源
を
国
庫
に
依
存
す
じ
．
こ
れ
が
決
箕
の
方
途
と
し
て
は
．
昭
和
二
十
六
年
変
末
了
賭
屯

る
財
政
状
態
に
あ
り
．
復
興
賭
事
莱
の
推
進
は
年
と
共
に
困
難
な
る
菜
の
繰
り
延
べ
措
訟
を
行
う
一
方
｀
・
政
府
よ
り
の
国
血
予
罪
の
一
部

器
旧
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
六
年
度
予
算
の
執
行
に
当
つ
て
は
、
．
繰
り
上
げ
充
用
に
よ
る
赤
字
補
て
ん
の
融
資
等
に
よ
り
．
掛
説
を
と

従
来
の
経
嘩
制
皮
を
訓
令
制
度
に
改
め
。
牧
入
の
早
期
確
保
と
あ
い
っ
た
の
で
あ
ろ
。

ま
つ
て
．
臨
力
経
費
の
節
祓
を
図
る
等
の
方
針
を
と
り
．
自
立
財
政
以
上
の
指
訟
を
採
る
こ
と
に
よ
り
．
昭
和
二
十
六
年
度
の
決
算
は

堅

持

に

努

め

た

の

で

あ

る

。

．

＿

E
心
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
え
た
が
｀
前
述
赤
字
の
繰
延
べ
等
に
よ

歳
入
予
算
の
執
行
状
況
を
見
る
と
（
⇔
昭
和
二
十
六
年
度
歳
入
出
る
「
し
わ
よ
せ
」
は
、
必
然
的
に
昭
和
二
十
七
年
度
の
財
政
述
裳
に

状

況

調

参

照

）

支

障

を

与

え

る

結

果

と

な

り

、

予

算

編

成

上

根

本

的

な

対

策

栂

立

を

、

必

裸

と

す

る

に

い

た

っ

た

の

で

あ

る

。

．

当
初
予
算
の
編
成
に
当
つ
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
度
財
政
述
密
に

市
独
自
財
洵
は
予
算
額
に
対
し
九
＝
％

l
 

根
木
的
な
再
検
討
を
加
え
．．
 

終
戦
以
来
年
々
膨
張
す
る
脂
経
咽
毀
の

国
県
依
在
財
源
は
予
算
額
に
対
し
七
九
％

財
政
規
槙
の
膨
張
を
抑
圧
す
る
方
針
を
と
り
、
行
政
の
整
理
の
断
行
「

歳
入
全
体
は
予
算
額
に
対
し
八
四
％

と
．
諾
経
袈
約
二
制
の
節
約
を
強
行
す
る
手
段
等
を
も
つ
て
．
終
戦

の
牧
入
牢
と
な
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
昭
和
二
十
五
年
度
に
比
較
す

る
と
．

以
来
の
赤
字
累
崩
を
解
消
す
る
計
匪
の
も
と
に
緊
縮
予
算
の
編
成
に

努
力
し
た
の
で
あ
ろ
。

市
独
自
財
源
は
四
％
の
削

国
貼
依
存
財
源
は
六
％
の
祓

と
な
つ
て
お
り
、

歳
出
ヤ
算
に
対
す
る
執
行
状
況
は
、

一
般
会
計
は
予
算
額
に
対
し
八
四
％

ヘ、さム

琥 外
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公
党
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業
に
つ
‘
い
て
．

臼
水
道
事
莱
．
．
．
，

前
回
の
公
表
の
際
に
も
述
べ
た
ご
と
く
本
市
の
水
道
賠
施
設
は
、
五
十
有
余
年
を
経
遥
す
る
老
朽
施
設
で
あ
り
、
加
え
て
戦
災
に

よ
る
椴
密
の
た
め
．
そ
の
椴
能
は
著
し
く
低
下
の
現
状
で
あ
る
の
で
こ
れ
ら
の
老
朽
し
た
賭
施
設
の
改
良
及
び
拡
張
に
冗
点
を
お

ヽ
．
釘
又
本
市
復
興
の
将
来
を
入
と
お
し
第
四
期
拡
張
計
両
を
推
逃
し
•
も
つ
て
、
市
勢
の
急
速
な
発
展
に
備
え
上
水
需
給
の
万
全
を

図
り
つ
つ
あ
ろ
。

し
か
し
な
が
ら
、
．
こ
れ
が
経
究
の
実
縦
に
つ
い
て
は
，
昭
和
二
十
六
年
度
下
半
期
か
ら
昭
和
二
十
七
年
度
上
半
期
に
か
け
て
主
要

原
動
力
の
富
力
料
金
の
値
舟
‘
馘
員
の
給
与
ペ
ー
ス
の
改
訂
及
び
誓
価
の
昂
腺
並
び
に
補
修
臀
料
の
微
盟
等
に
よ
り
牧
支
の

均
衡
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
天
の
で
、
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
に
い
た
り
使
用
斜
金
の
改
訂
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

：
し
か
る
に
事
本
年
度
初
期
に
、
お
い
て
再
度
の
電
力
料
金
の
値
上
り
を
み
、
そ
の
他
の
経
浩
情
勢
等
を
考
阻
す
る
と
き
は
、
ま
こ
と

に
深
璽
・
ベ
き
状
況
に
あ
る
の
で
＂
銃
意
経
営
の
合
理
化
を
図
り
、
極
力
経
費
の
節
減
に
努
め
る
一
方
、
事
莱
効
率
の
増
進
を
は
か

つ
て
企
業
経
営
の
蹄
立
を
期
じ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
．

次
に
昭
和
二
ま
＾
年
竪
哭
出
状
況
並
び
に
昭
和
二
十
七
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す
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広
島
市
戦
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

一
広
島
市
戦
負
等
の
旅
袈
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市

条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
．
第
二
号
を
第
．

四
号
と
し
以
下
閻
次
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

二
，

内
国
旅
行
本
邦
（
本
州
、
北
海
道
｀
四
国
~
九
州
及
び
こ

れ
ら
に
附
属
す
る
島
の
存
す
る
頷
城
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

•
お
け
る
旅
行
を
い
う
。

-
＝
外
国
旅
行
1

本
邦
と
外
国
（
本
邦
以
外
の
領
城
（
公
海
を
含

．

む
●
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
問
に
お
け
る
旅
行
及
び
外
国

に
お
け
る
旅
行
を
い
う
。

第
二
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

．

．
 

3

．
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
何
々
地
」
と
い
う
場
合
に
は
畜
木
邦
に

あ
っ
て
ほ
市
町
村
の
存
す
る
地
賊
（
都
の
特
別
区
の
存
す
る
地
城

に
あ
っ
て
は
、
特
別
区
の
存
す
る
全
地
城
）
．
を
い
い
、
外
国
に
あ

つ
て
は
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
を
い
う
も
の
と
す
る
。

．

第
一
＿
一
条
第
一
＿
項
第
一
号
及
び
第
一
面
中
「
赴
任
の
た
め
」
の
下
に

日
「
内
国
」
を
加
え
｀
同
条
第
三
項
中
．「
第
十
六
条
第
二
号
か
ら
第
五

J

20

号
ま
で
若
し
く
は
」
を
「
第
二
十
八
条
第
六
項
又
は
」
に
改
め
る
。

＇
，
•
月

、

第
十
一
条
中
「
日
当
又
は
宿
泊
料
」
の
下
に
「
（
扶
疵
親
族
整
拡

•. 

,12
料
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
旅
費
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
以
下
本
条

ぃ
●

●

9
年

に

お

い

て

同

じ

●

）

」

を

加

え

る

。

．

．

｀
切

'

•
第
十
一
＿
一
条
第
一
項
中
「
必
翌
な
態
策
を
泰
え
て
」
の
下
に
「
こ
れ

．

和
を
当
該
旅
炭
の
支
出
叉
は
支
払
を
す
る
者
（
以
下
「
支
出
担
当
者
等

．．
 

•
I 

,．：

昭
．

一

•̀ ベ

し」
と
い
う
。
）
に
」
を
加
え
、
・
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
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・

、
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
市
懺
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

□昭
和
二
十
七
年
十
二
月
＿
―
-
日

-じ‘

・

広

島

市

長

り

．
一
広
島
市
条
例
第
六
十
互
号
・

t
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し
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3

支
出
担
当
者
等
は
~
前
項
の
規
定
に
よ
る
梢
竹
か
の
結
果
、
辿
払

金
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
所
定
の
期
問
内
に
当
該
過
払
金
を
返
納

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

第
一
項
に
規
定
す
る
諮
求
叫
愕
岱
5
必
疫
な
茄
附
書
類
の
種
類
。

記
載
事
項
及
び
様
式
並
び
に
第
二
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
期
間

は
｀
規
則
で
定
め
る
。

第
十
七
条
第
一
1

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

前
一
一
項
に
規
定
す
る
述
賃
及
び
急
行
料
金
に
よ
る
こ
と
が
、
当

該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
梢
の
た
め
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
~

各
俄
関
の
長
が
市
長
と
協
議
し
て
定
め
る
述
貨
及
び
急
行
料
金
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

，
 

．
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
＿
一
号
中
「
前
号
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す

る
額
」
の
下
に

＇「
（
赴
任
の
後
、
扶
喪
親
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
刷

會

に
更
に
赴
任
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
各
赴
任
に
つ
い
て
支
絵
す
る
こ

と
が
で
き
る
前
号
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
）
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

旅
行
命
令
権
者
は
。
公
謗
上
の
必
要
叉
は
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
梢
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
期

閻
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
八
中
「
済
後
手
当
の
一
―
―
分
の
一
に
相

当
す
る
額
」
の
下
に
「
但
し
~
．
六
歳
末
満
の
者
を
二
人
以
上
随
伴
ナ

る
と
き
は

0

一
人
を
こ
え
る
者
ご
と
に
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
懺

負
相
当
の
鉄
道
貨
の
二
分
の
一
に
相
当
す
ろ
金
額
を
加
算
す
る
。
」
を

加
え
奮
同
項
第
二
号
中
但
害
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

但
し
；
別
号
の
規
定
●
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
に
相

当
す
る
額
（
赴
任
の
後
｀
扶
痰
親
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
更
に

に
赴
任
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
各
赴
任
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
に

よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
に
相
蛍
す
る
部
の
合
計
額
）
を
．
―

こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
1
-

＿
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

＿
―
-
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
よ
り
。
日
当
宿
泊
料
~

食
卓
料
及
び
齋
後
手
蛍
の
額
を
計
穿
す
る
場
合
に
お
い
て
。
当

該
旅
費
の
額
に
円
位
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
李

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
ヤ
一
条
第
一
項
中
「
移
転
将
を
支
給
す
る
。
」
の
下
に
「
こ
の

燭
合
に
お
い
て
当
該
移
転
料
の
額
に
円
位
未
尚
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
」
を
加
え
る
。

．

第
一
―
-
+
＝
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び

n
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ
退
戦
等
と
な
っ
た

H
（
以
下
「
退
戦
等
の

H
」
と
い
う
。
）
に

い
た
地
か
ら
退
戦
等
の
命
令
の
涌
逹
を
受
け
た
廿
に
い
た
地
ま

‘
で
の
前
戦
務
担
当
の
旅
毀

p

退
戦
等
の
命
令
の
涌
逹
を
受
け
た

H
の
翌

H
か
ら
一
＿
一
月
以
内

り
に
出
発
●
て
当
該
退
戦
等
に
伴
う
旅
行
を
し
た
場
合
に
限
り
．

出
張
の
例
に
準
じ
て
計
算
し
た
退
職
等
の
命
令
の
涌
途
を
受
け

た
日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
地
ま
で
の
前
職
務
相
当
の
旅
費

＇

別
表
第
一
及
び
第
二
を
次
の
よ
り
に
改
め
る
。
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（
使
用
料
）

第
四
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
競
綸
場
の
全
部
又
は
一
部
を
使
用
し

ょ
5
と
す
る
者
は
、
使
月
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
規
定
）

第
五
条
前
＿
一
条
に
規
定
す
る
事
項
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項

は
｀
規
則
で
定
め
る
。

＇

附

則

こ
の
条
例
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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広
島
市
競
輪
場
条
例

（
設
包

第
一
条
自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
＿
＿
一
年
法
律
第
二
百
九
号
）
に

基
き
競
輪
を
行
う
た
灸
餓
輪
場
を
設
樅
す
る
。

（
名
称
及
び
位
既
）

第
二
条
競
翰
場
の
名
称
及
び
位
説
は
。
次
の
通
り
と
す
る
。
．

一

名

称

広

島

競

輪

場

1

一
位
骰
広
島
市
宇
品
町

（
使
用
許
可
の
暉
囲
）

第
一
＿
一
条
市
営
競
輪
の
実
施
に
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
ち
場
合
に

お
い
て
は
．
左
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
目
的
の
た
め
使
用
す
る
も

の
に
限
見
競
輪
場
の
施
設
の
全
部
又
は
一
部
の
使
用
を
許
可
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

r

ー
競
輪
の
央
施
を
目
的
と
す
る
も
の
『

二
体
育
の
向
上
を
目
的
と
す
る
も
の

―
―
―
売
店
の
開
設
を
目
的
と
す
る
も
の

．

四
そ
の
他
市
長
に
お
い
て
遥
当
と
認
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の

広
島
市
条
例
第
六
十
三
号

広
島
市
競
輪
場
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
一
―
-
H

広

島

市

長

浜

井

◎
条

例

信

．，
 

9

・ヽ

広
島
市
競
輪
条
例

広
島
市
営
自
転
車
競
技
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
十
六
日
広

島
市
条
例
第
十
六
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

．

（
こ
の
条
例
の
趣
旨
）
．

第
一
条
市
が
実
施
す
る
荊
輪
迂
自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
ー
―
―

年
法
律
第
二
百
九
葱
以
下

i

「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
三
年
商
工
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
に
よ
る
外
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
丸
fTr)0

（
実
施
の
委
任
）

第
二
条
競
輪
の
実
施
は
｀
規
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
の
外
．
こ
れ
を
社
団
法
人
広
島
県
自
転
車
振
興
会
に
委
任
す
る

も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
委
任
の
内
容
は
、
委
任
契
約
に
よ
っ
て
市
長
が
定
め

る。（
入
場
料
）

第
三
条
入
場
料
の
金
額
は
．
一
人
一
回
に
つ
き
百
円
（
税
込
）
以

下
と
し
奮
開
催
の
都
度
市
長
が
定
め
る
。

（
車
券
）

第
四
条
車
券
の
額
面
金
額
は
．
十
円
と
す
る
。

2

前
項
の
車
券
の
発
行
に
つ
き
必
要
の
あ
る
場
合
は
．
十
枚
及
び

百
枚
を
一
枚
に
ま
’
と
め
た
十
枚
券
及
び
百
枚
券
を
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

．

（
参
加
賞
の
支
給
）

第
五
条
競
綸
に
出
場
す
る
選
手
に
対
し
て
は
・
出
場
の
前
日
か
ら

起
郭
し
最
終
の
出
場
日
ま
で
参
加
穴
を
支
給
す
る
。

2

参
加
賞
の
額
は
．
社
団
法
人
自
転
車
振
興
会
述
合
会
の
定
め
る

基
準
に
よ
り
市
長
が
定
め
る
。

3

選
手
が
法
及
び
＞
こ
の
条
例
並
び
に
広
島
市
競
輪
実
施
規
則
に
迎

反
し
た
場
合
に
は
．
参
加
賞
を
減
額
し
、
又
は
支
給
し
な
い
こ
と

広
島
市
条
例
第
六
十
四
号

広
島
市
競
輪
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
＿
―
-
日

広

島

市

長

浜

井

一
療
従
補
恨

．

競
輪
参
加
巾
の
選
手
の
偏
い
疾
病
に
対
し
て
は
。
競
綸
開
佃
中

（
当
該
競
綸
実
旅
期
間
を
い
う
。
）
に
限
り
、
市
長
の
指
定
す
る

墜
際
施
設
に
お
い
て
診
脱
し
、
そ
の
究
用
は
、
市
が
負
担
す
る
。

．

（
委
任
規
定
）

第
七
条
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
外
。
競
輪
の
央
施
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
住
市
長
が
定
め
る
。

イ
呼
叫
走
中
の
事
故
に
よ
り
負
但
し
｀
一
逓
問
未
満
で
出
場
●

さ
し
つ
か
え
な
い
程
度
に
治
ゆ
す
る
見
込
の
者
に
対
し
て

は
．
千
円
以
上
＿
―
-
千
円
以
下
に
お
い
て
．
市
長
の
定
め
る
額

を
支
給
す
る
。

p

競
走
中
の
事
故
に
よ
り
負
似
し
~
一
週
間
以
土
出
場
で
き

難
い
と
認
め
る
と
き
は
9

_

＿
＿
千
円
以
上
二
万
円
以
下
に
お
い

て
；
市
長
の
定
め
る
額
を
支
給
す
る
。
．

ハ
競
走
中
の
事
故
に
よ
り
．
身
体
又
は
糀
神
に
著
し
い
障
害

を
残
し
。
常
に
介
巡
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
。
五
万
円

以
上
＿
L
+
万
円
以
下
に
お
い
て
市
長
の
定
め
る
額
を
支
給
す

る。

が
で
き
る
。

．

（

選

手

の

災

害

補

恨

）

＾

第
六
条
競
輪
に
出
場
す
る
選
手
の
災
害
に
つ
い
て
は
．
左
の
区
分

に
よ
り
こ
れ
を
補

fitす
る
。

一
遣
族
補
阻

ィ
競
輪
参
加
中
（
指
定
集
合
日
か
ら
最
終
出
場
の
日
ま
で
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
と
き
は
~
―
-

万
円
以
上
十
万
円
以
下
に
お
い
て
市
長
の
定
め
る
額
を
遮
族

に
支
給
す
る
。

．

ロ
競
走
中
の
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
と
き
は
~
前
イ
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
十
万
円
以
上
二
十
万
円
以
下
に
お
い
て
．

市
長
の
定
め
る
額
を
逍
族
に
支
給
す
る
。

ハ
前
イ
及
び
P

の
逍
族
の
範
囲
及
び
順
位
は
。
広
島
市
戟
負

公
移
災
害
補
棺
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
一
日
広
島
市

条
例
第
二
十
号
）
の
例
に
よ
る
。

但
宙
補
恨

，
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腐
韮
員
に
協
力
拐
助
し
た
者
の
災
虫
硲
付
に
関
す
る
条
例

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

．

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
秤
察
官
等
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給

付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
充
号
。
以

．
下
「
法
」
と
い
り
。
）
第
四
条
第
二
項
及
び
同
法
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
甚
き
，
恩
箭
（
以
下
「
市
」
と
い
う
。
）
が
行
う
腔
寮
吏

負
に
協
力
拶
助
し
た
者
の
災
祖
給
付
の
実
施
機
関
及
び
範
囲
．
金

額
．
支
給
方
法
そ
の
他
粕
付
に
関
し
必
瑯
べ
な
事
項
に
つ
い
て
定
め

ろ
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

霙
旅
戦
関
）

．． 

第
二
条
法
第
二
条
及
び
翡
―
-

i

条
の
規
定
に
怒
き
市
が
行
う
粕
付

に
つ
い
は
央
施
殷
関
は
．
為
市
公
安
不
点
答
（
以
下
「
公
安

委

R
会
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
．

食
旅
槻
関
の
椛
限
）

誓
条
公
像
貪
岱
会
は
．
法
の
規
定
に
桔
き
、
市
が
行
う
靡
付
の

慇
扁
関
と
し
て
左
に

IUげ
る
権
限
を
布
す
る
。

．
 

．
 

量
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広
島
市
条
例
第
六
十
九
号

井

信

塁
蔚
民
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
也
給
付
に
関
す
ち
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。
い

昭
和
二
十
七
年
十
一
一
月
十
五
日

広

島

市

長

訳

広
島
市
弊
察
条
例
の
一
部
を
改
布
す
る
条
例

広
島
市
孵
察
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
ー
―
-
+
―
日
広
島
市
条

例
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
｀

第
九
条
中
「
公
安
委
負
会
に
諸
り
、
別
に
規
則
き
．
J

れ

を

定

め

ろ
。
」
を
「
公
安
委
国
会
が
定
め
る
。
」
に
改
め
ろ
。

第
十
一
一
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
，
同
条
第
一
―
―
項
中
「
競
争

醤
」
字
に
「
叉
は
塁
」
を
加
え
る
。

第
十
一

i

一
条
野
察
戦
負
（
警
察
長
を
除
く
。
●
の
採
用
及
び
昇
任
は
、

競
争
試
験
又
は
選
考
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

ー

一
法
第
二
条
に
規
淀
す
る
癌
察
吏
負
に
協
力
援
助
し
た
た
め
の
一
1

一
満
六
十
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

．
四
満
十
八
歳
末
満
の
弟
妹

災

忠

で

あ

る

か

ど

う

か

の

認

定

．

五
不
具
廃
疾
者

．
．
 

二
療
並
の
実
施

＿
―
-
第
宜
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
碁
礎
額
の
決
定
・
（
痰
遊
給
付
の
範
囲
）

カ
ど
う
か
第
六
条
法
第
冗
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
療
旋
給
付
と
し
て

四
法
第
写
歪
第
二
項
に
規
定
す
る
休
業
給
付
を
行
う
、

行
わ
れ
る
旅
楚
●
晦
囲
は
、
左
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
．
療
旋

の
決
定

．

．
 

ー
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
'
-

‘

五
給
付
金
額
の
決
定

一

診

察

（
表
施
機
関
の
権
限
の
執
行
者
）

J

第
四
条
前
条
に
規
定
す
る
英
施
椴
阪
の
権
限
は
．
公
安
委
員
会
が
二
菱
剤
叉
は
治
扱
材
料
の
支
給

三
処
骰
．
手
術
そ
の
仙
の
治
療

行
う
も
の
と
す
る
。

，
 

2
前
項
の
権
限
は
．
広
島
市
将
察
本
部
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
．
四
病
院
叉
は
診
療
所
へ
の
牧
容
—
.

界

府

詭

き
る
。

」
、
移
送

（

給

付

括

礎

額

）

．

ン

第
芽
条
法
第
布
条
に
規
定
す
る
給
付
（
悠
共
給
付
を
除
く
。
）
を
行
盆
誓
給
付
の
金
額
）

う
に
は
｀
、
給
付
基
礎
額
を
奮
と
し
て
行
う
。
．
．

玉
第
七
条
涙
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
閏
害
袷
付
の
金
額

2

粕
付
基
礎
額
は
｀
二
百
五
十
円
と
す
る
°
但
し
｀
そ
の
額
が
．
は
｀
別
表
に
定
め
る
筒
智
の
等
級
に
応
じ
、
給
付
基
礎
額
に
同
表

協
力
援
助
者
（
法
第
二
条
に
規
定
す
る
協
力
採
助
者
を
い
う
。
以
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ナ
ろ
。

下
同
じ
。
）
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
著
し
く
公

2

別
表
に
定
め
る
程
度
の
身
体
璧
涼
ー
i

以
上
あ
る
場
合
の
身
佐

嬰
欠
く
と
き
は
．
四
百
二
十
円
を
こ
え
な
い
暉
囲
内
に
お
い
て
障
宙
の
等
級
は
、
限
い
身
体
筒
忠
に
応
ず
る
等
級
七
よ
る
。

、
．
，

こ
れ
を
贈
額
し
た
額
を
も
つ
盗
付
胡
礎
額
と
す
る
こ
と
が
で
き

3

左
に
掲
げ
る
場
合
の
身
体
筒
害
の
等
級
ば
．
左
の
各
号
の
う
ち

・

．

協

力

援

助

者

に

最

も

有

利

な

も

の

に

よ

る

。

『

る。

3

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
｀
協
力
扱
助
者
の
負
侶
若
し
—
+
_
＿
＿
級
以
上
に
該
当
す
ろ
身
体
閤
害
が
二
以
上
あ
る
湯
合
に

く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
っ
は
。
前
項
の
規
定
に
よ
る
等
級
の
一
級
上
位
の
等
級

為
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
｀
仙
に
生
計
の
み
ち
が
―
―
八
緞
以
上
に
該
蜀
ナ
る
身
体
諒
害
が
一
一
以
上
ぁ
る
栂
合
に

な
く
主
と
し
亙
努
援
助
者
の
扶
狼
を
受
け
各
た
も
の
を
扶
狡
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
等
級
の
二
級
上
位
の
等
級
・

J

三
五
級
以
上
に
該
当
す
る
身
体
閃
宙
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

親
族
と
し
、
扶
疫
親
族
の
あ
る
協
力
援
助
者
に
つ
い
て
は
＂
前
項

ヽ

の
金
額
に
、
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
熔
は
二
十
円
を
．
第
は
．
前
項
の
規
定
に
よ
る
等
級
の
一
＿
＿
級
上
位
の
等
級
・

二
号
か
ら
第
岳
号
ま
で
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
一
人
に

4

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
の
金
額
は
．
各
々
の
身
体
障
害

人
に
つ
い
て
は
．
に
応
ず
る
等
級
に
よ
る
諒
害
給
付
の
金
額
を
合
箕
し
た
金
額
ヅ
ど
こ

つ
き
十
＿
酋
（
満
十
八
整
未
滴
の
子
の
う
ち
―

二
十
円
）
を
．
そ
れ
ぞ
れ
加
邸
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
給
付
茄
礎
ぇ
て
は
な
ら
な
い
。

額
と
す
る
。

・

5

既
に
身
体
筒
害
の
あ
る
協
力
拶
助
者
が
．
協
力
援
助
に
因
る
負

祠
一
部
位
に
つ
い
て
の
諒
也
の
程

・

一
賃
者
（
婚
姻
届
出
を
し
な
い
が
、
ホ
夷
●
婚
姻
関
係
と
同
絹
疾
病
叉
は
廃
疾
に
よ
っ

、
食
を
加
軍
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
節
摺
給
付
の
金
額
か
ら
従
前
の

様
の
事
柑
に
あ
る
者
を
含
む
0

)

．
誓
に
応
ず
る
璧
品
~
付
の
金
額
を
泣
し
引
い
た
金
額
か

f
"
つ
て
·

―
―
満
十
八
歳
未
消
の
子
及
び
孫

•I 

,
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広
島
市
の
公
移
員
に
対
す
る
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

広
島
市
条
例
第
六
十
六
号

広
島
市
の
公
膀
負
に
対
す
る
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

．
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
一
―
-
H

広
島
市
長

浜

井

佑

食

卓

料

（
一
夜
に
つ
き
）

鴫

宿

泊

料

（
一
夜
に
つ
き
）

船

．

｀

賃

訓
賃
（
一
キ
~
可
が

ー
ト
ル
に
つ
き

L

日
当
（
一
日
に
つ

き） 鉄

賃

二
五

0
円

乙

地

方

甲

地

方

二＂―-三

0
円

―-、
0
五

0
円

二
五

0
円

五
、
六

0
円

等 等
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．
広
島
市
建
薬
帝
査
会
委
員
の
報
酬
及
び
毀
用
弁
償
条
例
（
昭
和

二
十
七
年
広
島
市
条
例
第
一
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

‘

第
六
条
委
員
が
｀
そ
の
公
務
の
た
め
広
島
市
の
区
域
外
に
旅
行

、
し
た
と
き
は
。
必
要
椋
費
用
を
弁
倣
す
る
。
、

2
前
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
は
。
鉄
道
賃
~
船
貨
~
航
空
賃
~

車
賃
、
日
当
宿
茄
料
及
び
食
卓
料
の
七
稲
と
し
、
別
表
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
。
定
額
に
よ
っ
て
支
給
す
る
。
但
し
。
航

{
空
賃
の
額
は
｀
現
に
支
払
っ
た
旅
客
延
賃
に
よ
る
。

別
表

道

食
卓
料
（
一
夜
に
つ
き
）

., 

宿
泊
料
（
一
夜
に
つ
き
）

七
五

0
円

一
八

0
円 ， ． ,, ．． 

囁．

i
 

4
f.
 

ぞ
5
.

｀
.• 

『

•̀ ••-.
l 

(
‘̂

 
．
 .、.

11E'F "’皇

●々、
空‘

3

所
長
は
，
上
司
の
命
を
受
け
て
所
裔
を
掌
珊
し
。
所
屈
戦
負
を

指
揮
監
督
す
る
。

4

戦
負
は
。
所
長
の
命
を
受
け
．
所
務
に
従
事
す
る
。

.
（
牧
容
定
員
）

r

第
四
条
迦
生
授
箭
所
の
牧
容
定
員
住

四
十
名
と
す
る
。

広
島
市
身
体
障
宮
者
更
生
授
産
所
条
例

（
設
骰
）

第
一
条
身
体
障
害
者
禍
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
ー
百
八
十

―
―
―
号
）
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
き
、
同
法
第
一
ー
ー
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
牧
容
授
産
施
設
と
し
て
．
広
島
市
身

体
障
祖
者
更
生
授
産
所
（
以
下
「
夏
生
授
産
所
」
と
い
ゲ
。
）
を
設
骰

，
す
る
。（

位
腔
）

第
1

一
条
更
生
授
産
所
は
．
広
島
市
江
波
町
字
二
の
割
九
十
八
番
地

の
二
に
骰
く
。

（
戦
負
）

第
一
一
一
条
更
生
授
産
所
に
、
所
長
及
び
戦
負
若
干
名
を
骰
く
。

2

所
長
は
．
事
移
吏
員
又
は
技
術
吏
負
の
中
か
ら
市
長
が
任
命
が

る。

•• 

、
レ
＇一

．
 
．
 
，
 

"＂"" 

．． ． ̀
’”、.、．． 

L-

広
島
市
条
例
第
六
十
七
号

広
島
市
身
体
障
害
者
更
生
授
産
所
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
＿
―
-
日

広
島
市
長

9, 9 9, ． 

旗

井

伯

附

則

こ
の
条
例
は
，
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

＇ 

広
島
市
の
公
務
員
に
対
す
る
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
毎
年
八
月
十
日
及
び
十
二
月
十
五
日
（
こ
れ
ら
の
日

が
日
駆
日
に
当
る
と
き
は
~
そ
の
前
日
）
に
特
別
手
当
を
支
給
す

る
。
」
を
「
毎
年
八
月
及
び
十
二
月
に
特
別
手
当
を
支
給
す
る
。
」
に
改

め
る
。
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広
島
市
条
例
第
六
十
八
号

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

広

島

市

長

派

井

信

広
島
市
緊
察
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

p

●
 

る。
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（
入
所
佐
格
）

第
五
条
更
生
授
産
所
に
入
所
で
き
る
者
は

0

・
広
島

者
又
は
市
長
が
必
硬
と
認
め
る
者
で
"
-
左
の
各
号
の
＇
一
に
該
当

し
．
且
つ
．
社
会
的
更
生
を
図
る
意
欲
の
あ
る
者
と
す
る
。
’

ぃし
＇

一
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
満
十
八
歳
以
上
の
，

者
二
身
体
筒
也
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
満
十
八

歳
以
上
の
者

r

（
在
所
期
限
）

第
六
条
更
生
授
産
所
に
入
所
し
た
者
（
以
下
「
入
所
色
と
い

．
．
 

う
。
）
の
在
所
期
限
庄
一
年
以
内
と
す
る
9

．但
し
。
所
長
が
必
要

．

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

．，

（
経
費
）

第
七
条
入
所
者
の
在
所
中
の
食
毀
及
び
日
常
の
生
話
費
は
、
入
所

者
の
負
担
と
し
．
そ
の
他
の
経
毀
は
、
無
料
と
す
．ぶ
。
．

（
退
所
命
令
）
．

第
八
条
所
長
は
、
入
所
者
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合

は
．
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

更

生

の

意

欲

が

な

く

な

っ

た

と

認

め

ら

れ

る

者

'

―
-

9
内
の
秩
序
を
乱
し
.
叉
は
乱
す
虞
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者
―
―
―
そ
の
他
犬
所
し
て
い
る
こ
と
が
不
涸
当
と
認
め
ら
れ
る
者

（
委
任
規
定
）

第
九
条
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
外
．
更
生
授
窟
所
の
述
営
に

関
し
て
は
薔
市
長
が
定
め
る
。

附
1

．

則

•
こ
の
条
例
は
畜
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
・
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七
級

六
級

g
 

五
六
〇

•. 
．
 

六
七

0

―
―
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が

〇
｀
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
鼓
膜
の
中
等
度
欠
損
そ
の
他
に
よ

り
両
耳
の
聴
力
が
四

0
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

―
―
―
精
神
に
障
害
を
残
し
．
軽
易
な
労

移
以
外
の
労
務
に
服
中
る
こ
と
が
で

き

な

い

も

の

．

四
胸
腹
部
臓
器
の
椴
能
に
箇
害
を
残

し
．
軽
易
な
労
移
以
外
の
労
務
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
一
手
の
母
指
及
び
一
を
指
を
失
っ
た
一

＇ 

.，'，．．
．．．．
,、1,

一
両
眼
の
視
力
が

0
．
一
以
下
に
な

っ
た
も
の

．
．
．
．
 

二
そ
し
や
く
又
は
言
語
の
殺
能
に
著

し
い
障
害
を
残
す
も
の

―
―
―
鼓
膜
の
大
部
分
の
欠
損
そ
の
他
に

．． 

よ
り
両
耳
の
聴
力
が
耳
か
く
に
接
し

な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

四
せ
き
柱
に
著
し
い
奇
形
叉
は
述
勁
．

障
害
を
残
す
も
の

五
ー
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節

の
用
を
廃
し
た
も
の

六
一
下
肢
の
＿
―
-
大
関
節
中
の
二
関
節

の
用
を
廃
し
た
も
の

七
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
及
び

ー
を
指
を
含
み
四
の
手
指
を
失
っ
た
も

の
五
一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

六
両
足
の
足
指
の
全
部
を
失
っ
た
も

の

k: ’̀ r
}
 

悴
轡
給
付
の
金
額
と
ナ
る

（
逍
族
給
付
り
金
額
）

．

第
羹
ふ
法
第
五
条
第
一
項
第
一
一
一
号
に
規
定
す
る
逍
族
給
付
の
金
額

は
、
給
随
結
礎
額
の
千
倍
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
．

・
（
逍
族
臼
範
囲
等
）

第
九
条
逍
族
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
協
力
拶
助
者
の
遥
族

は
｀
左
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

＿

＿
熙
偶
者
（
婚
姻
の
囲
出
を
し
な
い
が
。
協
力
拶
助
者
の
死
亡

・
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

tMに
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）

二
子
、
父
埓
孫
及
び
祖
父
母
で
協
力
援
助
者
の
死
亡
当
時
主

と
し
て
そ
の
牧
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
た

t
の，

＿
―
-
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
外
、
協
力
拶
助
老
の
死
亡
当
時
、
王
と

し
て
そ
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
た
者

四
子
．
父
母
脈
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
翌
塑
一
号
に
該
当

し

な

い

も

の

．

2

前
項
に
掲
げ
る
者
の
追
族
給
付
を
受
け
る
順
位
は
、
同
項
各
号

の
順
位
に
よ
り
。
同
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

．
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
順
序
に
よ
り
．
父

田
に
つ
．
覧
は
、
投
菟
母
を
先
に
し
．
翌
藍
母
を
後
に
す
る
。

3

協
力
援
殿
者
が
逍
言
又
は
史
施
槻
関
の
長
に
対
す
る
予
lln
で、

•
第
一
項
第
一
一
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
特
に
指
定
し
た

者
が
あ
る
と
き
は
．
そ
の
指
定
さ
れ
た
者
は
、
同
項
第
一
二
号
及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
他
の
者
に
悩
先
し
て
逍
族
給
付
を
受
け
る
も
の

と
す
る
。

第
十
条
迎
族
給
付
を
受
け
る
べ
き
同
順
位
の
者
が
二
人
以
上
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
．
迎
訟
給
付
は
、
そ
の
人
数
に
よ
っ
て
等
分
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

砿
祭
給
付
の
金
額
）

第
十
一
条
法
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
蔀
祭
給
付
の
金

額
は
｀
給
付
話
礎
額
の
六
十
倍
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
打
切
給
付
の
金
額
）

第
十
一
、一
条
法
第
宜
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
打
切
給
付
の
金

額
は
、
給
付
基
礎
額
の
千
二
百
倍
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

2

打
切
給
付
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
は
、
そ
の
後
に
お
け

八
級

＿一級
一
級

等
級

，
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ー
一
眼
が
失
明
し
、
叉
は
一
眼
の
視

力
が

O
"
0
二
以
下
に
な
っ
た
も
の

ニ
せ
き
柱
に
連
動
障
害
を
残
す
も
の

＿
―
-
神
経
系
統
の
様
能
に
著
し
い
障
苔

を
残
し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
移

に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
一
手
の
田
指
を
含
み
二
の
手
指
を

”
 

失
っ
た
も
の

五
一
手
の
母
指
及
び
示
指
叉
は
母
指

若
し
く
は
示
指
を
含
み
＿
＿
＿
以
上
の
手

指
の
用
を
廃
し
た
も
の

六
一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

、
上
短
縮
し
た
も
の

七
一
上
肢
の
一
＿
＿
大
関
節
中
の
一
関
節

の
用
を
廃
し
た
も
の

八
ー
下
肢
の
一
＿
＿
大
関
節
中
の
一
関
節

の
用
を
廃
し
た
も
の
，

九
ー
上
肢
に
仮
謁
節
を
残
す
も
の

一．
O

-
下
肢
に
仮
限
節
を
残
す
も
の

ー
一
ー
足
の
足
指
の
全
部
を
失
っ
た

も
の

．

尋
—
.

．

．

．

 

ー
ニ
ひ
麻
又
は
一
側
の
じ
ん
臓
を
失

っ
た
も
の

も
の
又
は
母
指
若
し
く
は

1

ホ
指
を
含

み
三
以
上
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

六
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
及
び

示
指
を
含
み
四
の
手
指
の
用
を
廃
し

た
も
の

七
一
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で

失
っ
た
も
の

八
両
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し

た
も
の

．． 

九
女
子
の
外
ぽ
う
に
著
し
い
酸
状
を

残
す
も
の

．． 

¥
0
両
側
の
こ
う
丸
を
失
っ
た
も
の

0
級

九
級

二
七
〇

五

0

ー
一
眼
の
視
力
が

0
.

っ
た
も
の

．
．
．
．
 

一
そ
し
や
く
叉
言
語
の
殺
能
に
諒
害

を
残
す
も
の

．． 

―
―
十
四
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
て
つ

を
加
え
た
も
の
．

四
鼓
膜
の
太
部
分
の
欠
損
そ
の
他
に

●●●1―-
．．．． 
―
 l:̀：'---- --．-

•, ..' 

.. 

I
 

ー
以
下
に
な

一
両
眼
の
視
力
が

0
、
六
以
下
に
な

っ
た
も
の

一

ニ
ー
眼
の
視
力
が

O
"
0
六
以
下
に

な
っ
た
も
の

．
．． 

―
―
―
両
眼
に
半
盲
症
。
視
野
狭
さ
く
叉

は
視
野
変
状
を
残
す
も
の
．

，

四
両
眼
の
ま
ぷ
た
に
著
し
い
欠
損
を
・

残
す
も
の
・

五

m社
を
欠
損
し
畜
そ
の
機
能
に
著
し

．

い
障
害
を
残
す
も
の

．
．
．
．
 

六
そ
し
や
く
及
び
言
語
の
機
能
に
障

・

害
を
残
す
も
の

．

．
，
・

七
鼓
膜
の
全
部
の
欠
損
そ
の
他
に
よ

り
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
っ
た
も
の

・

八
一
手
の
毎
指
を
失
っ
た
も
の
、
示
．

指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

・
,

又
は
母
指
及
び
示
指
以
外
の
一
＿
一
の
手
゜
・
‘

指
を
失
っ
た
も
の

九
一
手
の
母
指
を
含
み
ー
ー
の
手
指
の

用
を
廃
し
た
も
の
，

＇

-
0

ー
足
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以

上
の
足
指
を
失
っ
た
も
の

ー
一
•
一
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃

し
た
も
の

・

ー
ニ
生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す

”

も
の

rヽ

I 

.， ●ヽ’

，互I.9：・ ・．・

。
．
他
眼
の
視
力
が

な
っ
た
も
の

―
一
眼
が
失
明
し

Q

0
二
以
下
に

二
両
眼
の
視
力
が

0
。

0
-
＿
以
下
に

な
っ
た
も
の

―
―
―
固
上
肢
を
腕
関
師
以
上
文
失
っ
た

も
の

四
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た

も
の

一
両
眼
が
失
明
し
た
も
の

二
そ
し
や
く
及
び
言
語
の
戦
能
を
廃

し

た

も

の

・

―
―
―
柄
神
に
著
し
い
諒
害
を
残
し
常
に

介
態
を
要
す
る
も
の

四
胸
腹
部
朦
器
の
機
能
に
著
し
い
箇

也
を
残
し
常
に
介
邸
を
要
す
る
も
の

五
半
身
不
随
と
な
っ
た
も
の
．

六
両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
っ

た
も
の

七
両
上
肢
の
用
を
全
靡
し
た
も
の

八
両
下
肢
を
ひ
ざ
関
師
以
上
で
失
っ

た
も
の

九
両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

身

体

障

qz 
・ロ

ー

嘉
の
規
定
に
よ
る
給
付
を
行
わ
な
い
。

（
休
業
給
付
の
金
額
）

第
十
三
条
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
休
栗
給
付
の
金
額
は
、

協
力
援
助
者
が
従
前
得
て
い
た
業
移
上
の
牧
八
を
得
る
こ
と
が
で

日
に
つ
き
，
給
付
甚
暁
額
の
百
分
の
六
十
に
相

き
な
い
期
間
、
一

当
す
る
額
と
す
る
。

外
、
給
付
の
実
旅
に
関
し

（
委
任
規
定
）

第
十
四
条
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の

必
咲
な
事
項
は
、
公
安
委
員
会
が
定
め
る
。

d"ッ貝

寸
．

9
-

＂ 

J

の
条
例
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別

表

勺― ジ

茸
級 ．

 

四
級

七
九
〇

九―
.-0

も
の

四
一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

一
・
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が

゜
~
ー
以
下
に
な
っ
た
も
の

一
ー
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
っ
た

も
の

一
ー
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た

一
固
眼
の
視
ガ
が

0
.
0
六
以
下
に

な
っ
た
も
の

．
．
．
．
 

二
そ
し
や
く
及
び
言
照
の
機
能
に
著

し
い
障
筈
を
残
す
も
の

．

―
―
―
鼓
膜
の
全
部
の
欠
狽
そ
の
他
に
よ

り
両
耳
の
聴
力
を
全
く
失
っ
た
も
の

四
一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
っ

た
も
の

五
ー
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
っ

l

た
も
の

六
両
手
の
手
指
の
全
部
の
用
を
脱
し

た
も
の

七
両
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で

失
●
た
も
の

• 9.. 9 -

ー

ー

ー
一
眼
が
失
明
し

i

他
眼
の
の
視
力

が
O
"
0
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

•••• 
―
―
そ
し
や
く
又
は
言
諮
の
機
能
を
開

し
た
も
の

三
硝
神
に
蒋
し
い
諒
也
を
残
し
．
終

身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の

四
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
即

忠
を
残
し
、
終
身
労
移
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の

五
両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
っ
た
も

の

，ヽ，・・ノ一 ，． 
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報

広
島
市
壁
察
表
彩
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

広

島

市

長

派

井

信

―

―

―

広
島
市
条
例
第
七
十
号

． ＇
•

[
疇
広
島
市
壁
察
表
彰
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

広
島
市
舒
察
表
彩
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
四
月
ご
日
広
島
市
条
例

第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
祀
す
る
。
‘

第
二
条
及
び
第
四
条
東
祠
察
局
長
」
を

．「
爵
察
本
部
長
」
・

キに
改

.'.、
、‘ヽ.‘

 ．．
 

,. ．．
 

．
．
 

、ヽ

ヽ

．
 

、

．．
 

．．
 ., 

．
 

．． 
9

.

 

•, 

J
 

五
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
と
は
~
第
一
の
足
指
は
末
節
の
半

分
以
上
．
そ
の
他
の
足
指
は
末
関
節
以
上
を
失
っ
た
も
の
で
あ

つ
て
各
等
級
の
身
体
諒
害
叉
は
中
足
指
関
節
若
し
く
は
第
二
指

関
節
（
第
一
の
足
指
に
あ
つ
て
は
指
阪
節
）
に
著
し
い
運
動
諒

如
5

を
残
す
も
の
を
い
う
。
囁

六
各
簿
級
の
身
体
障
害
に
該
当
し
な
い
身
体
の
障
害
で
あ
っ
て

各
等
級
の
身
体
諒
害
に
相
当
す
る
も
の
は
、
当
該
等
級
の
身
体

障
害
と
ナ
る
。

備
考

一
視
力
の
測
定
は
、
万
憫
戌
咽
力
表
に
よ
る
。
．
屈
折
異
状
の
あ

る
も
の
に
つ
い
て
は
。
き
よ
う
正
視
力
に
つ
い
て
測
定
す
る
。

二
手
指
を
失
っ
た
も
の
と
は
．
母
指
は
指
関
節
奮
そ
の
他
の
手

指
は
第
一
関
節
以
上
を
失
っ
た
も
の
を
い
う
。

-1
一
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
と
は
電
手
指
の
末
節
の
半
分
以
上

を
失
い
、
叉
は
中
手
指
関
節
若
し
く
は
第
一
指
関
節
（
母
指
に
あ

っ
店
、
指
関
節
）
に
著
し
い
迎
拗
障
轡
を
残
す
も
の
を
い
う
。

四
．
『
足
指
を
失
っ
た
も
の
と
は
、
そ
の
全
部
を
失
っ
た
も
の
を
い

r
)
0
 

•• ,^.，. 
...'、

、 •;' 

．（第 80号） ，．

き
な
く
な
っ
た
も
の

八
一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
叉

は
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

九
局
部
に
神
経
症
状
を
残
す
も
の

1
0
男
子
の
外
ぽ
う
に
醜
状
を
残
す

も
の
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広
島
市
消
防
等
炊
じ
ゅ
つ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

．
広
島
市
長

＇；

翫

井

信

．

―

―

―

広
島
市
条
例
第
七
十
二
号

．
．
．
 

広
島
市
消
防
等
賞
じ
ゆ
つ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

‘

条

例

．．
．．．

．
 

広
島
市
消
防
等
貸
じ
●
つ
条
例
（
昭
和
ー
一
十
七
年
広
島
市
条
例
第

．
．
．
 

広
島
市
整
察
賞
じ
ゅ
つ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

広

島

市

長

浜

井

信

一

―

―

広
島
市
条
例
第
七
十
一
号

．
．
．
 

広
島
市
榜
察
賞
じ
ゅ
つ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

．
．
．
 

広
島
市
滸
察
賞
じ
ゅ
つ
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
例
第
五

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ
の
条
例
中
「
傍
察
吏
負
」
及
び
「
榜
察
官
」
を
「
榜
察
戦
負
」

に
改
め
る
9

"J 

寸

日

f
 ＂ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

め
る
。第

五
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
、
犯
罪
検
挙
賞
」
及
び
同
条

第
一
＿
一
号
を
測
り
｀
第
四
号
を
第
一

l

一
号
と
し
．
同
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

．

―
―
―
賞
状
は
、
前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
外
．
犯
罪
検
挙
そ
の
他

腐
盆
混
向
遂
行
上
著
し
い
功
労
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し

て

滸

察

本

部

長

が

授

与

す

る

。

・

第
十
条
中
「
滸
察
功
労
章
、
榜
察
功
綴
章
及
び
犯
罪
検
挙
章
」
を

「
野
察
功
労
章
及
び
接
察
功
緩
掌
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
。
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

t
 

＇ハ9

5

9

．
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，＇ 

広
島
市
条
例
第
七
十
四
号

・

□水
消
局
戟
負
で
労
働
組
合
を
結
成
し
、
叉
は
こ
れ
に
加ー

ー

・

•
J 

井

信

．
水
道
局
戦
員
で
労
働
組
合
を
結
成
し
。
叉
は
こ
れ
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
の
範
囲
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

広

島

市

長

浜

広
島
市
条
例
第
七
十
―
―
一
号

広
島
市
公
安
委
員
会
の
行
う
許
可
等
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

広
島
市
公
安
委
員
会
の
行
う
許
可
等
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
四

年
八
月
一
日
広
島
市
条
例
第
一
＿
＿
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

．

第
二
条
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
道
路
交
通
取
締
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
ー
―
―
十
号
）

に
基
く
免
許
証
等
交
付
の
手
数
料

イ
自
動
車
運
転
免
許
証
交
付
手
数
料
.
.

l
 

0
0円

p

自
動
車
述
転
免
許
証
再
交
付
手
数
料
．
八

0
円

ハ
原
動
機
付
自
転
車
迎
転
許
可
証
交
付
手
数
料
ー

0
0円

ニ
原
動
機
付
自
転
車
迎
転
許
可
証
再
交
付
手
数
料
八

0
円

附

則

ー
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

広
島
市
自
動
車
連
転
免
許
証
交
付
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
ー
―
―

年
六
月
二
十
八
日
広
品
市
条
例
第
十
ー
ー
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

―-
＝
-n 

・1

五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ
の
条
例
中
「
消
防
吏
負
」
を
「
消
防
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
。
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
｀

広
島
市
公
安
委
員
会
の
行
う
許
呵
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

広

島

市

長

浜

， 
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広
島
市
条
例
第
七
十
六
号

援ヵ

消
防
に
協
助
し
た
者
の
災
忠
給
付
に
関
す
る
条
例

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

第
一
条
こ
の
条
例
は
，
消
防
法
（
昭
和
二
十
ー
―
ー
年
法
律
第
百
八
十

六
号
）
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
に
茄
き
。
同
法
第
二
十
五
条
第

二
項
叉
は
第
二
十
九
条
第
五
項
（
第
一
＿
＿
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
沿
合
を
含
む
，
）
の
規
定
に
よ
り
｀
消
火
若
し
く
は
延
焼
の
防
止

又
は
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者
（
以
下

「
協
力
援
助
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
た
め
死
亡
し
、
負

fMし
｀
若

し
く
は
疾
病
に
か
か
h
~

又
は
廃
疾
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
．

そ
の
災
宙
（
以
下
巣
に
「
災
宙
」
と
い
う
。
）
に
つ
さ
。
市
が
行
う

釈
沌
そ
の
他
の
給
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

-
（
央
施
摂
関
）

第
二
条
前
条
の
災
也
に
つ
き
、
市
が
行
う
炭
梵
そ
の
他
の
給
付
の

尖
施
峨
関
は
、
市
長
と
し
｀
左
に
掲
げ
る
権
限
を
布
す
る
。

9

ー
前
条
の
災
忠
で
あ
る
か
ど
う
か
の
認
定
，

消
防
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
轡
給
付
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

広

島

市

長

商

井

信
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第
六
条
広
島
市
共
済
組
合
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
広
島

市
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
．

第
一
条
本
市
戦
負
籐
察
戦
真
消
防
職
員
及
び
学
校
戦
負
を
除

く
。
）
並
び
に
本
市
の
共
済
組
合
。
健
康
保
険
組
合
及
び
社
団
法
人

全
国
市
有
物
件
災
害
共
済
会
の
戦
負
で
、
常
時
勁
謗
に
服
し
な
い

者
及
び
臨
時
に
屈
用
さ
れ
る
者
以
外
の
も
の
は
言
こ
の
条
例
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
相
互
扶
助
を
目
的
と
す
る
共
済
組
合
（
以

下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
。
．

附

則

．

こ
の
条
例
は
．
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
。
昭
和
二
十
七
年
十
月
一

日
か
ら
涸
用
す
る
。

二
療
喪
の
実
施

＿
―
-
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
基
礎
額
の
決
定

四
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
休
業
給
付
を
行
う
か
ど
う
か
の

決
定

・・

五
給
付
金
額
の
決
定

（
給
付
の
種
類
）

第
一
＿
一
条
こ
の
条
例
に
よ
り
行
う
給
付
の
種
類
は
、
左
の
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
療
挫
給
付
（
協
力
援
助
者
が
負
俗
し
｀
又
は
疾
病
に
か
か
つ

た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
療
投
又
は
当
該
旅
疫
に
要
す
る
変
用

の
給
付
）

．

二
閤
轡
給
付
（
協
力
援
助
者
が
負
俗
し
｀
又
は
疾
病
に
か
か
り

な
お
っ
た
場
合
に
お
い
て
な
お
存
す
る
身
体
悴
智
に
対
す
る
給

付）

―
―
―
遥
族
給
付
（
協
力
援
助
者
が
死
亡
し
た
鴻
合
に
お
け
る
そ
の

近

族

に

対

す

る

給

付

）

．

・
四
那
祭
給
付
（
協
力
援
助
者
が
死
亡
し
た
培
合
に
お
け
る
那
祭

を
行
う
者
に
対
す
る
給
付
）

五
打
切
給
付
（
協
力
援
助
者
が
燎
茂
給
付
開
始
後
＿
＿
＿
年
を
経
過

し
て
も
負
侶
又
は
疾
病
が
な
お
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
給
付
）

2

前
項
に
掲
げ
る
給
付
の
外
｀
協
力
援
勉
者
が
負
似
し
。
叉
は
疾

病
に
か
か
り
｀
そ
の
た
め
従
前
得
て
い
た
菜
猪
上
の
牧
入
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
~
他
に
牧
入
の
み
ち
が
な
い
溶

綽
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
体
架
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
付
基
礎
額
）

第
四
条
前
条
に
規
定
す
る
給
付
（
脱
捉
給
付
を
除
く
。
）
を
行
う
に

は
｀
給
付
茄
礎
割
を
茄
準
と
し
て
行
う
。

2

給
付
茄
況
額
は
｀
ー
ー
百
五
十
円
と
す
る
°
但
し
．
そ
の
額
が
協

力
援
勉
者
の
通
常
褐
て
い
る
牧
入
の
日
額
に
比
し
て
署
し
く
公
正

な
欠
く
と
さ
は
、
四
百
二
十
円
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ

れ
を
岡
額
し
た
割
を
も
つ
て
給
付
茄
夷
額
と
ナ
る
こ
と
が
で
き

る。

3

左
の
各
サ
の
一
に
該
当
す
る
抒
で
｀
協
力
祖
助
者
の
父
侶
若
し

く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
市
故
の
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
っ
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広
島
市
条
例
第
七
十
五
号

水
道
企
莱
組
織
に
関
す
る
条
例
施
行
に
伴
r
)
関
係
条

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

第
一
条
広
島
市
水
道
使
用
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
例
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、
第
五
条
．
第
六
条
但
密
、
第
九
条
第
四
項
及
び
第
十
二
条
第
二

項

中

「

市

長

」

を

「

管

理

者

」

に

改

め

る

。

'

第
十
＝
一
条
第
二
項
但
害
中
「
市
長
」
を
「
管
理
者
」
に
改
め

る。第
十
五
条
見
出
し
及
び
第
一
項
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
人
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
市
長
が
管
理
者
を
」
を
「
管
理
者
が

（
管
理
人
を
」
に
改
め
る
。

水
道
企
業
組
織
に
関
す
る
条
例
施
行
に
伴
う
固
係
条
例
の
整
理
に

関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

広

島

市

長

浜

井

信

I
I―
蘊

ー

1ー
ー

入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
範
囲
を
定
め
る
条
例

地
方
公
営
企
業
労
慟
関
係
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
一
ー
百
八
十

九
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
角
水
道
局
に
勤
務
す
る
職
負

で
、
労
働
組
合
を
結
成
し
、
叉
は
こ
れ
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
者
の
範
囲
を
左
の
迪
り
定
め
る
。

一
管
理
者

ー
ー
局
長

_
＿
＿
課
長

四
経
理
課
の
庶
移
係
長
及
び
経
理
係
長

、
五
経
理
腺
に
勁
移
す
ろ
朦
負
で
、
局
の
人
事
又
ほ
労
鋤
関
係
に

関

す

る

事

移

を

担

当

す

る

吏

負

．

六
庁
舎
叉
は
楷
内
の
狩
備
に
従
事
す
る
者
で
~
そ
の
職
移
の
執

行
に
関
し
職
員
の
取
締
を
す
る
戦
負

附

則

こ
の
条
例
は
．
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
十
月
一

日
か
ら
滴
用
す
る
。

第
十
七
条
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
人
」
に
改
め
｀
し
「
市
長
」

を
．
「
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
但
害
。
第
二
十
条
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条

中
「
市
長
」
を
「
管
理
者
」
に
改
め
る
。

‘

.

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
制
限
又
は
」
を
「
管
理
者
は
制
限
又

は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
市
長
」
を
「
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
＿
＿
＿
十
三
条
、
第
＿
＿
＿
十
六
条
及
び
第
一
＿
＿
十
七
条
第
二
項
及
び
第

三
項
中
「
市
長
」
を
「
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
人
」
に
改
め
る
。

第
一
＿
＿
十
九
条
第
二
項
中
「
市
長
」
を
「
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
三
項
中
「
市
長
が
こ
れ
を
査
定
し
」
を
「
管
理
者

が
こ
れ
を
査
定
し
｀
市
長
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
市

長
」
を
「
管
理
者
」
に
、
「
そ
の
費
用
を
」
を
「
市
長
は
．
そ
の

費

用

を

」

に

改

め

る

。

ー

・

第
五
十
二
条
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
人
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
＿
一
条
中
「
市
長
が
」
を
「
市
長
叉
は
管
理
者
が
」
に
改

め
、
同
条
見
出
し
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
・

（

委

任

規

定

）

．

第
二
条
職
移
に
専
念
す
る
義
移
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二

十
六
年
＿
＿
＿
月
＿
＿
＿
十
日
広
島
市
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

．

第
二
条
第
一
＿
一
号
中
「
腺
負
団
体
」
の
下
に
「
又
は
戦
員
の
労
鋤

組
合
」
を
加
え
る
。

第
一
ー
一
条
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
ー
―

十
六
年
八
月
十
一
日
広
島
市
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
花
す
る
。

．

第
二
条
第
三
項
に
次
の
但
啓
を
加
え
る
。

但
し
、
．
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十

＿
一
号
）
第
一
ー
ー
十
六
条
に
規
定
す
る
企
業
職
負
（
以
下
で
企
業
戦

員
」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
膀
に

墨
用
さ
れ
る
一
般
戦
に
属
す
る
職
負
で
．
企
業
戦
員
以
外
の
も
の

（
以
下
「
単
純
労
移
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
富

こ
の
限
り
で
な
い
。

て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
。
他
に
生
計
の
み
ち
が

な
く
主
と
し
て
協
力
援
助
者
の
扶
蓑
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
捉

親
族
と
し
。
扶
養
親
族
の
あ
る
協
力
援
助
者
に
つ
い
て
は
、
前
項

の
金
額
に
．
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
二
十
円
を
。
第

i

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
一
人
に

つ
き
十
三
円
(
+
八
歳
末
満
の
子
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
二
十

円
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
給
付
甚
礎
額
と

す
る
。

．

ー
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
事
史
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
俯
に
あ
る
者
を
含
む
。
）

二
満
十
八
歳
未
滴
の
子
及
び
孫
．

―
―
―
満
六
十
歳
以
上
の
父
毎
及
び
祖
父
毎

四
満
十
八
歳
未
満
の
弟
妹

五
不
具
廃
疾
者

（
療
旋
給
付
の
範
囲
）

第
五
条
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
療
狡
給
付
と
し
て
行

わ
れ
る
僚
疫
の
範
囲
は
。
左
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
｀
療
投
上

相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

9

ー

診

察

二
薬
剤
又
は
治
旅
材
料
の
支
給

―
―
―
処
mllL
奮
手
術
そ
の
他
の
治
脱

四
病
院
又
は
診
燎
所
へ
の
収
容

五

府

巫

六

移

送
(m也
給

付

の

金

額

）

．

第
六
条
第
一
＿
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
諒
出
品
紛
付
の
金
額

は
~
別
表
に
定
め
る
悶
田
の
埒
級
に
応
じ
｀
給
付
茄
礎
額
に
同
表

に
定
め
る
偕
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

2

別
表
に
定
め
る
料
度
の
身
体
閃
也
が
一
＿
以
上
あ
る
鳩
合
の
身
体

の
閃
出
等
級
は
、
冗
い
身
体
閤
出
に
応
ず
る
埒
級
に
よ
る
。

3

左
に
掲
げ
ろ
場
合
の
身
体

m出
の
研
ば
扱
は
．

taの
各
分
の
う
ち

．

協
力
扱
助
者
に
最
も
有
利
な
も
の
に
よ
る
。

.
—
+
＿
＿
＿
級
以
上
に
該
当
す
る
身
体
閃
也
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
窃
扱
の
一
級
上
位
の
守
級
，
ヽ

｀ 
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っ -ゞ

f― `．-r; 
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」

第
三
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

企
業
戦
負
及
び
単
純
労
謗
者
に
係
る
減
給
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九

号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
平
均
賃
金
の
一
日
分
の
二
分
の
一
以

下
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。
、
但
し
畜
一
賀
金
支
払
期
に
お
け
る
減

給
の
総
額
は
。
そ
の
期
に
お
け
る
賃
金
の
総
額
の
十
分
の
一
を
こ

え
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
条
中
「
広
島
市
規
則
」
の
下
に
「
又
●
広
島
市
水
道
局
規

稲
」
を
加
え
る
。

第
四
条
戦
負
の
分
限
に
腐
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
一

日
広
島
市
条
例
第
十
六
号
）

．の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
に
次
の
但
害
を
加
え
る
。

但
し
｀
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十

二
号
）
第
一
＿
＿
十
六
条
に
規
定
す
る
企
業
職
員
及
び
法
第
五
十
七
条

に
規
定
す
る
単
純
な
労
移
に
一
屈
用
さ
れ
る
一
般
戦
に
限
す
る
職
員

で
．
企
莱
懺
負
以
外
の
も
の
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
。
こ
の
限

り
で
な
い
。

第
六
条
中
．
「
広
島
市
規
則
」
の
下
に
「
又
は
広
島
市
水
道
局
規

程
」
を
加
え
る
。

第
五
条
戦
負
団
体
の
業
移
に
も
つ
ば
ら
従
事
す
る
職
負
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
二
十
六
年
一
＿
＿
月
一
＿
＿
十
日
広
島
市
条
例
第
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
祀
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
F
市
長
又
は
広
島
県
人
事
委
負
会
」
を
「
市

長

」

に

改

め

る

。

．

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
地
方
公
営
企
莱
労
働
膵
係
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八

十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
同
法
附
郎
第
四
項
に
規
定
す
る
喘

負
が
｀
労
働
組
合
の
役
員
と
し
て
も
つ
ば
ら
職
員
の
労
働
組
合
の
．

嘩
移
に
従
事
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
．
こ
の
条
例
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
．
題
名
、
第
一
条
。
第
一
＿
一
条
及
び
第
六
条
中

「
職
員
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
労
鋤
組
合
」
と
＂
第
二
条

第
一
項
中
「
市
長
に
登
録
さ
れ
た
戦
負
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
地

方
公
営
企
莱
労
働
関
係
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
戦
員
の
労

働
組
合
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

,,、
---. ~ ~ ＂・ーヽ＾
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3

市
は
．
給
付
の
原
因
で
あ
る
災
害
が
第
三
者
の
●
行
為
に
よ
っ
て

I

I-
•——•1.

———_••I•_1-

四
号
に
掲
げ
る
他
の
者
に
陵
先
し
て
遮
族
給
付
を
受
け
る
も
の
と

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
．
こ
の
条
例
に
よ
る
給
付
を
行
っ
た
と
き

-＇[
[．
．
二
八
級
以
上
に
該
当
す
る
身
体
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

一

は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
．
給
付
を
受
け
た
者
が
第
一
＿
＿
者
．

9,
 ．

．
 旬

99

注
前
項
の
規
定
に
よ
る
等
級
の
二
級
上
位
の
等
級
・
す
る
。
．

第
九
条
逍
族
給
付
を
受
け
る
べ
き
同
順
位
の
者
が
二
人
以
上
あ
る

，
i[
3
.
i-
晨

以

上

に

誓

す

る

身

体

障

害

が

一

．

＿

以

上

あ

る

場

合

に

に

対

し

て

有

す

る

損

害

賠

償

の

謂

求

権

を

取

得

す

る

。

[

第
は
、
｀
前
項
の
規
定
に
よ
る
喀
級
の
一
一
＿
級
上
位
の
等
級
場
合
に
お
い
て
は
。
造
族
給
付
は
｀
そ
の
人
数
に
よ
っ
て
等
分
し
（
時
効
）

.
〗・

~
4

前
項
の
規
定
に
よ
る
院
忠
給
付
の
金
額
は
．
各
々
の
身
体
障
害
て
行
う
も
の
と
す
る
。
第
十
五
条
こ
の
条
例
に
よ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
侠
二
年
間
行

i
"

＇、

に

応

ず

る

等

級

に

よ

る

諒

害

給

付

の

金

額

を

合

算

し

た

金

額

を

こ

（

蔀

祭

給

付

の

金

額

）

わ

な

い

と

き

は

。

時

効

に

よ

り

消

滅

す

る

。

．

第
十
条
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
葬
祭
給
付
の
金
額
（
給
付
を
受
け
る
権
利
の
保
護
）

一

噌

．． 

え
て
は
な
ら
な
い
。

~
9
.

..

5

既
に
身
体
悴
害
の
あ
る
協
力
扱
助
者
英
協
力
援
助
に
よ
る
負
は
｀
給
付
基
礎
額
の
六
十
偕
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
第
十
六
条
給
付
を
受
け
る
権
利
は
．
誼
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、

，

似

、

疾

病

叉

は

廃

疾

に

よ

っ

て

同

一

部

位

に

つ

い

て

の

障

害

の

程

．

（

打

切

給

付

の

金

額

）

叉

は

差

し

押

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

．
（
委
任
規
定
）

第
十
七
条
こ
の
条
例
で
定
め
る
も
の
の
外
．
給
付
の
実
施
に
関
し

-
•
度
を
加
軍
し
た
場
合
に
は
．
そ
の
障
害
給
付
の
金
額
か
ら
従
前
の
第
十
一
条
第
一

i一
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
蕊
蜘
切
給
付
の
金
額

必
要
な
事
項
は
．
市
長
が
定
め
る
。

f

-

、
障
害
に
応
ず
る
障
害
給
付
の
金
額
を
差
引
い

t
金
額
を
も
っ
て
障
咲
給
付
基
焚
額
の
千
二
百
倍
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

寸

則

・

.

2

打
切
給
付
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
．
市
料
そ
の
後
に
お

-：

報
．
害
給
付
の
金
額
と
す
る
。

m
H
 

4

こ
の
条
例
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

-9,

＇，
＂

.

（

逍

族

給

付

の

金

額

）

け

る

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

る

給

付

を

行

わ

な

い

。

別

表

-．．
．
第
七
条
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
追
族
給
付
の
金
額
（
休
業
給
付
の
金
額
）

i
‘·
は
｀
給
付
基
変
額
の
千
倍
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
•
第
十

1
一
条
第
一
ー
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
翡
欝
の
金
額
は
．
協

-
9
，
テ
•
[
市
ー
（
造
族
の
師
囲
等
）
力
援
助
者
が
従
前
得
て
い
た
栗
移
上
の
牧
入
を
得
る
こ
と
が
で
き

-

、

第
八
条
造
族
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
協
力
援
助
者
の
遮
族
な
い
期
間
．
一
日
に
つ
き
給
付
基
礎
額
の
百
分
の
六
十
に
相
当
す

｛

．

．

は

．

左

の

各

号

に

掲

げ

る

者

と

す

る

。

．

る

額

と

す

る

。

・

ー
一
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
、
会
●
。
協
力
援
助
者
の
死
亡
（
損
宙
賠
償
の
免
責
）

i

.

：
島

[

し
カ

当
時
事
央
＇
壬
態
姻
関
係
と
同
様
の
事
梢
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
第
十
一
＿
一
条
市
は
．
こ
の
条
例
に
よ
る
給
付
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

9
-＿
子
｀
父
母
、
孫
及
び
祖
父
母
で
協
力
援
助
者
の
死
亡
蛍
時
、
王
て
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
は
．
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い

ご

と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
も
の
て
｀
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
又
は

□
広
＿
―
-
前
ー
ー
号
に
掲
げ
る
者
の
外
、
協
力
援
助
者
の
死
亡
当
時
主
と
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
ji
号
）
に
よ
る
損
害
賠
償
の

し

て

そ

の

牧

入

に

よ

り

生

計

を

維

持

し

て

い

た

者

衰

を

免

か

れ

る

。

一
，"

[
 

•. 

＿
_
•四
そ
父
母
｀
孫
｀
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
．
前
一
一
号
に
該
（
給
付
の
免
責
及
び
求
償
権
）

”

、

当

し

な

い

も

の

第

十

四

条

こ

の

条

例

に

よ

る

給

付

を

受

け

る

べ

き

者

が

。

他

の

法

f
 "

.
8
,
"
2

前
項
に
掲
げ
る
者
の
造
族
給
付
を
受
け
る
順
位
は
．
同
項
各
令
（
条
例
を
含
む
。
）
に
よ
る
療
姜
そ
の
他
の
給
付
又
は
補
償
を
受

け
た
と
き
丹
市
快
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
は
青
そ
の
給
付
又

。
同
項
第
二
号
叉
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の

0

号
の
順
位
に
よ
り

.']2
 

。
こ
の
条
例
に
よ
る
給
付
の
責
を
免
か

，
う
ち
に
あ
っ
て
は
。
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
順
序
に
よ
．
は
補
償
の
限
度
に
お
い
て

9

月

.
,

、
1
2

り
｀
父
母
に
つ
い
て
は
。
養
父
母
を
先
に
し
~
実
父
母
を
後
に
れ
る
。

年
パ
．

す
る
。

-

2

給
付
の
原
因
で
あ
る
災
害
が
。
第
一
＿
＿
者
の
行
為
に
因
つ
て
生
じ

:
；
第
た
場
合
に
お
い
て
｀
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
当
該
第
三
者
か
ら

、
2
7
3

協
力
援
助
者
が
｀
造
言
又
は
実
施
機
関
に
対
す
る
予
翌

.

f

•

和
一
項
第
一
ー
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
特
に
指
定
し
た
者
，
同
一
の
事
由
に
つ
き
損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
市
は
、
そ
の
価

が
あ
る
と
4

F
,

＇
昭
"”.
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•

1

．
ー
ー

己

ー

',ii-＿＿['，
"
f
J

―
一
眼
が
失
明
し
．
他
眼
の
視
力
が

0
≫
d
六

以
下
に
な
っ
た
も
の

．

．

 

．
．
．
．
 

二
そ
し
や
く
叉
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

―
―
―
硝
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
~
終
身
労
移
に

一、
C
主
0

服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
箸
し
い
障
出
を
残

し
｀
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
五
両
手
の
手
指
の
全
部
を
を
失
っ
た
も
の

一
両
眼
の
視
力
が

o・o六
以
下
に
な
っ
た
も

の•••• 
二
そ
し
や
く
及
び
酋
部
の
腺
能
に
芳
し
い
悴
宙

を
残
ナ
も
の

―
―
―
披
膜
の
全
部
の
欠
損
そ
の
仙
に
よ
り
両
Jf
の

芸
0

聴
力
を
失
っ
た
も
の

四
ー
上
肢
を
ひ
じ
閃
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

五
ー
下
肢
を
ひ
ざ
関
即
以
上
で
失
っ
た
も
の

六
両
手
の
手
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
両
＂
人
を
リ
ス
フ
ジ
ン
関
節
以
上
で
失
っ
た
も

の

羞---苦
三子一六五四三ニ ー

すのを 下
琴 8訳残そ・「よi田一ー一ーに一
こプ）斑｀r し•眼足下上下上な眼
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1ー
ー 第

七
級

．． 

四
せ
き
柱
に
著
し
い
奇
形
叉
は
述
勁
院
害
を
残

す
も
の

五
一
上
肢
の
＿
―
-
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃

し
た
も
の

六
ー
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃

し
た
も
の

七
一
手
の
五
の
手
指
又
は
毎
指
及
び
示
指
を
含

む
四
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

一
ー
眼
が
失
明
し
~
他
眼
の
視
力
が
0
．
六
以

下
に
な
っ
た
も
の

二
披
膜
の
中
等
度
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
両
耳

の
聴
力
が
四
十
七
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
は
普

述
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

＿
＿
＿
精
神
に
閃
也
を
残
し
．
糀
品
労
窃
以
外
の
労

移
に
服
す
る
]

J

と
が
で
き
な
い
も
の

四
胸
腹
部
荻
能
に
閃
出
を
残
し
．
莉
易
な
労
移

以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

癸
五
一
手
の
母
指
及
び
示
指
を
失
っ
た
も
の
文
は

母
指
若
し
く
は
示
指
を
含
み
＿
＿
＿
以
上
の
手
指
を

失
っ
た
も
の

六
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
及
び
示
指
を
含

み
四
の
手
指
の
用
を
陥
し
た
し
の

七
一
足
を
リ
ス
フ
リ
ン
関
那
以
上
で
失
っ
た
し

の
入

固

足

c
足
指
の
全
部
の
．川
を
廃
し
た

A
の

．． 

九
女
千
の
外
ぽ
う
に
抒
し
い
訊
状
を
収
ヤ
も
の

．． 

十
田
憫
の
こ
う
丸
を
失
っ
た
も
の

-
＿
眼
が
失
叫
し
。
又
は
一
限
の
視
力
が

o・

ー＿一い罰胃」 ‘て'

｀
 

』
▲

/
•9 

、~ヽヽ

て

｀ 

な•

--->
等
級第

八
級

第
一
級

第
二
級

一

一
、
両
眼
が
失
明
し
た
も
の
‘

．
．
．
．
 

二
そ
し
や
く
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

―
―
―
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
常
に
介
殿
を

t

要

す

る

も

の

一

[-}

]

四
胸
腹
部
朦
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残

：＇
一

一、器
0

し
。
常
に
介
郎
を
要
す
る
も
の

五
半
身
不
随
と
な
っ
た
も
の

六
両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

七
両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八
両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

九
両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

ー
一
眼
が
失
明
し
。
他
眼
の
視
力
が

0
.
0
ニ

以
下
に
な
っ
た
も
の

、

二
両
眼
の
視
力
が

0
、

O
-＿
以
下
に
な
っ
た
も

≫
 

の

一、一九〇
-
＿
ー
ー
両
上
肢
を
腕
畏
即
以
上
で
失
っ
た
も
の

四
、
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

四
ー
・
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
っ
た
も

の
五
一
手
の
苺
指
及
び
示
指
叉
は
母
指
若
し
く
は

示
指
を
含
み
三
以
上
の
手
指
の
用
を
開
し
た
も

の
六
ー
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し

た
も
の

七
ー
上
肢
の
三
大
開
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃

し
た
も
の

八
ー
下
肢
の
一
＿
＿
大
関
節
中
の
一
閉
節
の
用
を
廃

し
た
も
の

九
ー
上
肢
に
仮
関
節
を
残
す
も
の

七
一
干
肢
に
仮
関
節
を
残
す
も
の

、

十
一
ー
足
の
足
指
の
全
部
を
失
っ
た
も
の

．． 

十
二
ひ
級
又
は
一
側
の
じ
ん
絨
を
失
っ
た
も
の

一
両
眼
の
視
力
が

0
．
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

ニ
ー
眼
の
祝
力
が

o・o六
以
下
に
な
っ
た
も

の

．． 

―
―
―
両
肌
に
半
冑
病
視
野
快
さ
く
又
は
視
野
変

状
を
残
す
も
の

｀

四
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
消
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五
瓜
を
欠
揖
L
：
文
の
閥
熊
に
消
し
い

m出
を

残
ナ
も
の

．
．
．
．
 

六
°
}
し
や
く
及
び
言
蹄
の
関
佃
に

m巾
り
を
残
す

ら
の

七
鼓
釈
。
＾
●
郎
の
欠
損
そ
の
仙
に
よ
り
一

Jf
の

呉
i

庇
力
を
｛
ふ
く
失
っ
た
ら
の

．

八
一
手
の
田
柑
が
ふ
＾
っ
た
し
の
｀
示
柑
を
含
み

二
の

f
柑
を
失
っ
た
も
C
又
に
田
柑
及
び
示
揖

以
外
の
一
芸

”fitft失
っ
た

i
o

九

一

f
c
m柑
を
令
み
[
公
＂
小

mの
川
を
閑
し

た
も
の

十
一
足
の
第
一
の
足
斥
を
介
み
二
以
上
ゥ
足
指

訃

翌〇―

日
数

身

体

障

号．にコ
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‘̀，．
し

、

社
会
保
険
広
島
市
民
訥
院
沌
党
規
則

・

（
こ
の
規
則
の

H
的

）

、

竺
．
糸
こ
の
規
則
は
．
別
に
斐
＂
｀
条
例
~
馬
叫
店
仙
O
O係
昭

規
定
に
出
や
タ
ト
の
を
作
さ
｀
社
会
保
険
広
島
市
民
刑
院
（
以
下

祠
院
」
と
い
う
。
）
の
渾
盆
い
に
つ
い
て
必
瑯
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
を
＂
的
と
ナ
る
。

碕
代
＂
的
）

邪ー
i

允
利
院
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
達
成
す
る
こ
と
を
日
的
と

し
＄
汎
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

・:

'
 

・r"‘ ，
 .`’
 

広
島
市
規
則
硝
六
十
一
＂
方
の
一
―

ーr 
伯

社
会
保
険
広
島
市
民
甜
院
運
営
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
八
月
十
五

A

広
邸
市
長

⑥
規

則

備
考

一
視
力
の
測
定
は
｀
万
国
式
視
力
表
に
よ
る
°
屈
折
異
状
の
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
．
き
よ
う
正
視
力
に
つ
い
て
測
定
す
る
。
3

-

二
手
指
を
失
っ
た
も
の
と
は
。
母
指
は
指
関
節
｀
そ
の
他
の
手
指

は
第
一
指
関
節
以
上
を
失
っ
た
も
の
を
い
う
。

1
-

＿
手
指
の
用
を
開
し
た
も
の
と
は
、
手
指
の
末
関
節
の
半
分
以
上

を
失
い
｀
又
は
中
手
指
節
関
即
若
し
く
は
第
一
指
関
節
（
母
指
に

あ
っ

f
は
指
関
節
）
に
著
●
ぃ
述
勁
諒
害
を
残
す
も
の
を
い
う
。

四
足
指
を
失
っ
た
も
の
と
は
｀
そ
の
全
部
を
失
っ
た
も
の
を
い

こう
。

五
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
と
は
｀
第
一
の
足
指
は
末
節
の
半
分

9

以
上
．
そ
の
他
の
足
指
は
末
関
節
以
上
を
失
っ
た
も
の
又
は
中
足

，
．
指
節

OO節
若
し
く
は
第
一
指
関
節
（
第
一
の
足
指
に
あ
っ
て
は
指

関
節
）
に
署
し
い
述
動
閃
担
を
残
す
も
の
を
い
う
。

六
各
溶
級
の
身
体
諒
杏
に
該
当
し
な
い
身
体
の
閃
也
で
あ
っ
て
、

各
序
級
の
身
体
閃
出
に
相
当
す
る
も
の
は
．
当
該
等
級
の
身
体

m

宙
と
す
る
。
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ヽ

一
両
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
叉
は

述
勁
障
害
を
残
す
も
の

ー
ニ
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
迎
動
障
害
を
残
す

も
の

―
―
―
―
眼
の
ま
ぷ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

四
鼓
膜
の
中
等
度
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
一
耳

の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
は
普

通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

第
十
一
級
一
ち
0

•• 

五
せ
き
柱
に
奇
形
を
残
す
も
の

第
十
級

を
失
っ
た
も
の

十
一
ー
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
鹿
し
た
も
の

十
二
生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

ー
一
眼
の
視
力
が

0
、
一
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
そ
し
や
く
又
は
言
諾
の
殺
能
に
諒
害
を
残
す

も
の

．．
 

三
十
四
悟
以
上
に
対
し
歯
科
補
て
つ
を
加
え
た

も
の

四
鼓
膜
の
大
部
分
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
一
耳

．．
 

の
聴
力
が
耳
か
く
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解

．
 

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
一
手
の
示
指
を
失
っ
た
も
の
叉
は
母
指
及
び

示
指
以
外
の
二
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

六
一
手
の
母
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
、
示
指
を

含
み
ー
ー
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
叉
は
母
指

l

点

0

及
び
示
指
以
外
の
一
ー
一
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も

の
七
ー
下
肢
を
一
―
―
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し

た
も
の

八
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
を

失
っ
た
も
の

九
ー
上
肢
の
＿
―
-
大
関
節
の
椴
能
に
著
し
い
障
害

を
残
す
も
の
．

十
一
下
肢
の
一
＿
一
大
関
節
中
の
一
関
節
の
捜
能
に

著
し
い
諒
轡
を
残
す
む
の

U

」
直
置
冒
，
鼻
星
9

こ:.＇
l

9

9

,
 

ー

ー，
 

四
保
険
陪
に
対
し
施
設
を
開
放
す
る
と
と
も
に
で
き
る
限
り
の

便
宜
を
与
え
る
こ
と
。

五
社
会
保
険
診
縦
に
関
ナ
る
語
般
の
研
究
を
行
い
・
社
会
保
険

の
運
営
に
貢
献
す
る
こ
と
。

（
職
負
の
肖
窓
す
ぺ
き
事
項
）

第
三
条
病
院
莱
移
に
勁
務
す
る
戦
負
往
特
に
左
に
掲
げ
る
事
項

に
単
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
憩
切
丁
寧
を
失
わ
ず
、
常
に
患
者
の
気
持
に
な
っ
て
業
称
に

当
る
こ
と
。

ニ
病
院
は
．
神
猥
厳
粛
な
使
命
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
｀
そ

の
業
移
の
遂
行
に
あ
た
つ
て
は
｀
常
に
奉
仕
す
る
殴
念
に
倣
す

る
こ
と
。

三
自
己
の
担
当
す
る
栗
務
に
つ
い
て
は
．
常
に
最
高
の
学
識
経

験
を
有
す
る
よ
う
研
究
す
る
こ
と
。
・

四
病
院
は
．
閉
ず
る
と
き
が
な
く
。
常
に
患
者
が
収
容
保
施
さ

．
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
き
｀
い
か
な
る
と
き
も
病
院
の
菜

務
が
円
滑
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

五
．
病
院
の
総
合
的
股
能
を
完
全
に
発
揮
す
る
た
灸
協
力
し
て

沌
営
の
円
滑
を
図
る
こ
と
。

第
四
条
病
院
に
は
＂
・
左
に
掲
げ
る
帳
蒋
及
び
整
坦
を
備
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
陀
薬
品
出
納
簿

二

竪

翌

m消
括
品
出
納
簿
‘

＿
―
-
金
．
白
金
｀
加
金
．
網
合
金
受
払
簿

四
柑
食
品
受
払
簿

充
庶
期
台
帳

六
祠
院
財
産
簿
▲

七

診

朕

簿

八
往
診
名
簿

．’

九
入
院
忌
者
名
簿

社
会
保
険
診
療
を
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と
。

一
保
険
陪
に
対
し
模
蹄
的
診
旅
を
垂
範
す
る
こ
ど
。

ー
公
衆
衛
生
思
想
の
普
及
及
び
健
康
の
憎
進
に
寄
与
す
る
こ

と。

2

前
項
の
迎
営
委
負
会
は
畜
左
に
掲
げ
る
委
負
で
組
織
す
る
。

・
一
市
長
の
事
務
部
局
（
病
院
を
除
く
e
)

の
戦
員
二
名

ニ
病
院
の
戦
負
ー
一
名

-

l

―

市

議

会

誤

員

二

名

四
被
保
険
者
ヤ
代
表
す
る
者
二
名

五
事
業
主
を
代
表
す
る
者
一
＿
名

六

公

益

を

代

表

す

る

者

二

名

・

3
•

前
項
の
委
負
は
鬱
市
長
が
任
命
又
は
委
咄
す
る
°
但
し
．
第
四

号
及
び
第
五
号
の
委
員
の
委
割
に
つ
い
て
は
．
広
島
県
矧
事
（
以
．

下
「
知
事
」
と
い
う
。
）
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

．
．
 

第
六
条
確
堂
委
員
会
は
奮
病
院
の
沌
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
．

市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
晦
議
し
．
答
申
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

第
七
条
委
員
の
任
期
は
｀
二
年
と
す
る
。

2

委
員
に
欠
負
を
生
じ
た
た
め
新
た
に
任
命
又
は
委
叫
さ
れ
た
委

員
の
任
期
は
｀
前
任
者
の
残
任
期
間
と
ナ
る
。
I

第
八
条
委
負
は
、
名
将
戦
と
す
る
。

第
九
条
述
営
委
員
会
は
．
市
長
が
少
な
く
と
も
毎
年
ー
―
―
月
に
一

岡
必
要
あ
る
と
き
そ
の
都
度
招
絹
す
る
。
．

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
の
外
~
委
員
の
三
分
の
一
以
上
の
切
叩
求
が

あ
っ
た
と
き
叉
は
窃
院
長
の
間
求
が
と
あ
っ
た
き
は
、
市
長
は

J

迎
営
委
員
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
運
営
委
員
会
に
議
長
一
人
を
既
く
。

2

議
長
は
、
市
長
の
事
移
部
局
（
病
院
を
除
く
。
）
の
懺
負
の
中
か
．

ら
任
命
さ
れ
た
委
員
の
う
ち
か
ら
全
委
負
が
迦
挙
す
る
。

3
・
議
長
は
、
痰
事
を
整
理
し
書
委
負
会
を
代
表
す
る
。
：

,
 
．．．．． 

・て

・ヽヽ

"` 
， 

I
 

ー
一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
叉
は

沌
動
障
害
を
残
す
も
の

ー
一
眼
の
ま
ぷ
た
に
著
し
い
速
勁
障
害
を
残
す

も
の

．．
 

ー
ー
七
函
以
上
に
対
し
附
科
補
て
つ
を
加
え
た
も

の

．． 

四
一
耳
の
耳
か
く
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

．

．

．

．

 

五
鎖
骨
、
胸
骨
、
ろ
く
骨
、
肩
こ
う
骨
、
叉
は

骨
磐
骨
に
著
し
い
奇
形
を
残
す
も
の
｀

六
一
上
肢
の
一
一
一
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に

障
害
を
残
す
も
の

m
0
七
一
下
肢
の
一
＿
＿
大
関
節
中
の
一
関
餌
の
機
能
に

障
害
を
残
す
も
の

八
長
管
骨
に
奇
形
を
残
す
も
の

九
一
手
の
中
指
又
は
薬
指
の
用
を
鹿
し
た
も
の

十
一
足
の
第
二
の
足
指
を
失
っ
た
も
の
．
第
二

の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
を
失
っ
た
も
の
叉
は

第
一
ー
ー
の
足
指
以
下
の
一
ー
ー
の
足
指
を
失
っ
た
も
の

ナ
―
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指

の
用
を
廃
し
た
も
の

．． 

十
二
局
部
に
が
ん
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

．．
 

十
ー
ー
ー
男
子
の
外
ぽ
う
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も

｀
の

十
四

-＿-― 

．． 

女
子
の
外
ぽ
う
に
醒
状
を
残
す
も
の

ご
眼
の
視
力
が

0
．
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

．．
 

一
眼
に
半
育
症
｀
視
野
狭
さ
く
叉
は
視
野
変

第
古
級

ー

六
一
手
の
中
指
又
は
薬
指
を
失
っ
た
も
の

．，

七
一
手
の
一
示
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
叉
は
毎
指

及
び
示
指
以
外
の
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も

の
八
一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指

の
用
を
廃
し
た
も
の

九
胸
腹
部
臓
器
に
障
害
を
残
す
も
の

ロ
一七

．
 

“
 

―
■

-
I
I
I
E
!
•
-

―
,
＇
―
ー

．I

十
外
来
患
者
名
簿

+
-
X線
検
査
簿

十
二
手
術
蒋

+
―
―
―
串
著
献
立
衷
綴

2
前
項
の
帳
簿
及
び
困
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
。

（
病
院
罷
9
呂

委

員

会

）

/

第
五
条
病
院
の
迎
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
。
病
院

に
、
社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
迎
党
委
員
会
（
以
下
「
迎
党
委
負

会
」
と
い
う
。
）
を
殴
く
。

第
宝
級

第
宝
級

―
一
根
の
ま
ゞ
ふ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
又
は

ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

．． 

ニ
ー
―
―
紺
以
上
に
対
し
招
科
補
て
つ
を
加
え
た
も

の
三
上
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜

い
あ
と
を
残
す
も
の

四
下
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜

-
．
い
あ
と
を
残
す
も
の

芭
五
一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
．
，

六
一
手
の
母
指
及
び
示
指
以
外
の
手
指
の
指
骨

の
一
部
を
失
っ
た
も
の

七
一
手
の
母
指
及
び
示
指
以
外
の
手
指
の
末
栂

節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
も
の

八

・
一
足
の
第
一
―
ー
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足

指

の

用

を

鹿

し

た

も

の

・

九
局
部
に
神
経
症
状
を
残
す
も
の

．
 

．．
 

十
男
子
の
外
ぽ
う
に
醜
状
を
残
す
も
の

し—餞-C→`
・.... _. - ; 
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状
を
残
す
も
の

一
両
眼
の
ま
ぷ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
又
は

ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

四
一
手
の
小
指
を
失
っ
た
も
の

＇

五
一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

六
一
手
の
示
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

七
一
手
の
示
指
の
末
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が

．

も
で
き
な
く
な
っ
た
も
の

八
ー
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
几
以
上
短
縮
し

た
も
の

九
一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
叉
は
一
一
の
足

指
を
失
っ
た
も
の

十
一
足
の
第
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
｀

第
一
ー
ー
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た

も
の
叉
は
第
一
＿
一
の
足
指
以
下
の
一
＿
一
の
足
指
の
用

を
鹿
し
た
も
の

- ',9..  
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昭
和
二
十
七
年
十
二
月
＿
―
-
日

広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
八
十
号

．
 

広
島
市
身
体
筒
害
者
更
生
授
産
所
迎
党
規
則

（
こ
の
規
則
の
目
的
）

第
一
条
こ
の
規
則
●
。
広
島
市
身
体
障
害
者
更
生
授
産
所
条
例

．
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
例
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
規
定
に

五
き
、
広
島
市
身
体
闘
暑
更
生
授
産
所
（
以
下
「
更
生
授
産
所
」
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.. ,．,'_＿――― 
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翫

井

信←

広
島
市
身
体
闘
暑
更
生
授
産
所
運
党
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る。 ~
（
庶
務
）

第
八
条
審
議
会
の
庶
務
侠
広
島
市
建
設
局
東
部
復
興
事
称
所
に

お
い
て
処
珊
す
る
。

（
幹
事
及
び
轡
記
）
．

第
九
条
審
議
会
に
，
幹
事
及
び
四
記
若
干
名
を
骰
く
3

2

幹
事
及
び
忠
記
は
．
市
及
び
県
の
吏
負
の
う
ち
か
ら
富
市
長
が

命

じ

又

は

委

闊

す

る

°

・

9

3

幹
事
は
~
委
員
長
の
命
を
受
け
て
．
議
事
を
賂
珊
す
る
。

4

暫
記
は
，
委
負
長
の
命
を
受
け
て
、
庶
務
に
従
事
す
る
。
．

第
十
条
幹
事
は
，
会
議
に
出
席
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

・
（
委
任
規
定
）

第
十
一
9
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
，

i

布
議
会
の
述
営
に
関

し
必
要
な
革
項
は
、
審
哉
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
委
員
会
）

第
七
条
審
議
会
は
．
専
門
に
わ
た
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
．
特

別
委
員
会
を
骰
く
こ
と
が
で
き
る
。

•• 
2

需
議
会
の
議
事
は
、
出
席
委
負
の
渦
半
数
で
決
し
し
可
否
同
数

の
と
き
は
•
9
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

す

令`
・

I
lへi.＇ 

第
十
一
条
迎
営
委
負
会
に
付
識
す
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

．
る
事
項
と
す
る
。
9

.

.

 

一
診
療
に
腐
す
る
事
項

• 

1

1

施
設
に
関
す
る
事
項

11
一
そ
の
他
運
営
に
関
す
る
軍
要
な
事
項
、

（
国
有
財
産
の
保
存
）

第
十
二
条
病
院
長
は
．
病
院
経
営
の
た
め
使
用
す
る
国
有
財
産

（
以
下
「
国
有
財
産
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
｀
苦
良
な
る
管
理

者
の
注
意
を
も
つ
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
前
条
に
い
う
国
有
財
産
と
は
｀
国
の
負
担
に
お
い
て
国

有
と
な
っ
た
財
産
で
あ
っ
て
左
に
掲
げ
ろ
，
も
の
を
い
う
。

一
不
動
産
及
び
そ
の
従
物

か
二
病
院
に
お
い
て
そ
の
用
に
供
す
ろ
椴
械
及
び
煎
要
な
＇
怠
器
具

＿

―

-

前

二

号

に

掲

げ

る

以

外

の

物

品

・

・

第
十
四
条
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
、

国
有
財
産
台
帳
の
写
を
備
え
．
国
有
財
産
に
．
つ
き
増
減
変
更
が
あ

．
っ
た
場
合
は
。
管
理
者
の
通
知
に
基
い
て
直
ち
に
こ
れ
を
記
戟

し
書
1
第
一
ー
一
号
の
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
・
国
有
財
産
以
外
の
物
品

と
区
別
し
、
出
納
管
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
天
災
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
国
有
財
産
を
滅
失
叉
は
き

損
し
た
と
き
は
｀
病
院
長
は
會
直
ち
に
左
の
事
項
を
市
長
に
報
告
ん

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
一
当
該
財
産
台
帳
の
記
載
事
項

二
滅
失
叉
は
き
損
の
原
因
・

-1
一
当
該
財
産
の
区
分
、
数
批
及
び
被
也
の
程
度
｀

＇
四
損
害
見
粗
価
格
及
び
復
旧
可
能
の
も
の
に
つ
い
て
は
｀
復
旧

費
見
込
額

五
き
損
し
た
財
産
の
保
全
又
は
復
旧
の
た
め
と
つ
た
応
急
処
置

（

教

育

及

び

研

究

）

．

第
十
六
条
病
院
長
は
、
常
に
職
員
に
対
し
奮
必
要
な
学
識
経
験
を

有
す
る
よ
う
教
育
を
行
う
と
と
も
に
、
｀
詔
般
の
研
究
を
行
わ
せ
る

も
の
と
す
る
。
｀

'
（
火
災
予
防
）

第
十
七
条
病
院
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
火
災
予
防
並
び
に
火
災
に
際

し

9
,
~

．． 

r
1
2
、
▼
P
u
9
'
，
＂
‘
.

ーL
生
堪
中
ャ
原
訃
;
9
R
'
込

喜

頃

翌

欝

ー

:

伐

n
g

父
所
者
に
対
す
る
処
過
）
＇

第
九
条
所
長
は
．
入
所
者
の
心
身
の
状
態
に
単
意
し
會
滴
当
な
保

護
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
へ
0

,

., 

第
七
条
更
生
授
産
所
の
戦
員
の
勁
謗
時
間
そ
の
他
の
勁
謗
条
件
は

。
本
庁
の
例
に
よ
る
。

（
施
設
内
の
害
虫
駆
除
及
び
消
毒
）

第
八
条
所
長
は
、
消
潔
保
持
の
た
め
、
少
く
と
も
毎
月
一
回
薬
品

を
も
つ
て
施
設
内
の
祖
虫
躯
除
及
び
消
泥
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
五
条
所
長
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
咎
頴
の
送
付
を
受
け
た

'
と
き
は
畜5退
考
の
上
~
入
所
を
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
入
所
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
「
入
所
者
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
忠
類
を
所
長
に
捉
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
保
証
人
一
名
連
署
の
脊
約
審
（
別
記
第
四
号
様
式
）

二
身
元
引
受
害
（
別
記
第
五
号
様
式
）

（
戦
負
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
）

父
所
の
手
続
）

第
三
条
更
生
授
産
所
に
入
所
し
よ
う
と
す
る
者
は
．
保
証
人
ー
名

連
培
の
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
入
所
願
に
．
戸
藉
抄
本
．
別
記

第
二
号
様
式
に
よ
る
腿
朕
饗
汲
び
院
師
の
健
康
診
断
害
を
孫
附

し
＂
居
住
地
を
管
紐
す
る
福
祉
事
務
所
長
を
経
由
し
て
広
島
市
身

体
障
害
者
更
生
授
産
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

｀

第
四
条
福
祉
事
務
所
長
は
｀
蔀
条
の
害
類
の
提
出
を
う
け
た
と
き

は
．
実
間
を
調
査
の
上
．
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
身
上
躙
査
曹

を
作
成
し
｀
前
条
の
固
瑣
に
深
附
し
て
所
長
に
送
付
ナ
る
も
の
よ

す
る
。

と
い
う
。
）
の
述
営
に
阪
し
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
訓
錬
課
程
及
び
授
産
時
間
数
）

第
二
条
更
生
授
産
所
の
訓
純
課
程
及
び
揆
産
時
間
数
は
＂
所
長
が

定
め
る
。 ヽ

.
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イ
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広
島
市
町
界
町
名
地
番
屹
理
審
議
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日

広

島

市

長

翫

広
島
市
規
則
第
七
十
九
号

井

言＇ー

I
――
 

し
て
の
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
対
策
を
た
て
、
職
員
を
区
別

し
7

火
元
取
締
黄
任
者
。
避
難
指
導
責
任
者
及
び
消
火
責
任
者
を

任
命
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

病
院
は
．
少
な
く
と
も
一
＿
一
月
に
一
回
防
火
演
習
を
行
う
0

.

（
報
告
）

第
十
八
条
病
院
は
奮
左
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
殖
営
委
負
会
関
催
状
況
報
告
害

二
健
康
保
険
病
院
診
療
所
事
業
状
況
報
告
害

―

―

―

健

康

保

険

病

院

診

療

所

施

設

調

査

表

｀

四
．
健
康
保
険
病
院
診
痰
所
職
員
給
与
調
疇

五
歳
入
歳
出
予
算
害
・

六
歳
入
歳
出
決
算
報
告
害

（
指
禅
）

第
十
九
条
病
院
の
滴
正
な
事
業
の
述
営
を
行

l

ど
に
つ
い
て
は
、
厚

生
省
及
び
広
島
県
の
指
導
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
市
駅
前
デ
パ
ー
ト
並
び
に
店
舗
住
宅
八
居
資
格
者
審
査
委
員

会
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日

広

島

市

長

翫

井

信

―

―

―

広
島
市
規
則
第
七
十
八
号

広
島
市
駅
前
デ
パ
ー
ト
並
び
に
店
舗
住
宅
八
居
裔
格
者
審
査
委
員

会
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

．

．

 

ー
広
島
市
駅
前
．
テ
パ
ー
ト
並
び
に
店
舗
住
宅
八
居
資
格
者
審
査
委
員

会
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
六
月
十
宜
日
広
島
市
規
則
第
二
十
一
号
）

は

、

降

止

す

る

。

9

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

-．、一
創

.’ 

,
t
 

.
,
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• 

、.、

．． 
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．．．
 

ヽ

点
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.‘ ！点，
4

こ
の
規
則
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
OI

t ・・:、*．．:..
し' . ヽ

ょ． ..,•• ・・• 一ー·,"．．．,999999..a鼻""→._—●9999 9 9 99 99 9七

附

則

第
十
三
条
入
所
者
は
．
こ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
の
外
．
保
殿
指

迎
叉
は
管
理
に
関
し
て
、
．
所
長
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、o
し

ヤ

2

所
長
は
~
入
所
者
の
意
見
又
は
希
累
を
参
し
や
く
し
、
そ
の
処

過
の
改
善
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

父
所
者
の
守
る
べ
き
軍
項
）

第
十
一
条
入
所
者
は
｀
左
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
は
。
所
長

の

許

可

を

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

，

一

外

泊

二
外
来
者
へ
の
宿
泊
許
容

―
―
―
授
産
時
間
外
に
お
け
る
授
茄
用
器
具
の
使
用

2

入
所
者
は
、
疾
病
そ
の
仙
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
休
莱

又
は
退
所
し
よ
り
と
ナ
る
と
き
は
。
あ
ら
か
じ
め
所
長
に
申
し
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

入
所
者
は
、
使
用
室
の
猜
揺
及
び
照
屯
並
び
に
自
己
の
身
辺
の

消
深
保
持
に
単
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
入
所
者
は
．
更
生
授
産
所
の
物
品
を
亡
失
又
は
き
損
じ

た
と
き
は
｀
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
但
し
。
所
長
が
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
と
認
め
た
場
合
は
~
こ
の
限
り
で
な

、。し
第
十
条
入
所
者
は
、
そ
の
処
辿
に
つ
い
て
所
長
に
意
見
又
は
希
望

を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
広
島
市
町
界
町
名
地
香
整
理
審
議
会
規
則

（
設
慨
）

第
一
条
．
広
島
市
役
所
内
に
、
広
島
市
町
界
町
名
地
番
盤
理
審
議
会

（
以
下
「
審
識
会
」
と
い
う
。
）
を
骰
く
。
．

（
任
移
）

第
二
条
審
議
会
は
・
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
興
土

地
区
画
賂
碑
及
び
西
部
復
興
土
地
区
画
整
理
に
伴
う
町
界
．
町
名

及
び
地
番
の
照
理
に
関
し
、
東
部
復
興
土
地
区
画
照
理
施
行
者
広

島
市
長
（
以
下
「
市
長
」
と
い
う
。
）
の
諮
問
に
応
じ
。
必
要
事
項

を
審
議
す
る
。

（
組
織
）

第
一
＿
一
条
審
議
会
は
．
委
負
長
、
澗
委
負
長
各
ー
名
及
び
委
員
四
十

．
式
名
以
内
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

．．
 

2

委
員
は
、
左
に
禍
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
長
が
命
じ
又
は
委

嘱
す
る
。官

公
庁
職
員

一
1

一
公
益
代
表
者

―
―
―
学
識
経
験
者

3
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
°
但
し
。
欠
負
に
伴
う
補
充
委

員
の
任
期
は
＂
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
．

（
委
員
長
及
び
躙
委
員
長
）
、

第
四
条
委
負
長
は
｀
広
島
市
担
任
助
役
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て

る。

2

委
員
長
は
｀
審
議
会
を
総
理
し
。
会
議
の
議
長
と
な
る
。

3

澗

委

員

長

は

。

委

負

が

互

選

す

る

。

．

．

4

副
委
員
長
は
｀
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と

き
柑
そ
の
懺
移
を
代
理
す
る
。

i

・

5

委
員
長
、
副
委
負
長
と
も
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
・
出
席
委
員

が
臨
時
に
委
員
長
を
互
選
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

（
招
躾
）

第

五

条

審

議

会

は

．

委

員

長

が

招

集

す

る

。

‘

（
議
事
）
．

第
六
条
審
議
会
は
｀
・
半
数
以
上
の
委
負
が
出
席
し
な
け
れ
ば
｀
会

議

を

開

ぐ

こ

と

が

で

き

な

い

。
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貨
日

g-

ヽ
h‘

広
島
市
身
体
箇
如
暑
更
生
授
湮
所
長
殿

・氏本戦現

t 
名関業所

係
年

月

13 

生⑰

住

年

今
殷
甜
所
に
入
所
を
許
可
さ
れ
ま
し
た
右
の
者
の
身
元
に

関
す
る
一
切
の
事
項
は
、
私
が
引
き
受
け
歯
所
に
御
迷
惑

を
か
サ
る
よ
う
な
こ
と
は
~
い
た
し
ま
ぜ
ん
。

昭
和
二
十

月

日

住
所
氏
名

身

元

弓l
受

害．

様
式
第
百
号

広
島
市
身
体
節
出
暑
歴
迄
籠
所
長
殿

9 直-一 9•一ー•一・・-●-... . .. > ,..' . •. 、

氏
名

⑰ 

保
証
人
住
所

． ・（第ご：—-下：：：□7了
r -

氏
名

⑰
 と

本
人
住
所

私
捉
所
に
入
所
の
上
は
諸
規
則
を
遵
守
し
~
更
生
に
努
力

致
し
ま
す
。
も
し
、
不
都
合
の
所
為
が
あ
っ
た
場
合
は
、

何
時
退
所
を
命
ぜ
ら
れ
て
も
、
決
し
て
異
議
は
申
し
ま
せ

ん。こ
こ
に
保
証
人
迎
培
を
も
つ
て
究
約
い
た
し
ま
す
。

昭

和

二

十

年

日

月

菩

，
 

約

恨'

様
式
第
四
号

¥
‘,.‘ 
•̀'


r
 

や・_ ['r ー

・、

一I佳ぷ！．
梢

佃

ー

の

．

謡

味

原

因

田
ー
エ
ニ
饂
這
聾

5

畠

．

状

況

卜

、

寮

、

同

居

数

状
況

況
□
〗
[
-
氏
土
言
喜
茫
讐
＿
麟

一

別
こ

状の
は
く

族
弟
か

兄
も

家
親
者（
 

5
蛤

贔

―

‘

―

―

、

三

、

四

慟

特
醗
一
塁
、
自
営
、
帰
郷
、
そ
の
他
＿
噂
環
訊
＿
有
無

保
証
人
は
、
必
ず
身
元
引
受
に
つ
い
て
責
任
あ
る

も
の
と
す
る
。

た
ょ
’
’
'

f
Aニ

た
1

住氏

，

．

L
i
-
r
立
身
体
諒
害
す
g
と

i
薔
苛
偵
殿

調

害

J
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5

非
常
災
出
に
因
り
多
数
の
建
築
物
が
減
失
し
た
場
合
に
お
い

て
．
法
邪
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
内
に
、
お
い
て
は
｀
前

項
の
規
定
は
、
非
常
災
忠
の
発
生
し
た
日
か
ら
一
年
間
に
限
り
．

同
項
中
「
四
分
の
こ
と
あ
る
の
は
「
三
分
の
こ
と
読
み
替
え

•
9,．
．ーて
滴
用
す
る
も
の
と
す
る
。’

.

、

,

.
.

l

|

|

 

広
島
市
防
火
建
幽
”rl
造
成
補
助
金
交
付
規
則

（
こ
の
規
則
立
目
的
）

第
一
条
こ
の
規
則
は
~
防
火
建
築
柑
造
成
補
助
金
（
以
下
「
補
助

金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
補
助
金
）
、

第
二
条
補
助
金
は
．
刷
火
建
築
促
進
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

百
六
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
茄
吏
毎

年
度
予
穿
の
範
囲
内
に
お
い
て
交
付
す
る
。

．

2

補
助
金
は
．
防
火
建
薬
術
の
区
城
内
に
お
い
て
、
耐
火
建
築
物

を
建
築
ず
る
建
薬
主
に
対
し
て
．
法
第
六
条
に
規
定
す
る
当
該
耐

火
建
築
物
の
部
分
に
つ
い
て
~
そ
の
毀
用
に
つ
き
．
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。
•,

3
市
長
は
、
防
火
建
築
併
の
区
域
内
に
お
け
る
刷
火
建
築
物
の
建

築
の
状
況
に
よ
り
必
要
と
認
め
る
と
き
は
~
こ
の
補
助
金
交
付
の

目
的
を
最
も
よ
く
琺
成
す
る
た
め
．
補
助
の
対
象
と
な
る
．
刷
火
建

築
物
に
つ
き
｀
怪
先
順
位
を
定
め
て
補
助
金
を
交
付
し
、
又
は
補

助
金
を
交
付
す
る
場
合
に
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

4

補
助
金
の
額
は
、
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣

が
定
め
た
耐
火
建
梨
物
と
木
造
の
建
築
物
と
の
単
位
面
積
当
り
の

擦
準
建
薬
費
の
差
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
．
補
助
の
対

紋
と
な
る
刷
火
建
築
物
の
床
面
積
の
合
計
を
乗
じ
た
額
以
内
と
す

る。
広
島
市
規
則
第
八
十
一
号

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
日

広

島

市

長

翫

仁
＇
言

1

l

1

 

広
島
市
防
火
建
築
侑
浩
成
補
助
金
交
付
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る。

（
補
助
金
の
交
付
申
肪
手
続
）

第
一
＿
一
条
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
．
策
工
す
る
前

に
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
諮
審
二
通
に
｀
次
に
掲
げ
る
困
類

を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
防
火
建
築
術
述
成
市
毀
補
助
金
交

｀
付
申
昭
柑
内
訳
明
細
困

二
建
築
甚
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勝
謡
知
野
の
写

―
―
―
そ
の
他
市
長
が
必
痰
と
認
め
ろ
笞
類
若
し
く
は
図
面

2
法
人
｀
団
体
及
び
組
合
又
は
共
同
建
築
に
よ
る
代
表
者
は
、
前

項
に
規
定
す
る
困
類
の
ほ
か
｀
法
人
．
団
体
及
び
紐
合
に
あ
っ
て

は
そ
の
定
款
又
は
規
約
を
共
同
建
架
に
よ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

補
助
金
交
付
申
睛
に
つ
い
て
の
委
任
状
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば

な

ら

な

い

。

．

3
建
築
主
は
、
自
ら
施
冗
す
る
場
合
の
ほ
か
.
補
助
金
交
付
申
睛

ま
で
に
、
工
事
施
工
に
関
す
る
拠
約
啓
の
写
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・（
補
助
金
の
交
付
の
決
定
）

第
四
条
市
長
は
。
前
条
の
規
定
に
よ
つ
て
提
出
さ
れ
た
申
肪
由
を

孵
査
し
こ
巡
当
と
認
め
る
と
き
は
．
補
助
金
の
交
付
を
決
定
し
｀

こ
れ
を
別
記
第
一
＿
一
号
様
式
に
よ
る
辿
知
内
に
よ
っ
て
申
昭
者
に
通

矧
す
る
。

.
（
補
助
対
象
内
容
の
変
夏
の
手
続
）

第
五
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
涌
知
を
受
け
た
後

に
、
当
該
刷
火
建
距
物
の
補
助
対
染
内
容
を
変
更
し
よ
り
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
第
一
サ
様
式
に
池

・
て
、
防
火
建
築
侑
沿
成
市
究
補
助
金
交
付
変
更
中
助
墾
一
誦

に
・
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
店
の
•
う
ち
変
更
の
関
係
を
表
・

わ
す
も
の
を
孫
付
の
上
提
川
し
て
、
市
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2

市
長
は
~
前
項
の
規
定
に
よ
る
中
叩
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
変
更
が
支

mが
な
い
と
認
め
る
と
き
は
｀
第
四
条
の
規
定

に
準
じ
て
あ
ら
た
め
て
補
助
金
割
を
決
定
し
。
当
該
巾
防
者
に
対

]
し

て

そ

の

3LI
を
通
知
す
る
。

7
y
.
`
 

J
・r

ャ．f：， l'マ--

※
注
意
い
必
ず
自
分
で
書
く
こ
と
0

但
し
．
自
分
で
杏
け
な

、．
い
と
き
は
代
書
で
あ
る
事
を
明
記
す
る
こ
と
。

叩
疇
需
ぶ
富
紐
疇
男
畠
填
謬
尉
ぃ

ー
し
う
よ
う
に
で
き
る
だ
け
く
わ
し
く
か
く
こ
と
。

じ
一、一可―右

の
遥
り
相
述
あ
り
ま
せ
ん
。

昭

和

年

月

日
（
本
人
氏
名
印
）

年隣I年 1年

月 1月、 I月9
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年
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柄
）
ふ
り
が
な
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一

生
年
月
日
一

害
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9
・

九
疇
人
物
所
見

＇ 

、
°
家
事
手
伝
、
手
芸
行
商
、

八
、
現
在
何
を
し
て
い
る
力
日
一
購
手
内
職
等

＇ 

奮
本
人
の
希
望
す
る
職
業
名
ー
、

2
菖

3
.

四
．
当
所
の
授
産
種
目
だ
け
で
、
自
営
若
し
く
は
職
莱
見

習
又
は
就
戦
で
き
る
場
合
は
そ
れ
で
よ
い
か
。

可

否

或
は
引
続
き
職
業
補
導
を
受
け
た
い
か
．
受
け
た
い
否

五
、
偏
狭
な
思
想
又
は
性
格
を
有
し
て
な
い
か
有
ー
雇

F.

六
。
そ
の
他

.

I

、

義

肢

の

装

済

を

し

て

い

る

か

有

無

2
。

日

常

の

衣

類

を

も

つ

て

い

る

か

有

無

叉
人
所
の
際
の
寝
具
の
用
意
は
あ
る
か
有
無

p

3

‘

温

麟

謳

鰈

謂

唸

っ

た

噂

疇

．

七
、
入
所
中
及
び
終
莱
後
の
処
縦
を
担
当
す
る
身
体
障
害

者
福
祉
司
の
氏
名

,

＇

ー
，
．

一

,
l
,

＂

‘r
:
 

“

ー
'

9

、

ヽ
ー
り
，

d

'
~
勺

4
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9
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＇
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ー
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直

[

害

[

[

[

[

広

-”-

兵I

｝
 

年

月 月 月

年 1学

1

1

"

修
莱
後
の
就
職
に
つ
い
て
、
帰
宅
す
る
、

．
修
業
後
帰
宅
す
る
か
．

．

帰
宅
の
場
合
哀
任
を
も
つ
て
引
受
け
る
者
の

住

齊

．

本
人
と
の
関
係

戟

栗

．

氏

名

出
身
地
以
外
の
土
地
で
就
職
も
し
く
は
自
営
を
希
渥
す

る
場
合
そ
の
土
地
に
頼
り
に
す
る
者
あ
れ
ば
そ
の
人

．

住

所

本
人
と
の
関
係

職

業
氏

名

否

-
＂
入
所
希
望
者
氏
名

身

上

関

究

甚

揺
祉
事
務
所
長
名

.
9
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第七g様式の二．（ n5) 

邸切限靡躙琺施行細則第13条第 1項による

疇 61条に滴食しない部分の）不悩合既存建築物屈(l)

N'）．9 | ．※甚準時昭和

1放地の位袖、＼如li 町 番地1 1防火、1準防火、指定なし
2地城

区

I 

年 月 日

2建物の名称

ヽ
.'も,'

ヽ， ヽ

ヽ

｀ 、’.

1 防火地域は、道路境界線から

奥行十ーメ,....トルの区域です。

2 この防火地域内に含まれてい

る建物の部分だけを「防火地域

に含まれる部分」欄に記入して

下さい。 ' 

3 建物の名称は、例えば「札幌

銀行広島支店」「プランス洋装

，．店」「灰茶店アルプ）しートテ 9.... 

メ」というように記入して下さ

',’ 

・・; ・. 

露た”’

偉地而柏1坪 にI二ル15地
如怖f几

副濁における建築物の規阪、 H饂

建物名構 ．造 階 建 築 延 ペ
防火地域に含まれ

ぶ均1元汀涵戸1数面積面tn|ニニ「延べ面積

--|―|―←-|―|―|―|―| | 
し‘°

巾 ‘ 旧各 4 描造の欄には、ラス張モルク□1三二I三1二Iニ|二1==| ；三二、し二9；悶
ぅ却瞬以後における増應改築

と記入して下さい。

昭/"-1雙胄亭I.fli 沿 「I烈塑I延べI1誓冒こ含まれ ・5 ¥,‘0数は、尊用放字で記入下さ

平月日1物番号改外監 l内壁Iij瞑 I辰根放面栢面柏建築面f叫延べ面柏
6 建物名欄については、別図配

骰図に番号等を付して、番号別

-|―|-|―|―|―|―_J寸―-|―| 1 に記入するなど， 、まぎれないよ

中 酪 うにし•C下さい。

―-|―-|+|―|―|―|―-|-|―|―1-1-1 1 ※印欄は、記入しないて下さ

| .  ＂‘0 

砥如暉臨 疇嘩廊疇直戸言鱈酷諏饂耀
出します。
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昭和年月 8 
広島市長（氏名） ・殿 （住所J

v 屈出者（氏名）
（注意） 召£面を見て下さい。

⑰ 
:ゞ

年 lぐ'

広
島
市
長
（
氏
名
）
殿

ー
-
亀
壬
ヨ
贔
瓢
雷
―̀

し一

巾
閉
者
住
所
氏
名

印

昭
和

年

月

日

防
火
建
築
術
造
成
市
費
補
助
金
交
付
申
叩
密

広
品
市
防
火
建
築
術
茄
成
補
助
金
交
付
規
則
第
一
ー
一
条
の
規

定
に
よ
り
市
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
い
．
の
で
｀
内
訳
明

細
困
及
び
建
築
甚
池
法
に
基
く
確
認
通
姉
古
の
写
等
を
旅

え
て
申
閑
し
ま
す
。

第

J1. 
,J 

i
 

第
一
号
謀
式

・第七号様式の三 (H5) 

広島市建築苗準法施行細則第13条第 1項による

（法第61条に滴合しない場合の）不滴合既存建築

物届 (2)

（注意）敷地内酌既図及び各階平面図を記入して下
さい。

表衷共セクション(5Ill JII角）

ベ

iY.、

,'▼ 

ヽ

1

、

3

建
築
主
の
住
所
叉
は
工
事
施
工
者
並
び
に
工
事
監
碑
者
の
氏
名

叉
は
住
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
切
別
記
第
四
号
様
式
に

・
・
よ
る
名
義
変
更
届
及
び
市
長
の
指
宗
す
る
害
穎
を
提
出
し
な
け
れ

叫
叫
間
｀
胃
“

□〗

2

建
築
工
事
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
工
程
に
逹
し
た
と
き

は
・
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
届
害
に
よ
り
｀
市
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
甚
碇
．
工
事
が
完
了
し
た
と
き
°

.

二
各
階
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
又
は
プ
ロ
ッ
ク
禎
昭
の
工
事
が
完

了
し
た
と
き
。

三
、
器
籠
造
部
及
び
開
口
部
の
工
事
が
耐
火
及
び
防
火
上
有
効

と
認
め
ら
れ
る
エ
粒
に
逹
し
た
と
き
。

i

四
そ
の
他
市
長
が
指
定
す
る
工
程
に
婚
し
た
と
き
。

（
補
助
金
の
交
付
）
．

，
第
七
条
補
助
金
ほ
｀
前
条
の
規
定
に
よ
る
手
綿
を
了
し
｀
当
該
耐

火
建
築
物
の
碑
築
工
事
が
完
了
し
た
後
に
お
い
て
交
付
す
る
。

但
し
。
市
長
は
、
建
築
工
事
完
了
前
に
お
い
て
も
．
当
該
建
築
ヽ
主

の
申
訥
に
基
菱
建
築
の
状
況
に
よ
り
必
痰
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
。
工
事
の
工
程
に
応
●
て
分
割
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
示
監
督
）

＇

第
八
条
市
長
は
。
補
助
金
の
交
付
の
目
的
を
最
も
よ
く
逹
成
す
る

た
め
｀
必
痰
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
目
的
を
逹
成
す
る

の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
．
当
該
建
築
主
に
対
し
て
｀
必
要
な

指
示
を
行
い
、
報
告
忠
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
職
員
を
指
定
し
て
、

贔
補
助
に
係
る
耐
火
建
築
物
又
は
関
係
の
物
件
若
し
く
は
設
計

図
書
そ
の
他
の
明
類
を
央
地
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
前
項
の
規
定
に
よ
る
央
地
検
査
を
行
う
た
め
、
戦
員
が
現
に
居

住
の
用
に
供
し
て
い
る
建
築
物
に
立
ち
入
る
と
き
は
~
あ
ら
か
じ

め
｀
そ
の
居
住
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
前
各
号
の
外
｀
当
該
建
築
主
が
．
法
若
し
く
は
こ
れ
に
茄
＜

-
命
令
叉
は
こ
の
規
則
の
規
定
に
迎
反
し
た
と
き
。

2

市
長
は
畜
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
交
付
の
取
消
若
し
く
は

停
止
叉
は
交
付
し
た
補
助
金
の
返
避
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
建
築
主
に
対
し
て
釈
明
の
た
め
意
見
を

述
べ
｀
及
び
自
己
の
た
め
有
利
な
証
拠
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え

‘
る
も
の
と
す
る
。

（
補
助
金
交
付
の
取
消
．
停
止
叉
は
返
還
の
手
鋭
）

第
十
条
市
長
は
．
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
補
助
金
の
交
付

の
取
消
若
し
く
は
停
止
又
は
交
付
し
た
補
助
金
の
返
還
を
命
じ
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
建
築
主
に
対
し
て
理
由
を
記
載
し
た
別

記
第
八
号
様
式
に
よ
る
害
面
を
も
つ
て
そ
の
9

日
を
通
知
す
る
。

2
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
補
助
金
の
返
逮
を
命
ぜ
ら
れ
た
当
該

建
築
主
は
。
市
長
が
発
し
た
納
付
害
に
よ
り
畜
当
該
補
助
金
を
返

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
地
検
査
に
当
る
戦
負
は
、
そ
の
身
分

を
示
す
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
証
票
を
槻
帯
し
、
関
係
人
の
防

求
が
あ
っ
た
と
き
は
｀
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
交
付
の
取
消
~
停
止
又
は
返
遠
）
．

第
九
条
市
長
は
.
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
建
築
主
が
.
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
建
築
主
に
対
し

て
奮
補
助
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
交
付
を
瑕
り
消
し
、
そ
の

交
付
を
停
止
し
9

又
は
交
付
し
た
補
助
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部

の
返
速
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
補
助
金
を
補
助
の
目
的
以
外
に
使
用
し
た
と
き
。

二
補
助
に
係
る
耐
火
建
築
物
が
建
築
物
の
敷
地
~
樅
造
及
び
建

築
設
備
に
関
す
る
法
律
叉
は
こ
れ
に
某
く
命
令
若
し
く
は
条
例

（
建
築
碁
準
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
協
定
を
含

む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
建
築
さ
れ
た
と
き
。

『

―
―
―
正
当
な
理
由
が
な
く
て
。
補
助
に
係
る
耐
火
建
築
物
の
建
築

工
事
が
第
四
条
の
補
助
金
交
付
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
九
十

日
以
内
に
賄
手
さ
れ
な
い
と
き
。
叉
は
そ
の
完
了
が
著
し
く
遅

れ
た
と
き
。
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第
七
号
様
式
の
次
に
次
の
一
一
様
式
を
加
え
る
。

すun 

こ
の
規
則
往
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
規
則
施
行
の
際
防
止
建
築
布
の
区
城
内
に
お
い
て

0

・
現

に
工
事
中
の
囮
火
建
築
物
に
つ
い
て
は
。
補
助
金
交
付
の
申
諮
を

し
た
時
に
お
け
る
残
工
事
に
つ
い
て
滴
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
。
第
天
条
の
規
定
に
よ
る
荊
エ
届
は
。
補
助
金
交
付
の
申
諮

害
の
提
出
を
も
つ
て
蔚
工
届
の
あ
っ
た
¥
の
と
み
な
す
。

3

広
島
市
建
築
韮
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則

第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
＿
＿
一
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
第
一
項
叉
は
第
一
＿
＿
項
」
を
「

第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
一
＿
＿
項
叉
は
第
六
十
条
第
一
項
」
に

~
「
第
五
十
条
第
二
項
又
は
第
四
項
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
若

し
く
は
第
四
項
又
は
第
六
十
一
条
」
に
．
「
（
第
七
号
様
式
）
」
を
「
（

第
七
号
様
式
又
は
第
七
号
様
式
の
二
及
び
第
七
号
様
式
の
一
＿
＿
）
」
に

改
め
る
。

"J 
1

日

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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建築主の住所氏名
（法人の場合は、

その名称及びその ・
代表者氏名）

'嬰翡誓醤麿I
工事監理者住所氏名
建築士事珈所名 I

這施工者住所氏名I
広島市

建 築 場

、広島市防火建築附造成補助金交付規則第三条第一項第一号による
防火建築侑造成RL環補助今呑ヽ寸由詔珈JJ叩 n日紺由

所
町 番地

用

'',、＿＇，
J 

米

階

方

下

上

平

地

地

高

ー

ー

四

米

門

ば

榊

ー

ー

＇

階

方

l

l

 

メ

メ

平

方
方
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平
平

:
 

平

下
上

地

地

ニ

2
-
2
階

階

ー

|

渕

,

＝

二

階

方

7,-

メ

メ

ー

-. 

券平平

米

陪

方
一

平

下

下

上

地

地
地

数

甜

途

袈

の

青

述

甜

積

数

造

別

言

梱

面

這

嘩

事

工

途

体

築

べ

火

稲

樅

建

延

階

謝

の

陪

床

用

そ

工

総
主

の

と

部

＿
踏
建
概

助

象

ろ

申
る
の

補

対

な

助
係
物

補
に
築
要

分

新築、陪築部分

賄工予定又はf(tryの日
完了一予定・の日

——- . 
建築甚準法に基く確認
年月日及び番号
班存部分

冒昭和

合

年
← 年

年月 し日 Nヽ•.

計

平方メート J¥.,

平方メート）し

胃
、;・ -

さl
合計醤I.

日
＿
日

メート）し:・'

闊
平

額諮申

ー`，＇ー、＇ー、ヽ

l

助

cl侶
侶
仕

補

・-g

※
 

伺
佃

I国廊補助申篇’j:I都

地
＿
道

方
l

府
全

翫I市円 の負担
村小乱 ．

一
円

一計
額

合

．
 

ー

9

,

＇}9
』

し

再
t
 

宮
＂

I庫骰図）

木表は、建物一棟ごとに作成すること。
既に滸エしている場合は、別紙に各階別の工程を具体的に明記し、必要があれば写其を添付すること。
該当文字を0で囲むこと。
同一階を二棟以上の用途に供しようとする場合t芯平面図に用途の異る部分を示し、且つ、その部分
の床面積を記入したものを源付すること。
補助申諮に係る建築物の概痰欄のtlii造欄には、耐火樅造の場合は、その種別を記載するとと。
※印の欄には記入しないこと。

（註）防火建築術、遊路、申祁建築物の位骰等を記入すること。 （別図孫付でもよいo)

.
、

B
 

至
n

畠
嘘
翌
「
転
讐
喜
曇
謬
襲

付
し
た
も
の
で
あ
る
力
ら
，
そ
の
事
努
毀
以
外
に
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

二
補
励
に
係
る
耐
火
建
築
物
の
建
築
工
事
は
、
こ
の
交
付

涌
灯
を
受
け
た
日
か
ら
九
十
日
似
内
に
硝
手
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

――-1
定
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
規
則
第
五

あ
ら
か
じ
め
市
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

認条
に
甚
き
、

ば
な
ら
な
い
。

四
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
。
こ
の
指
令
を
収
；

り
消
し
、
そ
の
交
付
を
停
止
し
，
又
は
交
付
し
た
補
助
金

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返
速
を
命
ず
る
こ
と
力
あ
る

ー
こ
の
指
令
に
迎
背
し
~
又
は
市
長
の
指
示
に
従
わ
な

い

と

き

°

.

2
建
築
基
準
法
（
吼
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
）
―

叉
は
同
法
に
苓
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
述

反
し
て
建
築
し
た
と
き
。

3
建
築
工
事
の
完
了
が
著
し
く
遅
れ
た
と
き
。

4
そ
の
他
不
都
合
と
認
め
る
所
為
が
あ
っ
た
と
き
。

昭
和
年

•

月
日
付
申
謂
に
係
る
防
火
建
築

楷
造
成
補
助
金
に
つ
い
て
は
．
広
島
市
防
火
建
築
帝
造
成

補
助
金
交
付
規
則
第
二
条
の
規
定
に
基
き
｀
昭
和
年

度
（
第

・
次
）
に
お
い
て
．
左
記
の
条
件
を
つ
け
て
金

円

也

を

交

付

す

る

。

．

昭

和

年

月

日

広
島
市
長
（
氏
名
）

⑬ 

広
島
市
指
令
第

ヽ

氏住
名 所

号

広
島
市
防
火
建
築
布
造
成
補
助
金
交
付
規
則
第
四
条
に
よ
る

補

助

金

交

付

通

知

苔

第
一
ー
一
号
様
式
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広
島
市
特
察
条
例
第
九
条
に
よ
る
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
位
骰
．

名
称
及
び
管
籾
区
城
等
に
関
す
る
規
則
を
靡
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

;
．
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

．．

．

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

広
島
市
規
則
第
八
十
三
号

広
島
犯
器
梁
例
第
九
条
に
よ
る
派
ui所
及
び
駐
在
所

の
位
樅
、
名
称
及
び
研
日
桔
区
城
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
[

9.＂，
止
す
る
規
則
．

，

・・
広
品
市
籾
察
条
例
第
九
条
に
よ
る
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
位
匹
．？

名
称
及
び
管
籾
区
城
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
―
―
―

十
一
日
規
則
第
六
十
号
の
二
）
は
、
磁
空
芽
る
。
し
い

．芯

予
・
〗' •• 

5
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、
広
島
市
衛
生
事
移
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
'

’
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

．

，

、

広

島

市

長

翫

井

信

一

―

―

広
島
市
規
則
第
八
十
一
一
号

，
広
島
市
附
生
事
務
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

．改

正

す

る

規

則

“

・
・
広
島
市
衛
生
事
移
委
任
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
一
ー
ー
年
十
二
月

一
日
広
島
市
規
則
第
五
十
一
一
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。第
二
条
第
四
号
を
削
り
．
同
条
第
五
号
を
第
四
号
と
し
~
以
下
順

次
繰
り
上
げ
．
同
条
第
五
十
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
十
八
兒
窟
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
二
色
条
第
一
項
の
規
定
に
基
く
母
子
手
帳
の
交
付
に
関
す

r

る
こ
と
。

五
十
九
児
窟
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
一
．
＿
＿
年
厚
生
省
令
第

．
十
一
．号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
某
く
保
健
指
導
票
の
交
付

[
に
関
す
る
こ
と
。

ヽ

．

附

則

こ
の
規
則
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
1
1

十
七
年
十
一
月
二
十
六
・
日
午
後

,
1

時

9

.

 
広
島
市
役
所
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．．
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91
 

＇ヽ

．
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広
島
市
告
―
―
―
―
号

・

示
第
有
ナ

＇ 

••· 

．
 

i“'
、
昭
和
ー
・
一
十
七
年
十
一
一
月
十
九
日
＇

．

Y
 

・
・
＇

場
・‘
,

．

‘
、
'

,
；
広
島
市
長
・
〗． ．

ぃ
浜5
.，
賃井
•
,
\、

．
信~

ーヘ．．
り[
.

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
午
後
一
時

広
島
市
国
泰
寺
町
三
十
九
番
地

広
島
市
庁
舎
内
第
二
狼
員
控
室
（
三
階
）

広
島
市
八
丁
堀
一

I-+＝
一
番
地

山

田

正

一

広
島
市
白
島
九
軒
町
一

1

一
十
四
番
地

設
計
室
、
材
料
骰
場
~
延
―
―
―
―
入
六
0
平

方

米

．

七

｀

地

域

別

住

居

地

域

．

9
”
 

広
島
市
告
示
第
百
十
二
号

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
九
日

広

島

市

長

浜

井

左
記
の
通
り
臨
時
広
島
市
談
会
を
招
集
す
る
。

.
a
 

ヨR

一
。
招

111H時

一
。
招
集
場
所

信
3
 .., 

―
―
-
、
申
脳
者
住
所

四
冑
申
睛
者
氏
名

五
｀
建
築
場
所

六
＂
用
途
慨
要

コ
吾

a

一
、
開
催
日
時

ニ
。
開
催
場
所

4
 

広
島
市
告
示
第
百
十
一
号

建
築
甚
準
法
第
五
十
四
条
に
甚
き
、

る
聴
聞
を
行
う
。

昭
和
二
十
仕
年
十
一
月
十
八
日

広

島

市

長

翫

井

信

左
記
の
と
お
り
｀
公
開
に
よ

◎
告

ホ

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

a
 

ヨ
n

一
、
昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追
加
更
正
．
．
‘
i

て
広
島
市
＇
馘
員
等
の
旅
炭
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
一

例
制
定
に
つ
い
て

一
、
広
島
市
公
安
委
員
会
の
行
う
許
可
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

＾

て
広
島
市
舒
察
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
．
．

．
．
．
 

て
広
島
市
榜
察
賞
じ
ゅ
つ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
．r

つ
い
て

一
、
広
島
市
咎
察
表
彰
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
・

て
-
＂
菩
察
吏
員
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て

．． 

、

一
、
広
島
市
消
防
等
賞
じ
ゅ
っ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
庭

に
つ
い
て

1"
消
防
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
摺
給
付
に
関
す
る
条
例
制
定
に
―

つ
い
て
．

て
広
島
市
身
体
陣
害
者
更
正
授
産
所
条
例
制
定
に
つ
い
て

・

[

．
て
昭
和
．
二
十
七
年
度
広
島
市
消
防
施
設
痰
備
瑣
粟
毀
公
債
方
法
．
．

一
｀
昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
中
央
師
売
市
場
贈
築
瑣
莱
毀
公
債

．

方
法

一
；
昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
小
学
校
建
設
事
業
費
公
似
方
法
r
‘

一
昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
学
校
災
害
復
旧
事
業
毀
公
債
方
法
、

「
昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
冷
蔽
庫
建
設
事
莱
毀
公
低
方
法
中
変

更
に
つ
い
で

一
~
企
業
職
負
の
給
与
の
種
類
及
び
甚
準
を
定
め
る
条
例
制
定
に
つ

c
 

＞ヽ

．．
 

-
,
•
•
水
道
局
戦
負
で
、
}
.
｀
労
鋤
組
合
を
結
成
し
｀
又
は
こ
れ
に
加
入
す

る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
者
の
範
囲
を
定
め
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

-
．
（
水
道
企
業
組
織
に
関
す
る
条
例
拡
行
に
伴

i
関
係
炎
例
の
賂
碑

．
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

-
｀
・
・
広
島
市
水
道
事
莱
基
本
計
画
決
定
に
つ
い
て

．

十
一
月
二
十
六

8
招
集
の
臨
時
広
島
市
議
会
に
付
す
る
事
件
は
｀

左
記
の
通
り
。
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毀
金
参
依
七
千
五
百
万
参
千
四
百
四
拾
五
円

金
壱
千
参
百
九
拾
五
万
参
千
参
百
八
拾
四

円

て
教
育
委
員
会
究

ニ
・
小
学
校
．
．
袈
金
四
千
九
百
参
拾
九
万
参
百
四
拾
壱
円

、
―
―
-
｀
中
学
校
毀
金
式
千
六
拾
八
万
五
千
七
百
四
拾
九
円

四
、
高
等
学
佼
費
金
式
千
九
百
五
拾
七
万
壱
千
六
百
七
拾
円

五
~
図
困
館
袈
金
壱
千
式
拾
七
万
五
千
八
百
式
拾
八
円

公
民
館
費
金
百
八
拾
七
万
八
千
百
拾
七
円
＿

”
.‘. 
ブ七

．
社
会
教
育
袈
金
式
百
式
拾
七
万
式
千
百
七
拾
八
円

ぃ．九
．
学
校
営
紐
費
金
式
憶
参
千
九
百
五
拾
五
万
七
千
円

+
、
諮

．J

o
.

『．

毀
金
四
百
六
拾
式
万
参
千
五
百
参
拾
八
円

七
五
会
労
働
施
設
炭

・金
饂
碑
脳
千
五
百
六
拾
四
万
五
千
参
百
八

..
―
―
―
•
福
祉
事
務
毀
金
百
拾
壱
万
七
千
五
百
円
。

六
、
保
育
，
所
究
金
千
百
参
拾
参
万
千
四
百
円
り

七
．
厚
生
諮
費
金
六
百
拾
式
万
千
攀
百
円

、

．

八
、
、
公
園
姦
苑
毀
金
西
五
拾
五
万
参
千
五
百
参
拾
四
円

宝
｀
捉
老
院
費
金
四
百
六
拾
五
万
五
百
七
拾
式
円

．．

一

：
金
式
拾
四
万
円

英

身

体

恩

暑

福

•
t

s.
、
い
祉
袈
．
．．心

.
，

金
弐
百
六
拾
四
万
五
千
五
百
五
拾
円

-
.
＋
祠
厚
生
援
施
施
設

q
.

費

”.‘
/

・
大
、
厚
生
接
臨
費
金
百
五
拾
万
円
、

l
 

ー
~
消
路
維
持
修
繕

費
：

『
．
橋
梁
維
持
修
紐

毀

、

三
、
河
川
維
持
修
紹

l

．．茨

四
~
造
湾
維
持
修
紐

衆

六
．
教

育

金
壱
千
七
百
四
拾
式
万
五
千
四
百
八
拾
円
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‘

•
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.
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-

、
'～，
 

-t-
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，祖

ー

金
八
拾
四
万
壱
千
円

金
六
百
六
拾
万
五
千
円

金
参
千
五
百
八
万
四
千
百
八
拾
四
円

- 贔` ・ -三可―-
（`第亀80号）,ヽ、' .,:・. ?・・ 、.'・'

写
三ニー

土｀ ｀ • 
・消消笞

木；防
団防察

費炭衆毀

四

．

魯

察

消

防

炭

て

保

健

所

費

―
―
-
．
伝
染
病
予
防
毀

布

結

核

予

防

費

•
八
．
舟
入
病
院
毀

九
~
循
生
試
験
検
査

費

十
一
。
下
水
道
毀

苓
下
水
道
調
査
探

考

汚

物

処

珊

喪

毒

屠

楊

喪

苓

火

葬

楊

毀

．

苓

体

育

毀

内
狂
犬
病
予
防
費

―10・

舟
入
病
院
建
設

毀

，

九

。

産

業

経

済

袈

•

9-
．
商
工
諮
翌

二
.
炭
水
産
諸
費

五
゜
瀧
漑
所
．
既

六
~
工
芸
指
導
所
災

｀
 

七
．
中
央
卸
売
市
場

．
費
．

＇

．
~
金
拾
七
万
円

八
．．
 

園
芸
綜
合
指
導

所
毀

．

九
~
土
地
改

・良
費
金
四
拾
万
九
千
円

壱

千

万

円

，

+
、
中
央
卸
究
市
場

＇
・
・
地
薬
費

，

ヽ

十
●
財

・
産

費

金

四

拾

八

万

参

千

円

二
：
財
産
管
理
費
金
四
括
八
万
参
千
円

．．．
 

翌

統

計

調

査

費

金

八

万

円
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．
 

金
式
倍
参
千
八
百
式
拾
八
万
五
千
八
百
五

拾
式
円

金
壱
億
四
千
拾
四
万
九
千
八
百
七
拾
壱
円

金
八
千
九
百
九
拾
七
万
六
千
円

金
八
百
拾
五
万
九
千
九
百
八
拾
壱
円

金
壱
億
四
千
八
百
拾
八
万
九
千
四
百
九
拾

八
円
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刃

卜`

r
肱
肛
恥
＃
ば
蘭

t"

I

t

i・'・

← • 

金
六
拾
六
万
f
心
千
円

金
登
百
七
拾
七
万
九
千
円

り

金
六
千
九
拾
六
万
五
千
参
百
九
円

金
式
千
百
四
拾
八
万
千
百
六
拾
円

金
四
百
七
拾
万
五
千
蕊
百
六
拾
円

金
参
拾
参
万
六
千
円
・

金
参
拾
四
万
五
千
円

金
式
千
四
百
四
拾
万
五
千
弐
百
壱
円

金
八
拾
万
七
千
九
百
円

金
千
六
百
五
拾
式
万
七
千
八
百
四
拾
円

金
四
百
六
拾
万
八
千
式
百
円
.

金
百
四
拾
式
万
参
千
百
四
拾
壱
円

金
百
五
拾
六
万
四
千
五
百
七
拾
円

金
式
百
参
万
七
千
式
百
式
拾
円

金
七
拾
八
万
七
千
円

!
O
"

厚
生
施
設
建
設

要

ー

ー

。

四

讐

噸

-

l

-

l

．
ヤ
誌
臨
施
設
費

．
 

八

奮

保

健

衛

生

毀

金
百
拾
九
万
四
千
円
・

轟
噂
千
六
百
参
拾
九
万
式
千
九
百
六
拾

ヽ

金
七
百
拾
万
式
千
七
百
式
拾
円

金
五
百
式
拾
六
万
九
千
円

金
千
参
百
九
拾
四
万
五
千
六
拾
五
円

金
参
百
五
拾
式
万
五
千
参
百
七
円

金
式
百
六
拾
式
万
参
千
円

金
五
百
万
円

．． 

↓!4-

広
島
市
告
示
第
百
十
八
号

十
二
月
二
月
市
談
会
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
七
年
度
広
島
布
特

別
合
計
建
設
賛
入
出
予
算
追
加
更
嬰
要
領
は
：
次
の
遥
り
で
あ

●
0

但
し
｀
．
こ
の
予
算
は
｀
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。

靡
―
―
十
七
年
十
二
月
二

13
..9.
..•

•• 

広
島
市
長
・
、．浜
．
井

~．
＂
信
―
―
―

昭
和
二
十
ゼ
鷹
広
島
市
特
別
会
計
建
設
婢
歳
入
出
予
算
追

一
~
統
計
調
査
喪

考

選

挙

費

一

．

選

挙

毀

専

公

債

費

-
,
-
R
利
償
還
金

吝

災

害

復

旧

費

一
~
公
共
土
木
施
設

災
害
復
旧
残

-
1

．
都
市
災
智
復
旧

費

弓
災
害
公
営
住
宅

復
旧
衆

屯

諸

支

出

金

=
-
、
滞
納
処
分
袈

四
、
特
別
会
計
繰
出

金

六
。
過
年
度
支
出

七

。

雑

支

出

・
九
．
東
京
出
張
所
費

咤
一
戸
蒋
住
民
登
録

要
J

金
九
万
壱
千
円

右
。
原
燦
犠
牲
者
供

壺
費

金
参
百
万
円

大
、
防
火
建
築
柑
造
．
、

成
費

、

歳

出

合

｀

．

計

．金
七
千
壱
百
五
拾
式
万
七
千
百
五
拾
円

歳
入
出
差
引
残
金
な
し
・

＇` ‘. 

．・

'` 

金
壱
千
五
百
五
万
七
千
円

金
壱
千
参
百
四
拾
式
万
壱
千
円

金
式
百
万
式
千
円

金
拾
五
万
五
千
円

金
八
拾
式
万
式
千
円

金
参
千
四
百
七
拾
八
万
六
千
円

金
式
拾
参
万
八
千
円

金
壱
千
八
百
四
拾
五
万
壱
千
円

金
壱
千
七
拾
五
万
壱
千
円

金
四
千
式
百
四
万
式
千
円

金
八
万
円

金
四
拾
万
円

金
四
拾
万
円

金
式
百
六
拾
式
万
八
千
円

金
式
百
六
拾
式
万
八
千
円

金
七
千
壱
百
式
拾
四
万
四
千
円
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広
広
島
市
告
示
第
百
十
四
号

.[
．
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五

H

広

島

市

長

浜

井
．
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広
島
市
告
示
第
百
十
五
号

左
記
の
者
に
対
す
る
昭
和
二
十
七
年
度
不
動
産
差
押
調
書
住
所
不

十
＿
一
月
一
＿
日
市
議
会
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
歳

入
出
予
罫
追
加
更
正
の
那
領
は
、
次
の
涌
り
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の

予
算
は
0
J
w
H
こ
れ
を
旅
行
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
―

-
H

広

島

市

長

浜

井

佑

―

―

―

昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追
加
更
正

入

歳

税
金
八
位
壱
百
式
拾
四
万
五
千
七
百
八
拾
七

円金
七
億
七
千
参
百
九
拾
八
万
参
百
九
拾
円

金
式
千
七
百
式
拾
六
万
五
千
参
百
九
拾
七

円
‘

金
式
億
五
千
式
百
式
拾
参
万
四
百
式
拾
八

円

一

．

普

通

税

二
．
旧
法
に
よ
る
税

牧
入

．．

二
．
也
方
財
政
平
衡
交

伊
金

七

｀

県

支

出

・
金

一

｀

交

付

金

二
~
補
助
金

八

。

寄

附

．金

一

、

寄

附

金

十

．

繰

越

金

一
｀
前
年
度
繰
越
金

土

．

雑

牧

入

．
二
、
弁
恨
金
及
び
報

恨
金
・

―
―
-
．
物
品
売
払
代
金
金
壱
千
百
九
拾
八
万
五
百
円

六
．
雑

・

入
金
式
千
式
百
四
拾
四
万
八
千
五
百
式
円

写

市

依

金

参

偲

四

千

壱

百

九

拾

万

円

一
、
市

L

依
．
金
参
億
四
千
壱
百
九
拾
万
円

、

・・

・
金
式
拾
億
壱
千
六
百
式
拾
参
万
六
千
九
百

歳

入

合

・

・

計

五

拾

参

円

歳

入

一

．

談

会

贅

金

式

千

参

百

拾

八

万

参

千

八

百

壱

円

一
、
市
議

．．
 

会
焚
金
式
千
参
百
拾
八
万
参
千
八
百
壱
円

二

．

役

所

殺

金

式

低

八

千

八

百

八

万

七

百

七

拾

六

円

金
式
位
四
千
九
百
八
拾
参
万
九
千
四
百
八

喪

拾

参

円

金
参
千
八
百
式
拾
四
万
壱
千
式
百
九
拾
参

費
．．
 円
’
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ヽ

一
｀
役

所

信

千
一
月
二
十
六
日
招
集
の
臨
時
広
島
市
議
会
に
付
す
る
追
加
硝
件

は
．
左
記
の
通
り
。
．

．

．．．
 

a
 

き
＂

ー
。
広
島
市
戦
災
児
育
成
所
条
例
制
定
に
・つ
い
て

r
•
寄
附
受
納
に
つ
い．て

・

て
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

•

q
ー

一

廿

・

ー

，
•
-
昭
和
一1十
七
年
度
広
島
市
特
別
会
計
公
益
質
屋
費
歳
入
出
予
算

[
-
追
加
更
正
‘‘

•• 

•
•
昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
特
別
会
計
建
設
費
歳
入
出
予
算
追
加

．
更
正
．
．
．．．．． 

~
自
昭
和
二
十
六
年
度
至
昭
和
＿
＿
＿
十
六
年
度
広
島
市
第
一
期
下
水

い
道
築
造
事
業
喪
維
続
年
期
及
び
支
出
方
法
中
変
更
に
つ
い
て

、
広
島
市
競
輪
場
条
例
制
定
に
つ
い
て

＂i
 

．

．
 広

島
市
競
輪
条
例
制
定
に
つ
い
て

．

．
契
約
締
結
の
承
認
に
つ
い
て

＇

。
契
約
締
結
の
承
認
に
つ
い
て

,
。
契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
て

ヽ
會
契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
て

．

＿
＿
。
契
約
締
結
の
同
齊
心
に
つ
い
て

一
．
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

一
．
〗
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

一
．
予
箕
外
義
務
負
担
に
つ
い
て

一
．
予
算
外
義
務
負
担
に
つ
い
て

一
．
契
約
締
結
の
同
窓
に
つ
い
て

一
．
財
産
の
取
得
に
つ
い
．
て

一
．
予
郭
外
義
務
負
担
に
つ
い
て

広
島
市
告
示
第
百
十
七
号

広
島
市
告
示
第
百
十
六
号
の
一
―

昭
和
二
十
七
年
度
市
民
税
第
一
＿
一
期
督
促
状
市
内
昭
和
町
中
野
春
芙

外
ー
。
九

0
五
件
住
所
不
明
の
た
め
送
逹
不
能
に
つ
き
．
地
方
税
法

第
二
十
条
並
び
に
広
島
市
税
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
｀
十
二

月
一
日
か
ら
十
二
月
干
＿
―
-
日
ま
で
の
十
四
日
問
公
示
す
る
。

な
お
畜
右
公
示
分
の
怪
促
指
定
期
限
は
。
昭
和
二
十
七
年
十
一
月

二
十
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
と
あ
る
を
同
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
十

＿
一
月
．
二
十
四
日
ま
で
に
変
更
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
一
日

広

島

市

長

浜

井

信

明
の
た
め
送
逹
不
能
に
つ
き
J
t

地
方
税
法
第
二
十
条
及
び
広
島
市
税

条
制
第
十
一
条
に
よ
り
公
示
す
る
。

．
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日

広

島

市

長

浜

コ
き
日

広
島
市
践
音
町
―
―
―

-
0番
地

．

寺

田

．．
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一
｀
地
財
政
平
衡
金
式
億
五
千
式
百
式
拾
参
万
四
百
式
拾
八

．”

.パ
円

．
．

交
茄
金

金
九
拾
五
万
式
千
六
百
四
拾
参
円

t
-

、
公
企
業
及
び
財
産

牧
入

五
｀
財
産
売
払
代
金
八
万
式
円

写
使
用
料
及
び
手
数
金
壱
億
壱
千
六
百
拾
万
七
千
六
百
五
拾
式

料

金

円

金
八
千
参
百
七
拾
六
万
式
千
式
百
四
拾
壱
．

て

使

用

料

円

二
、
手
数
料
金
参
千
式
百
参
拾
四
万
五
千
四
百
拾
壱
円

六
、
国
庫
支
出
金
金
四
億
壱
千
九
百
九
拾
式
万
五
千
拾
六
円

-.

金
四
低
壱
千
九
百
六
拾
万
参
千
九
百
七
拾
｀

．
壱
円

ー
。
国
庫
補
助
金

金
式
千
四
百
式
拾
四
万
六
千
百
六
拾
七
円

金
七
百
五
拾
五
万
四
千
円

-
..

金
壱
千
六
百
六
拾
九
万
式
千
百
六
拾
七
円

金
八
百
八
拾
四
万
式
千
壱
円

金
八
百
八
拾
四
万
式
千
壱
円

金
四
百
八
拾
八
万
壱
千
壱
円

金
四
百
八
拾
八
万
壱
千
壱
円

金
四
千
六
拾
五
万
六
千
式
百
五
拾
八
円

・

金
式
百
拾
壱
万
参
千
八
百
四
拾
式
円
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未
指
定
地
補
充
換
地
予
定
地
指
定
及
在
仮
換
地
予
定
地
変
更
指

疇、
淀

名

簿

．
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'Jヽ
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て
・
＂
俯
換
地
予
定
地
が
補
充
並
び
に
変
更
に
決
定
し
た
か
ら
、

関
係
者
は
東
部
復
興
事
務
所
で
詳
細
承
姉
さ
れ
た
い
。

2

土
地
所
有
者
に
対
す
る
仮
換
地
予
定
の
指
定
通
知
害
は
｀
土

9

地
所
有
届
を
提
出
済
の
者
に
の
み
送
逹
す
る
。
な
祖
土
地
所

9

9
有
届
を
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
者
は
、
至
憩
提
出
さ
れ
た
い
。

．
3

今̀
回
発
表
の
土
地
を
、
兜
却
又
は
腹
渡
す
る
と
き
は
、
事
前

に
必
ず
東
部
復
興
事
務
所
に
協
議
の
上
取
り
述
び
願
い
た
い
。

・
万
一
連
絡
●
な
い
場
合
は
．
決
定
し
た
板
換
地
を
収
り
消
す
こ

と
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
．
始
非
連
絡
方
実
行
願
い
た
い
。

4

前
記
仮
換
地
予
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
び
借
地
梱
そ
の

•
他
の
権
利
に
つ
い
て
は
．
追
つ
て
指
定
す
る
。

a
 

音

n

1

第
二
十
三
回
末
提
定
地
補
充
換
地
予
定
地
指
定

別
紙
記
載
の
通
り
。

2

第
一
―
―
十
一
回
仮
換
地
予
完
地
変
更
指
定
中
未
発
表
の
も
の

．

別

紙

記

載

の

凪

り

。

｀

3

第
一
―
-
＊
四
回
仮
換
地
予
定
地
変
更
指
定

別
紙
記
載
の
通
り
9

―
-
．
,
．
仮
換
地
予
定
地
指
定
取
消

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
土
地
区
画
整
理
施
行
に
伴
い

．
先
に
指
定
し
た
左
記
の
仮
換
地
予
定
地
は
．
土
地
区
画
賂
珈
委
員

会
の
時
問
を
経
て
指
定
を
取
り
消
す
1
,
J

と
に
決
定
し
た
か
ら
｀
，
関
係

者
は
、
東
部
復
興
事
膀
所
で
、
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

a
 

翌

n

も
四
．
フ
P

ッ

●

七

詞

地

．

大

祓

省

関
係
図
害
緞
究
栂
所

．

、

広
島
市
某
町
．

広
島
市
建
設
局
東
部
復
興
事
移
所
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一
｀
第
二
十
＿
＿
＿
回
未
中
島
本
町
0
?
―
九
広
島
桐
中
島
本
町
一
0
予
呑
広
島
市
中
島
本
町
1
0己

J
九
六
広
島
市

充

換

地

予

定

地

指

定

，

同

町

0

モ

J

早

0

同

同

町

一

0

ぞ

含

同

，

同

町

1

0

立

J

九

七

同

同

町

一

0

立

J

六

四

同

同

町

一

0

写

／

九

＾

同

同
町
0
そ
J
-
1
1
同

土
地
所

．

同
町
ィ
、
1
0
そ
’
益
同
同
町
．
‘
1
0
写
？
R

ャ
同
．
ぃ

t

土

地

所

在

有

者
一

同

町

一

〇

そ

l

六

六

同

同

町

豆

J

-

8

同

町

名

一

地

番

ー

氏

名

同

町

0

写

J

-

t

-

＝

同

四
＾
＿
J
-
―
-
広
島
市
同
町
0
写
l
-
1
-
l
―
同

同

町

一

〇

呼

l

六

七

同

同

町

豆

1

1

0

一

同

｀

鶴
見
町

豆

と

同

同

町

0

乎

慕

同

同

町

l

o

平

／

六

＾

同

同

町

―

C
手
1
1
0
1
!
同

中
島
本
町

同

町

一

露

J

＝

ー

同

同

町

0

チ

ー

-

1

年

同

＿
同
町
一
0
平
J
六
九
同
同
町
一
6
そ
"
'
1
0
1
!
一
同

同

町

一

〇

呼

I

七

0

同

同

町

一

冠

/

-

o

g

同

同

町

一

0

号

l

＃

同

同

町

0

呼

J

一

共

同

一
同
町
一
0
号
／
七
一
同
同
町
・
一
0
立
J
-
0
主
同

同

町

一

〇

干

盆

同

同

町

〇

手

J

-

1

七

同

一

同

町

1

0

芋

J

芸

同

同

町

一

6

モ

J

-

0

六

同

．

同

町

一

〇

ヰ

J

写

同

同

町

0
ヰ
l
-
―
-
＾
同

同
町
l
o
写
l
芸
同
同
町
一
〇
手
J
)
0
-
¥
1
同
、

同

町

一

0

立

ノ

六

同

同

町

0

写

J

一

元

同

同

町

一

0

ヰ

J

七

四

同

同

町

一

Q
手
J
1
0
＾
同

同

町

一

9

ヰ

／

七

同

同

町

0

平

l

g

o

同

同

町

＿

0

ヰ

I

七

ヰ

同

同

町

一

露

J

一

兌

同

同

町

一

〇

ャ

ー

＾

同

同

町

0

ヰ

l

g

一

同

同

町

一

0

写

l

共

同

．

同

町

1

0

ぞ

J
―
1
0
同

同

町

豆

ぶ

同

．

同

町

0

ヰ

／

匹

＝

同

同

町

l

o

ユ

ー

指

同

同

町

1

0

乎

l
-
I
―
同

．

同

町

豆

J

1

0

●

同

町

0

テ

翌

同

同

町

一

〇

ヰ

／

七

八

同

同

町

一

0
主
l
-
―
―
―
同
・

同

町

一

〇

ヰ

l

＿

一

同

同

町

0

手

J

器

同

同

町

一

0

ヰ

ぶ

如

同

同

町

一

0

乎

J
―
―
写
同

同

町

一

0

ヰ

I

-

―

―

同

同

町

0

i

l

匹

写

同

同
町
一
〇
予
J
^
0
同
．
同
町
1
0
モ
ー
l
＿
四
同
．

同

町

1

0

干

J

-

=

1

同

｀

同

町

0

ヰ

J

巽

同

同
町
l
o
]
ブ
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^
-
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詞
・
同
町
一
〇
ヰ
J
一
哀
同

同

町

l

o

デ

一

四

同

同
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0

年
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老

同

同
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o
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ー
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同
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同
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0
呼
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六
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0

テ
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写

I

四

＾

同

同

＇
町
・
・
-
0
テ
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手
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ー

0

号
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―

六

同

同

町

0

テ

晃

同

同
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．
＿
弓
＾
内
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同
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1
0
~
"
'
1

l
＾
同
・
・

同

町

．

一

0

号
I

七

同

同

町

0

モ

ー

早

0

同

同
＇
町
豆
l
＾
写
同
同
町
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1
0
ヰ
と
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九
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i

o
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J

-
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・

同
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〇

呼

J

立

一
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I
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=
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0
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0
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J
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町
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J
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テ
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0
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豆
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-
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ー
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吾
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立
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九
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1
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1
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同

町

0
号

培

同

同

町

一

〇

ユ

ー

品

同

一
同
．
い
町
J
.
,

．
豆
I
九
＿
二
回
．

同
町
[
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0
ヰ
．
l
-
表
同
・
・

同

町

一

呈

I

一

互

同

同

町
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六
四
J

-

六
四
I
六

吾
―
／
一
外
二
筆

五
七
J

二
外
＿
一
節

五
八
J

ー
外
一
笹

五
八
J

四
外
一
筆

五
九
J

一
外
一
筑

五
九
）
四

七
六
外
五
筵

大
須
賀
町

大
手
町

八
丁
目

同

町
立

町

竹

屋

町

同

町

富
士
見
町

同

町

昭

和

町

同

町

大
手
町

七
丁
目

同

町
同

町

同

町

同

町

大
手
町
．

八
丁
目

同

町

同

町

基

町

．
 

原

竹

夫

山 横 新 岡 山 松 日 J¥.
本幡

本田崎田崎村電ミ
信 ．、））

憲太貞吉昌
冨電
士話外

公一
ー・人 人 郎 洋 雄 社 名

：，＇會 、， ．．：， ‘， •一ニニー

日
本
電
信
電
話
公
社

満

景

寺

経
理
課
庶
移
係
｀
経
理
係
｀
料
金
係
，
徴
牧
係

．

給
水
課
庶
移
係
．
エ
孫
係
．
工
事
係
．
涸
水
係

施
設
課
庶
移
係
｀
計
画
係
．
エ
咽
係
、
拡
張
係

海
水
課
庶
移
係
．
運
転
係
．
水
質
係

，．

第
二
条
事
移
処
理
上
必
要
な
と
き
は
、
事
蒋
所
又
は
事
業
所
を
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

'

第
三
条
課
及
び
係
に
長
を
骰
く
。

2

局
長
、
課
長
及
び
係
長
に
は
．
事
謗
吏
負
叉
は
技
術
吏
員
を
も

つで
J

れ
に
あ
て
る
。

第
四
条
局
長
は
．
管
理
者
を
補
佐
し
、
各
課
の
事
移
を
統
咄
迅
理

す
る
。

2

課
長
及
び
係
長
は
．
上
司
の
命
を
受
け
て
所
管
の
事
務
を
掌
理

し
會
所
屈
負
を
指
揮
監
督
す
ろ
。

誓
条
局
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
往
主
管
課
長
が
そ
の
事
嬰

代
理
し
．
主
管
課
長
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
条
に
定
め

る
課
の
配
列
順
序
に
よ
っ
て
そ
の
課
長
が
こ
れ
を
代
理
す
る
。
'

2

課
長
に
革
故
が
あ
る
と
き
は
．
主
管
係
長
が
そ
の
事
務
を
代
理

し
、
主
管
係
長
に
も
瑕
故
が
あ
る
と
き
は
．
上
席
の
係
長
が
そ
の

事
謗
を
代
理
す
る
。

．

3

主
管
係
長
に
寓
故
が
あ
る
と
き
は
｀
上
席
の
係
員
が
そ
の
事
移

を
代
理
す
る
。

第
六
条
載
員
（
係
長
を
除
く
。
）
の
係
迎
屈
は
。
課
長
が
定
め
、
文

書
を
も
っ
て
上
司
に
報
告
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

第
七
条
課
及
び
係
の
事
移
分
掌
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

紐
理
課

庶
移
係

一
庁
内
取
締
に
関
す
る
こ
と

二
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

三
庁
舎
の
維
持
管
珊
に
関
す
る
こ
と

四
総
合
企
画
に
関
す
る
こ
と
．
．
，
．

五
局
長
の
特
命
に
関
す
る
こ
と

，
六
••
投
需
等
の
世
論
の
処
殴
に
関
す
る
こ
と

七
．
水
道
協
会
に
関
す
る
こ
と
．

ぃ．．

．

八

巷

翠

．例
規
に
関
す
る
こ
と
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哨
贔一

第

（
目
的
）

第
一
条
水
道
局
に
お
け
る
文
害
の
取
扱
並
び
に
文
困
例
式
及
び
文

、
体
用
語
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
が
あ
る
も
の
の
外
．
こ
の
規
程

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
＿
京

．
文
害
の
取
扱

第

一

節

通

則

（
決
裁
の
順

rF)

第
二
条
文
害
の
処
理
は
。
特
別
の
定
が
あ
る
も
の
の
外
｀
主
移
牒

良
~
局
長
を
経
て
｀
管
理
者
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0
.＇ （

文
西
主
任
の
設
既
）

第
三
条
各
課
の
庶
移
担
任
の
係
長
を
文
書
取
扱
主
任
（
以
下
「
文

柑
主
任
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

・

（
文
困
主
任
の
資
任
）

第
四
条
文
店
主
任
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
課
内
文
困
事
秘
を

掌
理
し
、
文
害
の
正
碓
迅
辿
な
る
処
理
と
上
司
の
意
図
｀
諮
規
定

節
の
展
行
等
に
つ
い
て
の
t
在
任
あ
る
伝
滋
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0’> 
'
（
各
疎
の
備
付
蒋
冊
）

“

第
五
条
各
諜
に
左
の
窓
冊
を
＂
い
く
。

ー
文
野
整
珊
簿
（
第
二
号
様
式
）

二
親
展
文
忠
昭
珊
簿
（
第
二
号
様
式
の
二
）

―
―
―
指
令
番
号
簿
（
第
一
＿
＿
サ
様
式
）

四

藍

罹

蒜

（

第

四

柊

様

式

）

五

迎

送

簿

（

第

五

サ

様

式

＿

第
四
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島

第
二
款

第
一
＿
＿
款

第
四
款

第
四
節

第
一
＿
＿
章

回
議
（
第
十
八
条
ー
第
二
十
三
条
）

事
移
の
牒
理
（
第
二
十
四
条
ー
第
二
十
八
条
）

規
程
そ
の
他
の
事
務
（
第
二
十
九
条
）

文
吉
の
発
送
（
第
一
＿
＿
十
条
ー
第
三
十
一
＿
一
条
）

文
団
の
編
集
及
び
保
存
（
第
三
十
四
条
ー
第
四
．
十
六

条）文
杏
の
例
式
及
び
文
体
用
語
（
第
四
十
七
条
ー
第
五

十
一
条
）

ー
京

．総

則

●―
-

1

,

．
 

六
庁
内
配
付
簿
（
第
六
号
様
式
）

七
郵
送
文
害
送
付
薄
（
第
七
号
様
式
）

第
六
条
経
理
課
に
前
条
各
号
の
外
。
左
の
蒋
冊
を
腔
く
。

ー
文
習
醗
付
簿
（
第
八
号
様
式
）

・
1

二
親
展
文
宙
配
付
簿
（
第
九
号
様
式
）

_
＿
一
軍
痰
文
害
配
付
蒋
（
第
十
号
様
式
）
、

四
金
品
醗
付
簿
（
第
十
一
号
様
式
）

五
電
報
配
付
簿
（
第
十
二
号
様
式
）

六
郵
便
駕
信
発
送
簿
（
第
十
一

1

一
号
様
式
）

七
令
逹
番
号
簿
（
第
十
四
号
様
式
）

八
公
印
使
用
徳
（
第
十
五
号
様
式
）

．

（
公
文
番
号
）

第
七
条
各
課
に
お
い
て
・
文
害
幣
理
蔀
及
び
親
展
文
雹
粒
理
簿

（
以
下
「
文
害
粧
理
蒋
」
と
い
う
。
）
に
登
戦
す
る
文
害
に
は
。
記

号
及
び
番
号
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
牧
受
発
送
文
密
の
記
号
及
び
悉
号
の
記
載
例
は
、
左
の

通
り
と
す
る
。
．

一

普

通

文

困

広

水

（

）

第

号

二

親

展

文

杏

広

水

（

）

秘

第

号

（
）
の
個
所
に
は
．
各
課
の
頭
文
字
を
記
し
．
摂
密
に
囮

す
る
も
の
は
、
各
陳
の
頭
文
字
の
下
に
「
秘
」
の
字
を
附
す

る。

3

文
杏
番
号
は
，
毎
年
一
月
か
ら
十
二
月
を
も
つ
て
終
り
、
一
連

番
号
と
す
る
。

4
文
店
軟
珊
簿
に
登
戟
す
る
文
店
の
番
号
は
、
同
一
事
件
に
つ
い

て
は
、
そ
の
布
件
の
完
結
す
る
ま
で
同
一
の
番
号
を
用
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
0

但
し
．
軽
易
な
も
の
は
｀
号
外
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
八
条
規
料
．
訓
令
及
び
告
示
は
｀
．
令
途
番
号
簿
に
．
指
令
は
指

令
香
炒
簿
に
會
証
明
は
証
明
喘
サ
簿
に
よ
り
帝
号
を
附
し
｀
主

務
昧
に
お
い
て
処
珊
ナ
る
。

2

前
項
の
令
玲
喘
梵
指
令
帝
サ
及
び
証
明
番
サ
は
．
前
条
第
一
i-

項
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
．
そ
の
記
設
例
は
．
左
の
遥
り
と
す

る。

‘

ー

規

程

広

島

市

水

道

局

規

程

第

号

1

一

訓

令

広

島

市

水

道

局

訓

令

第

号

一
ー
ー
指
令

y

広
水
（
「
諜
名
の
頭
文
字
」
）
指
令
第

四

証

明

．

広
水
（
「
課
の
頭
文
字
」
）
証
明
第

（
発
信
名
）

・

第
九
条
発
信
文
害
は
．
管
理
者
名
に
よ
る
を
本
則
と
す
る
。

．
但

し
。
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
。
そ
れ
ぞ
れ

に
定
め
る
発
信
名
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

・

一
軽
易
な
事
項
に
あ
っ
て
は
、
局
名
又
は
局
長
名

二
庁
内
の
往
復
文
啓
に
あ
っ
て
は
、
課
長
名

（
特
殊
文
害
の
明
示
方
式
）

第
十
条
特
殊
の
文
杏
の
明
示
は
｀
左
の
各
号
の
例
に
よ
る
。

ー
要
急
の
文
害
…
…
…
…
…
右
上
部
に
「
赤
紙
」
を
ち
ょ
ぅ
布

―
―
市
長
又
は
議
会
関
係
文
蜜
・
・
・
右
上
部
に
「
齊
紙
」
を
ち
よ
う

布
三
秘
密
の
文
啓
…
…
…
…
・・
・
右
上
部
に
「
⑯
」
の
印
を
押
し
｀

紙
袋
に
入
れ
る
。

四
進
駐
軍
関
係
の
文
醗
・
・・
・
右
上
部
に
「
R
」
の
印
を
押
す
。

．

五
後
閲
の
文
困
…
…
．．．
．．．．． 
決
裁
を
受
け
る
者
の
右
上
部
に
i

昌
の
印
を
押
す
。

．

第

二

節

文

困

の

牧

受

及

び

削

付

．
9

（
文
苔
の
処
理
）
，
．

第
十

Z
本
到
招
し
た
文
宙
は
．
経
理
諜
に
お
い
て
収
受
し
｀
左
の

各
号
に
よ
り
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
．
特
殊
な
文
困

は
．
主
務
牒
に
お
い
て
直
接
牧
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
牧
受
文
困
は
｀
親
殷
及
び
入
札
の
表
記
の
あ
る
も

．の
を
除

き
、
す
べ
て
こ
れ
を
開
封
し
。
間
外
に
局
受
付
印
（
第
一
号
様

式
）
を
押
し
て
、
文
困
氾
付
簿
に
登
記
の
上
、
主
務
既
に
配
付

し
受
領
印
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
冗
要
且
つ
緊
叙

を
吸
す
る
と
諒
め
ら
れ
る
も
の
は
．
託
珊
牒
長
こ
れ
を
検
閲

し
・
・
出
窓
又
は
指
示
ナ
る
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
比
｀
そ
の

旨
を
記
戟
の
上
押
印
し
｀
団
付
に
先
立
ち
管
珊
者
の
閲
究
に
供

し
｀
文
困
氾
付
簿
に
登
記
の
上
｀
主
勃
謀
に
迎
付
し
受
飢
印
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

. --..--

て位v:

•.. ‘. ： 

べて．lヽ鼻：

九
文
害
の
牧
受
発
送
に
関
す
る
こ
と

千
文
杏
の
保
存
整
理
に
関
す
る
こ
と

十
ー
局
の
公
告
に
関
す
る
こ
と

十
二
水
道
史
の
編
集
に
関
す
る
こ
と

+
―
―
―
公
印
の
保
管
等
に
関
す
る
こ
と

十
四
徽
員
の
任
免
及
び
穴
罰
に
関
す
る
こ
と

十
五
＿
・職
員
の
出
張
命
令
に
関
す
る
こ
と
．

十
六

、
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と

十
七
職
員
の
福
利
厚
生
並
び
に
保
健
に
関
す
る
こ
と

十

八

戦

員

の

定

負

配

既

に

関

す

る

こ

と

・

十
九
当
直
負
の
割
当
に
関
す
る
こ
と

二
十
労
鋤
組
合
に
関
す
る
こ
と

二
十
一
職
員
の
給
与
及
び
待
遇
に
関
す
る
こ
と

二
十
二
戦
負
の
退
隠
料
｀
退
職
死
亡
給
与
金
及
び
遣
族
扶

助
料
に
関
す
る
こ
と

二
十
一
U

本
庁
と
の
連
絡
並
び
に
各
課
の
連
絡
調
賂
及
び
令

逹
に
関
ナ
る
こ
と

二
＇
四
局
の
庶
移
に
関
す
る
こ
と

二
＇
五
課
の
庶
呟
に
関
す
る
こ
と

二
＇
六
局
内
他
課
の
主
管
に
屈
し
な
い
こ
と

錨
理
郎
・

｀

一
工
事
の
諸
手
続
に
限
す
る
こ
と

二
局
の
予
算
並
び
に
経
理
に
関
す
る
こ
と

．

―
―
ー
局
の
収
入
、
支
出
命
令
に
関
す
る
こ
と

四
統
計
に
関
す
る
こ
と

五
物
品
の
睛
入
に
関
す
る
こ
と

'

六
予
算
関
係
諮
報
告
並
び
に
申
諧
に
縣
す
る
こ
と

料
金
亦

一
給
水
の
方
法
及
び
種
別
決
定
に
関
す
る
こ
と

二
給
水
船
に
関
す
る
こ
と

＿
―
-
水
道
料
金
、
手
数
料
並
び
に
給
水
工
事
炭
の
微
牧
及
び

芸
付
に
関
す
る
こ
と

．

四
水
道
料
金
の
調
定
に
腺
す
る
こ
と

五
給
水
の
開
始
及
び
閉
止
に
関
す
る
こ
と

_
 
．．
 
,
 

六
菰
水
器
の
点
検
に
関
す
る
こ
と

七
給
水
装
置
の
使
用
取
締
に
関
す
る
こ
と

徴
牧
係
．
—

．一
水
道
料
金
及
び
給
水
工
事
変
等
の
集
金
に
関
す
る
こ
と

1
一
滞
納
料
賂
理
並
び
に
処
分
に
関
す
る
こ
と

給
水
課

庶
移
係

．

ー
水
道
用
器
材
並
び
に
保
管
出
納
に
関
す
る
こ
と

二
課
の
庶
謗
に
関
す
る
こ
と

．

工
移
係

ー
配
水
及
び
給
水
施
設
の
計
画
並
び
に
設
計
に
関
す
る
こ

と
二

工

事
の
竣
功
検
査
に
膵
す
る
こ
と

――-

．工
事
の
精
算
に
瞬
す
る
こ
と

四
そ
の
他
の
設
計
に
隅
す
る
こ
と
．

．

工
事
係

一
醗
水
管
及
び
給
水
工
事
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

ニ
．
工
事
用
器
材
の
検
査
並
び
に
製
作
及
び
修
繕
に
腿
す
る

こ
と

．

＿
＿
＿
配
水
管
及
び
給
水
施
設
の
維
持
管
理
に
開
す
る
こ
と

四

最
水
器
修
理
及
び
検
定
に
開
す
ろ
こ
と

五
そ
の
他
の
工
事
施
行
に
関
す
る
こ
と

潟
水
係

一
漏
水
防
止
に
関
す
る
こ
と

二
そ
の
他
の
調
査
に
関
す
る
こ
と

施
設
諜

庶
移
係

ー
工
事
用
器
材
の
保
管
｀
出
納
に
関
す
る
こ
と

二
課
の
庶
移
に
瞬
す
ろ
こ
と

計
画
係

ー
水
道
施
設
の
網
査
、
設
計
に
関
す
る
こ
と

―
―
工
事
竣
功
検
査
に
関
す
る
こ
と
．

工
事
係

ー
工
事
施
行
に
関
す
る
こ
と

-
＿
●
疇

l
『
疇

1
ì
＿

l
―一

l.I

ヽ
'i

-

充

し
号 号

9 ：て＇ ，． 疇' ' ヽ‘.

広
島
市
水
道
局
文
害
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

、

広
島
市
水
道
事
莱
管
理
者

広

島

市

助

役

高

山

一

広
島
市
水
道
局
規
程
第
一
一
号

広
島
市
水
道
局
文
害
規
程

目

次

第

一

寧

総

則

（

第

一

条

）

第

二

京

文

啓

の

収

扱

第

一

節

通

則

（

第

二

条

ー

第

十

条

）

．

第
二
節
文
害
の
牧
受
及
び
配
付
（
第
十
一
条
•
第
十
二
条
）

第
一
＿
＿
節
文
害
の
盤
理

第
一
款

、
事
移
（
第
十
＿
＿
一
条
ー
第
十
七
条
）

、
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工
事
精
算
に
関
す
る
こ
と

―
―
ー
工
事
用
器
材
の
製
作
及
び
修
緒
に
関
す
る
こ
と

拡

張

係

．

一
工
事
施
行
に
関
す
る
こ
と

二
工
事
用
器
材
の
保
管
出
納
に
関
す
る
こ
と
．

―
―
―
工
事
用
器
材
の
製
作
及
び
修
綺
に
関
す
る
こ
と

四

工

事

精

算

に

関

す

る

こ

と

・

浄
水
課

庶
移
係

一
場
内
並
び
に
水
源
保
感
区
城
の
特
備
に
関
す
る
こ
と

二
器
材
の
保
管
薔
出
納
に
関
す
る
こ
と

-
1

一
課
の
庶
移
に
関
す
ろ
こ
と

．

運
転
係

ー
取
水
喝
浄
水
場
及
び
調
整
場
の
操
作
運
転
に
関
す
る

こ
と
。

二
送
水
管
路
及
び
送
電
線
路
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と

水
質
係

ー
水
質
の
検
査
に
関
す
る
こ
と

二
塩
素
滅
苗
に
関
す
る
こ
と

.. :-・ 
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昭和 27年 12月20日

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o・

（
代
決
事
移
）

第
二
十
条
回
議
文
叩
翌
上
司
不
在
の
た
め
．
管
理
者
に
事
故
あ
る

場
合
の
代
決
順
序
規
程
及
び
広
島
市
水
道
局
事
移
分
掌
規
程
第
五

条
に
よ
り

9

代
決
し
た
場
合
は
｀
特
に
軍
要
又
は
異
例
と
認
め
る

も
の
は
、
代
決
者
に
お
い
て
一
創
間
一
と
し
。
起
案
者
は
、
上
司
在

庁
の
際
そ
の
文
囲
を
後
閲
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．
（
持
廻
り
決
裁
）

．

．
 

第
二
十
一
条
特
に
軍
要
．
異
例
の
文
壼
で
説
明
を
要
す
る
も
の
叉

ー
百
至
急
若
し
く
は
機
密
を
要
七
る
も
の
は
。
課
長
叉
は
起
案
者
若

し
く
は
資
任
者
が
槻
帯
し
て
決
裁
叉
は
閲
究
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
軍
痰
文
雹
の
経
由
）

第
二
十
＿
一
条
回
談
文
由
で
、
管
理
者
の
決
裁
を
受
け
る
文
街
は
、

す
べ
て
'
経
理
諜
長
を
経
て
上
司
に
提
出
す
る
o

2
．
嶋
第
一
項
の
文
害
の
内
，
経
理
課
長
指
示
の
文
審
は
．
写
ー
通
を

経
理
課
（
庶
移
係
）
に
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

．
 

（
軍
要
文
審
の
処
理
）

．

第
二
十
＿
＿
一
条
前
条
の
決
裁
済
又
は
供
駕
済
の
文
害
は
．
経
理
課
に

•

お
い
て
こ
れ
を
受
け
，
決
裁
済
又
は
供
臨
済
の
日
，
付
を
記
入
し
て

主
蒋
謀
に
回
付
す
る
。

・

第
一
一
＿
款
事
移
の
整
理

（
決
裁
文
街
の
幣
理
）

第
二
十
四
条
起
案
文
寄
で
決
裁
を
終
っ
た
も
の
は
．
起
案
者
に
お

い
て
決
裁
年
月
日
記
入
し
、
決
行
を
要
す
る
も
の
は
、
速
や
か
に

、
決
行
し
｀
そ
の
年
月
日
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

、事
件
が
完
結
し
た
と
き
は
、
担
当
者
に
お
い
て
，
そ
の
文
審
に

完
結
の
印
を
押
す
と
同
時
に
。
保
存
年
限
を
記
入
し
｀
且
つ
、
文

•
宮
漿
狸
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
文
祖
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
文
密

主
任
に
そ
の
9

日
を
告
団
文
宙
主
任
は
直
ち
に
こ
れ
を
漿
理
し
な

9
1

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

．
 

.3
経
理
課
長
を
経
た
軍
要
文
祖
も
。
前
二
項
に
よ
り
旅
理
す
る
と

同
時
に
速
や
か
に
、
五
経
理
牒
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
:，前
項
の
処
置
を
終
っ
た
完
結
文
困
は
。
事
件
の
種
類
毎
に
所
定
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の
蒋
冊
に
と
じ
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軍
要
文
害
の
処
理
状
滉
調
査
）

第
二
十
五
条
経
理
課
長
は
｀
軍
要
文
害
の
処
理
状
況
に
つ
い
て

は
．
常
に
意
を
用
い
．
主
謗
課
に
酪
付
後
一
過
以
内
に
処
理
さ
れ

て
い
な
い
と
ま
は
、
速
や
か
に
連
絡
又
は
督
促
し
，
上
司
に
そ
の

旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

（
文
害
の
処
理
状
況
の
報
告
）

第
二
十
六
条
文
書
、
王
任
は
｀
常
に
そ
の
課
に
お
け
る
文
害
の
処
理

状
況
を
調
査
し
，
毎
月
末
日
現
在
で
処
理
末
済
の
文
密
に
つ
き
~

諜
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
へ
の
報
告
）

第
二
十
七
条
経
理
課
長
は
。
毎
年
二
回
以
上
事
移
の
整
理
状
況
を

査
察
し
，
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
-
.

（
文
密
事
移
の
報
告
）
・

第
二
十
八
条
各
課
長
は
，
前
年
中
に
お
け
る
事
移
の
概
況
及
が
文

帯
の
収
受
，
発
送
件
数
を
、
毎
年
一
月
二
十
日
ま
で
に
経
理
課
長

に
回
付
し
｀
経
理
課
長
は
こ
れ
を
腋
理
統
合
し
て
管
理
者
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
第
四
款
規
稲
そ
の
他
の
事
移

（
公
布
又
は
公
表
）

第
二
十
九
条
規
程
そ
の
他
で
、
公
布
又
は
公
表
を
要
す
る
も
の

．
は
｀
当
該
猥
議
瞥
の
決
裁
を
受
け
た
後
、
主
移
聘
に
お
い
て
｀
正

副
一
―
―
酒
浄
帯
し
．
そ
の
正
木
に
管
理
者
印
の
押
印
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
・
0

2

前
項
の
公
布
文
害
又
は
公
表
文
害
の
澗
一
＿
通
は
経
理
課
に
回
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

四

節

文

轡

の

発

送

．

（
発
送
文
害
の
処
理
）

第
三
十
条
発
送
を
要
す
る
決
裁
済
の
文
害
は
。
主
諮
課
に
お
い
て

浄
害
校
合
の
上
。
文
害
漿
理
簿
に
登
記
幣
理
し
＂
公
印
を
要
す
る

も
の
は
＂
原
議
杏
と
と
も
に
経
理
課
に
提
示
し
て
原
議
害
と
契
印

．
し
，
公
印
を
受
け
、
公
印
使
用
簿
に
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、o,> 
2
郵
送
の
も
の
代
必
要
な
包
装
を
し
、
●ー、こ
れ
仁
溌
送
年
丹
E

及
＇ 

び
差
出
課
名
扱
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

前
項
に
よ
り
。
包
装
を
終
っ
た
も
の
は
｀
文
害
ヽ
王
任
が
取
ま
と

姿
郵
送
文
習
送
付
簿
（
以
下
「
送
付
簿
」
と
い
う
。
）
を
添
え
｀

退
庁
時
刻
一
時
間
前
ま
で
に
経
理
課
に
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0’> 
4
各
か
い
又
は
事
業
所
そ
の
他
庁
外
に
発
す
る
文
瞥
は
菖
主
移
課

'

に
お
い
て
逓
送
簿
に
登
記
し
。
午
前
十
時
又
は
午
後
＿
＿
一
時
ま
で
に

経
理
課
に
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

庁
内
に
お
け
る
文
害
の
往
復
は
。
庁
内
配
付
簿
に
よ
っ
て
行
う
．

も
の
ど
す
る
。

（
特
殊
文
害
の
取
扱
）

第
一
＿
＿
十
一
条
速
達
書
当
内
容
証
明
及
び
配
逹
証
明
等
特
殊
の

取
扱
に
よ
り
文
害
を
郵
送
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
．
包
装
前
に
あ

ら
か
じ
め
｀
原
誤
害
若
し
く
は
内
容
を
経
理
課
に
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
0

但
し
。
親
展
文
害
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

電
報
を
発
信
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
。
そ
の
原
文
を
経
理
課
に

回
付
し
て
．
発
信
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

.

（
発
送
発
信
の
手
続
）
、

第
一
＿
＿
十
二
条
経
理
課
に
お
い
て
~
郵
送
文
替
の
回
付
を
受
け
た
と

き
往
送
付
簿
と
照
合
七
て
~
員
数
を
確
認
し
た
後
に
~
電
報
の

原
文
の
回
付
を
受
け
た
と
き
は
｀
共
に
郵
便
電
信
発
送
簿
に
登
記

，

し
て
、
発
送
叉
は
発
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

怠

退

庁

時

限

後

の

取

扱

）

．

．

第
一
―
-
+
―
―
一
条
退
庁
時
限
後
若
し
く
は
休
日
に
お
い
て
発
送
を
要
す

る
文
害
又
は
発
信
す
る
電
報
は
。
当
直
員
は
発
送
の
手
続
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

2

公
印
使
用
の
際
は
｀
上
席
当
虹
負
に
提
示
し
．
公
印
を
受
け
｀

．

公
印
使
用
蒋
に
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
云
早
文
害
の
編
集
及
び
保
存
．

（
文
害
の
照
理
編
集
の
厚
則
）

詈
一
十
四
条
宗
結
文
害
は
．
主
移
腺
に
お
い
て
。
左
の
要
領
に
よ

0
.
 

り
幣
理
編
集
す
る

一
、
歴
年
毎
に
区
分
す
る
こ
と
0

但
し
、
多
武
の
文
害
は
滴
宜
に

区
分
し
＇
叉
少
抵
の
文
営
は
数
個
年
を
通
じ
て
編
集
す
る
こ
と

,
—
ー

ヨ

〗
〗
[
／
ー

1
I
I
I

1

-

]-[OO[[[[iJt[[[/[/“[[

>

，

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

・
（
決
裁
区
分
）

F
 

第
十
五
条
起
案
文
帯
に
は
．
右
上
欄
外

L

第
一
＿
面
~
文
害
の
軟
理．

甲
‘
乙
、
丙
｀
丁
の
朱
記
に
よ
る
区
別
を
，

属

一

款

事

蒋

．

害
の
事
移
処
舞
の
原
則
）

L

．
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， 

左
の
区
分
に
よ
り
｀

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

，
 

び
文
体
用
語
」
及
び
広

ッ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

明
示
し
て
お
き
｀
そ
の

、。`＞
 又

は
附
せ
ん
に
回
答
要

る。等
の
特
殊
取
扱
を
す
る

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

参
考
と
し
て
、
関
係

は
要
9

日
を
抜
習
し
て

（
第
十
六
号
様
式
）

ば
な
ら
な
い
°
但

は
、
文
害
の
余
白
に

ヽ
，

で
き
る
。

日
を
明
記
す
る
こ
と

即
議
と
し
て
掲
記
す
。

受
け
た
文
害
は
奮
文
一

の
二
）
を
押
し
て
文

長
は
速
や
か
に
担
当

れ
ば
な
ら
な
い
。

の
閲
宜
に
供
さ
な
け

の
た
め
｀
特
に
日
時

朱
記
の
上
｀
そ
の
旨

を
記
載
し
て
、
供
宜

書
で
、
上
司
の
指
揮

ら
、
咄
5
行
し
て
そ
の

諜
長
の
専
決
を
受
け
る
も
の

”々

妥
害
処
理
の
例
外
）

第
十
六
条
事
の
軽
易
な
も
の
叉
は
成
規
定
例
の
事
項
に
つ
し
て
は

例
文
を
定
め
．
叉
は
帳
簿
そ
の
他
滴
当
の
用
紙
に
記
載
し
て
処
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
庁
内
文
害
の
処
理
）

第
十
七
条
庁
内
の
照
会
等
は
；
や
む
を
得
な
い
場
合
の
外
は
畜
文

瞥
の
往
復
を
さ
け
、
合
談
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
．

第

二

款

回

誤

．

.
（
文
害
回
議
の
原
則
）

第
十
八
条
他
課
に
関
連
す
る
事
件
は
.
そ
の
合
識
を
経
て
。
決
裁

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
但
し
．
特
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
．

場
合
は
。
直
ち
に
上
司
の
決
裁
を
得
て
処
理
し
た
後
、
関
係
各
諜

．

に
回
院
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

合
議
の
順
序
は
。
主
移
課
を
最
初
と
し
関
連
の
深
い
諜
か
ら
順

そ
の
順
に
右
側
か
ら
記
入
す
る
も
の

次
行
い
、
起
案
者
に
お
い
て

）
処
理
し
~
調
査
そ
の
他
の

と
す
る
。

3

合
識
を
受
け
た
と
き
は
。
速
や
か

r

事
由
に
よ
り
、
・
処
理
の
日
時
を
要
す
る
と
き
は
そ
の
旨
を
起
案
者

に
通
知
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

4

合
議
の
事
件
に
つ
い
て
異
談
が
あ
る
と
き
は
、
主
移
課
に
協
議

し
、
そ
の
同
意
を
得
な
い
と
き
は
窓
見
を
附
し
｀
上
司
の
各
意
見
．

を
陳
述
し
て
、
管
理
者
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

起
案
文
書
の
回
談
中
原
案
を
加
除
訂
正
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
．

欝
し
｀
特
に
主
要
な
加
除
訂
正
の
場
合
は
、
欄
外
等
に
そ
の
理

由
を
記
入
認
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

前

項

の

回

慶

胃

．

そ

の
9

日
・
合
痰
し
た
課
に
涌
卸
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
．

（
合
議
文
瞥
の
再
回
）

．

第
十
九
条
合
議
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
．
再
回
を
要
す
る
諜
は

、
「
要
施
行
前
（
後
）
再
回
課
名
」
を
表
示
し
．
再
回
を
受
け
た

し
て
遥
や
か
に
、
起
案
者
に
返
付
し-1-

．
 

と
き
は
、
そ
の
表
示
に
消
印

管
理
者
の
決
裁
を
受
け
る
も
の

長
の
専
決
を
受
け
る
も
の

局
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L

●
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．．
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L
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’
＊
〗
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● 』

9
~．、〗
．．． ‘]
―
-
八
・
ー
．

． ．，
eJ
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9f

●

●
●

＇ 

砿
霜
要
に
じ
て
、
永
久
保
存
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
簿
冊
箕
出
簿
・
（
第
二
十
号
様
式
）
に
よ
り
0

経
理
課
長
の
承
認
を

．

害

頚

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

二
種
文
害
の
範
囲
）
•
（
簿
冊
の
廃
棄
）

．
．

第
四
十
五
条
経
理
課
長
は
●
毎
年
一
回
保
存
期
限
の
経
過
し
た
文

，ー

七
条
第
二
種
に
属
す
る
も
の
は
。
．
左
の
通
り
で
あ
る
。

法
規
に
よ
b
処
分
し
た
も
の
で
主
な
害
類
ー
寝
を
精
査
し
て
•
関
係
課
に
合
談
の
上
．
廃
棄
の
手
続
き
を
な
す
5
.

料
金
．
手
数
料
そ
の
他
各
種
公
課
に
関
す
る
害
類
も
の
と
す
る
。
＂
但
し
｀
第
五
種
に
屈
す
る
も
の
は
｀
主
移
課
長
に
．

9

，

ヽ

ぃ

の
に
あ
っ
て
は
、
索
引
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
―
ー
ー
決
算
の
認
定
を
終
っ
た
金
銭
物
品
に
関
す
る
主
な
害
類
お
い
て
．
廃
棄
の
手
続
を
行
う
。

＇

，

•

五
前
各
号
に
よ
り
難
い
と
き
は
．
経
理
課
と
合
議
の
上
｀
適
宜
四
そ
の
他
十
箇
年
保
存
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
害
類
（
文
害
の
焼
却
）

第
四
十
六
条
廃
棄
す
る
文
杏
で
．
他
見
を
避
け
る
文
害
は
｀
焼
却
-

.

（

第

一

i

一
種
文
害
の
範
囲
）

．
9,

な
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
..
.

.

（
文
困
の
保
存
区
分
）

』

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
―
ー
十
八
条
第
一
ー
一
種
に
限
す
る
も
の
は
．
左
の
遥
り
で
あ
る
。

q

□
第

一

＿

＿

十

五

条

文

害

の

種

類

及

び

保

存

期

間

は

｀

特

に

規

定

が

あ

る

第

四

章

文

害

の

例

式

及

び

文

体

用

語

．
．

一
往
復
文
害
｀
願
届
書
等
で
、
五
箇
年
保
存
の
必
要
が
あ
る
と

い．

9:え
も

の

を

除

き

｀

左

の

通

り

と

す

る

。

（

文

体

及

び

用

語

の

形

式

）

．

．

．

 

第
四
十
七
条
文
体
及
び
用
誇
の
形
式
は
・
左
の
要
領
に
よ
る
。

・
・

•
9.
]9
哨
，
認
め
る
害
類

（
第
四
種
文
書
の
範
囲
）

＇
を

第
一
種
永
久
保
存

第
二
種

．十

年

保

存

―

斎

体

は

「

で

あ

る

」

を

基

調

と

す

る

文

章

口

語

を

用

い

る

。

9

一

第

一

＿

一

種

五

年

保

存

第

一

＿

＿

十

九

条

第

四

種

に

限

す

る

も

の

は

、

左

の

通

り

で

あ

る

°

但

し

．

睛

願

害

叉

は

特

定

の

個

人

に

対

す

る

よ

う

な

場

合

．

そ

J
,

‘

i-"
~J

. ."
. 

,
 
．．
 
虹

第
四
種
―
―
ー
年
保
存

．

ー
一
時
の
処
理
に
か
か
る
願
届
害
及
び
遥
牒
等
で
．
＿
＿
＿
箇
年
の
他
特
に
必
要
あ
る
場
合
に
は
「
で
あ
り
ま
す
」
を
基
調
と
す

．

《

市
、
．
、

•
第
五
稲
一
年
保
存
保
存
の
必
要
が
あ
る
も
の
る
文
体
を
用
い
る
。

（
第
五
種
文
害
の
廊
囲
）
•
-
ー
用
語
逹
努
め
て
難
解
な
文
字
を
避
け
｀
平
易
な
字
句
を
用

‘―

（
第
一
種
文
密
の
臨
囲
）

＿．

誓
千
六
条
第
一
種
に
限
す
る
も
の
は
。
左
の
通
り
で
あ
る
。
第
四
十
条
第
五
種
に
属
す
る
も
の
は
羞
の
通
り
で
あ
る
。
い
る
。

{·
、

•
島

l
.
条
例
．
規
則
及
び
規
程
そ
の
他
例
規
の
原
議
文
啓
及
び
公
布
一
軽
易
な
照
令
回
弩
願
．
伺
及
び
届
害
等
の
文
害

．

2

従
来
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
に
口
語
文
と
し
て
，
自
由
な
表
現
．． 

，
 

・

（

保

存

期

限

）

、

を
と
り
、
日
常
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
日
常
語
を
用
い
る
。

．

．

 

，し

〗
[
[
〗
〗

o
o
[
[

軍
要
害
〗

0
[
[
[
[
9
[
[
L
[
[
/
[
[
[
[
[
[
[
[
[


亨
：
―-
和

十

四

翡

引

懇

に

関

す

る

害

類

．

（

閲

覧

の

諮

求

）

5

十
五
金
銭
出
納
に
関
し
'
特
尺
後
日
の
証
明
上
重
要
な
害
類
第
四
+
四
条
保
存
●
癖
冊
を
閲
駕
し
よ
ぅ
と
す
る
も
の
は
、
保
存
式
の
中
で
は
算
用
数
字
を
用
い
る
の
を
例
と
す
る
o
’

4
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＂＂コ

•• 
)

は

｀

第

一

；

第

二

．

第

九

申

睛

許

可

叉

は

認

可

を

請

う

も

の

。

．

'[
；
＇
．
、
五
項
目
を
細
別
す
る
必
要
の
あ
る
と
き

．
‘
〗

．

号
一
手
一
｀
二
．
―
―
-
…

1
、

2
、

3..• 

H
薔
⇔
•
四

．．． 

句

図

。

附

．

H

〗
．

、．
．
8
0

⑱
の
順
序
に
よ
る
。
十
願
許
可
叉
は
認
可
を
踏
う
も
の
又
は
一
定
事
項
に
つ
き
昭
和
年
月
日
提
出
―

広

島

市

長

何

某

届
け
出
る
も
の
。

十
一
届
成
規
に
よ
っ
て
．
一
定
の
事
項
に
つ
き
｀
届
け
出
る

2

第
．
号
塁
案

．

．

．
 

[-＇
儘
六
文
寧
に
は
．
必
ず
＂
濁
点
、
半
濁
点
は
必
ず
つ
け
句
読
点

も
の
。

t
ì

・・

（
ま
る
、
て
ん
、
な
か
て
ん
）
を
附
し
、
叉
必
挺
に
応
じ
て
(
)

.

何
々
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

十
二
伺
．
上
司
叉
は
賭
官
公
庁
等
の
指
示
を
諧
う
も
の
。

、、

．
か
つ
こ
「
」
か
ぎ
か
っ
こ
等
を
用
い
て
理
解
し
易
＜
．
読
み

易
く
す
る
。

．

左
記
（
何
々
）
に
つ
い
て
．
承
認
を
求
ぢ
る
。

‘

十
＿
―
-
内
申
（
上
申
）
上
司
叉
は
諮
官
公
庁
等
に
内
申
（
上
申
）
何
夕
…
…
；
…
…

.[．
．

七

文

章

を

害

き

下

す

と

き

及

び

行

を

改

め

る

と

き

は

、

始

め

の

す

る

も

の

。

・
一
詈
分
を
空
白
に
す
る
。し

．
十
四
報
告
事
移
の
状
況
そ
の
他
上
司
又
は
誓
公
庁
等
に
報
何
：
’
…
…
…

•
•
O

昭

和

年

月

8
提
出
．

．．＇

了‘

-

（

令

逹

及

び

発

送

文

書

の

形

式

）

告

す

る

も

の

。

・

・

広

島

市

長

何

某

〗
.

.

，
第
四
十
九
条
令
達
文
害
及
び
発
送
文
書
の
形
式
は
｀
概
ね
．
別
記
十
五
通
知
（
通
牒
）
事
実
を
開
示
し
て
涌
知
す
る
も
の
。

．．．

年
報

文

例

に

よ

る

。

二

条

例

記

載

例

・

・

‘

.

.

十
六

・
命
に
よ
り
通
諜
訓
令
事
項
並
び
に
通
知
事
項
を
管
理
者

一

•
•

ぃ

・
（
公
文
の
区
分
）

1

公
布

9

の
決
裁
を
経
て
。
補
助
懺
負
が
自
己
の
名
を
も
つ
て

．

何

々

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

．．． 

口

□
第

五

十

条

公

文

の

区

分

は

、

左

の

通

り

と

す

る

。

・

通

翠

す

る

も

の

。

．

”

．

昭

和

年

と

月

日

〗
．9[
市
・
一
条
例
地
方
公
営
企
業
法
．
地
方
公
常
企
業
労
働
関
係
法
及
十
七
照
会
回
答
を
求
め
る
も
の
。
‘
.
-

＂． 』
，
·
び
地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
き
条
例
と
さ
十
八
回
答
照
会
に
応
ず
る
も
の
。
・
・
広
島
市
長
何
某
（
署
名
）
．

．

‘
•
一

広

島

市

条

例

第

．

号

れ
｀
市
談
会
の
議
決
を
経
て
定
め
ら
れ
る
も
の
°
十
九
嘱
託
（
委
嘱
）
事
移
処
理
そ
の
他
一
定

9
行

為

を

委

嘱

．

一

]

-

，．
、‘

二

規

則

地

方

公

営

企

業

法

．

地

方

公

営

企

業

労

働

関

係

法

及

す

る

も

の

。

、

．

何

々

条

例

i

第
一
条
何
々
…
…
…
•
し
．．．． 

..'
[

•
島
び
地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
き
規
則
と
さ
れ
二
十
証
明
一
定
の
幕
実
を
証
明
す
る
も
の
。

叉
は
条
例
の
施
行
に
関
し
て
定
め
ら
れ
る
も
の
。
―
-
+
―
辞
令
任
免
、
給
与
叉
は
命
課
等
を
す
る
も
の
。
第
二
条
何
夕
：
，…
…
…
；
・
（
第
二
条
第
一
項
）

2

何
々
：
·
…
…
•
-
…
；
・
・
・
・
・
・
（
第
一
一
条
第
二
項
）

．

、、一

□.

.

＿
_
＿
規
程
地
方
公
営
企
菜
法
，
地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
そ
二
十
二
復
命
上
司
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
任
務
の
結
果
叉
は
出
張

．．

．

の

他

の

法

令

に

基

き

｀

規

程

と

さ

れ

又

は

条

例

の

施

中

の

取

扱

事

項

そ

の

他

を

報

告

す

る

も

の

。

一

何

々

…

…

…

…

…

・

:

（

第

二

条

第

一

号

）

行

に

関

し

て

定

め

ら

れ

る

も

の

。

―

-

+

―

―

―

供

宜

上

司

の

閲

宜

に

供

す

る

も

の

。

二

．
何
々
．．．．．． 
；
…
…
…
・
・
（
第
二
条
第
二
号
）

・ニ

・ロ
〗
広

第
一
＿
一
条
何
々
・
…
…
…
…
.. 
o
但
し
｀
何
々
…
…
…
…
…
。
-
[

-

（
第
三
条
但
幣
）

、．
．
 

[ ＇

. .

` [
〗

四
告
示
地
方
公
営
企
業
法
及
び
地
方
自
治
法
そ
の
他
法
令
に
二
十
四
回
院
一
部
又
は
全
部
の
戦
員
が
閲
党
す
る
も
の
。

寸
"
"
•

基
き
、
市
の
一
般
叉
は
一
部
に
公
告
す
る
も
の
。
（
文
書
の
番
号
及
び
記
載
例
）
”

・
日・

い〉

五

訓

令

懺

員

の

一

般

又

は

特

定

の

課

等

若

し

く

は

こ

れ

等

の

第

五

十

一

条

『

文

書

の

番

号

及

び

記

載

例

は

、

左

の

通

り

と

す

る

。

付

i□

, ．

日
．
職
員
に
対
し
て
．
令
逹
す
る
も
の
。
●
…
…
•
…
•
•
…
…
…

•
f…
…
…

•
•
3
:
t
:
＂
．．．

．
 

:2

改

正

‘.，,・・1 

0

一

条

例

提

案

記

載

例

'

,、[
1
2

・
六
指
令
申
諧
（
願
）
等
に
対
し
て
、
許
可
又
は
認
可
し
（
許

~i
,.9月
可
又
は
認
可
し
な
い
場
合
も
含
む
。
）
又
は
指
示
命
令
ー
第
号
煕
案
（
議
案
番
号
は
、
広
島
市
総
務
局
財
移
課
に
日
全
文
改
正
の
掲
合

お
い
て
手
続
を
す
る
。
）

•• 

1

す
る
も
の

9

何
々
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

t
•• 

.i 
•• 

｝

..-9.2 

年

．

月

日

何
々
条
例
制
定
に
つ
い
て

．．．．`
・；

＇

広

島

市

条

例

第

号

{
•
<
．
ぶ

年
七
上
申
上
司
又
は
諸
官
公
庁
等
に
対
し
て
，
意
見
又
は
事
実

ふ
‘ .
；
2

を
述
べ
る
も
の
。
•

•
広
島
市
長
何
．
某
（
署
名
）
·

‘〗•

・

・・広

島

市

条

例

第

号

．

•

• 

何
々
条
例

．

、

．
何
々
条
例
ニ

ー
〗
．
口

野
．．
 

入
副
申
上
司
叉
は
誓
公
庁
に
対
し
．
塑
翠
る
文
書
に
意
第
一
条
何
タ
・
…
…
…
…
•

．
．
 
＂＂＂ 

ー

、バ何
月
条
例

．（．．
：

年
広
島
市
条
例
第
豆
）
の
全
部
を
一
．

第
二
条
．パ何
々
／
・
・

2…
ぃ
・
・
・1…
•

.-
．．
．．ご
、
見
を
添
え
る
も
の
。

‘

,

.
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•
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・
国
嶽
よ
紆
忍
I
t
t

猜
・
科
嘉
§
屈
g
h

復
蔦
羞
届
ー
§
§
刈
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ヽ

．

§
り
＄
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廿
刈
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併
§
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t
i
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祁
泊
叫
相
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附

則

第

二

条

何

々

条

例

（

年

広

島

市

条

例

第

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

年

月広
品
市
長

広

島

市

条

例

第

．

号

1

何
々
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条
何
々
条
例
(
”
年
広
島
市
条
例
第

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

何 日

仰
復
合
す
る
場
合

何
々
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

’,1
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ー
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；
‘
•

• 

次
の
よ
う
に
牧
正
す
る
。
．

Jヽ
.
9

.｀
し9

号
第
一
条
何
々
…

•
•
•
f
…
•
•
•
•
[
．

}
..

.

8
0

•
•

第
二
条
何
々
・1
…
…
…
•
•

ち

□第
附

則

．

.（
 

ヽ

、

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

／

⇔

一

部

改

F
の
場
合

い

単

一

の

場

合

、9

,[、

．

何
々
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る。

ぃ
報

年

月広
島
市
長

広

島

市

条

例

第

．

号

何
々
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

何
々
条
例
（
．
年
広
島
市
条
例
第
号
）

の
よ
う
に
改
花
す
る
。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

附

則

何 日

号
）
の

号
）
の

某
（
署
名
）

の
一
部
を
次

某
（
署
名
）

．
 

三
規
則
記
戟
例

公
布
文
以
下
す
べ
て
条
例
に
よ
る
。

四
規
程
記
載
例

1

制

定

何
々
規
租
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
．

（
以
下
「
条
例
記
載
例
●
に
よ
る
。
）

2

改

正

．

何
々
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
捏
を
次
の
よ
う
に
定
め

る。
（
以
下
「
条
例
記
載
例
」
に
よ
る
。
単
独
又
は
復
合
改
正

の
場
合
も
、
制
定
文
を
除
き
「
条
例
記
載
例
」
に
よ
る
。
）

五
附
則
（
記
載
例
並
び
に
記
載
順
序
）

．

H

こ
の
条
例
は
畜
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
布
即
日
施
行
の
場
合
）
（
附
則
第
一

窄項）

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

。

年

月

・

日
か
ら
滴
用
す
る
。

（
既
往
に
さ
か
の
ぽ
り
嫡
用
す
る
場
合
）

こ
の
条
例
は
~
年
月
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
の
期
日
か
ら
施
行
の
場
合
）

⇔
何
•
条
例
（
年
広
島
市
条
例
第
号
）
は
~
廃
止

す
る
。
（
新
条
例
公
布
と
同
時
に
旧
条
例
を
鹿
止
す
る
場
合
）

（
附
則
第
二
項
）

国
と
の
条
例
施
行
の
際
。
現
に
•
•
…
…
•
•
:
·
…
…
…
…
・
・
は
。

何
々
…
…
…
…
…
…
…
す
る
。

（
条
例
公
布
制
定
及
び
改
正
に
伴
う
経
過
規
程
）

何
々
条
例
（
年
広
島
市
条
例
第
．
号
）
の
一
部
を

、•• 
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,

9
,
 

｀

何
・々

条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

年

月

，

日

広

島

市

長

何

某

（

培

名

）

．

広

島

市

条

例

第

号

．

何
々
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

何
々
条
例
（
年
広
島
市
条
例
第
号
）
は
｀
鹿
止
す
る
9

附

則

何
夕
宛何

々
に
つ
い
で
上
申
（
澗
申
、
伺
、
戟
告
）

概
記
に
つ
い
て
、
何
夕
•
•
•
•
•
…
…
;
．
す
る
。

右
（
の
通
り
）
上
申
す
る
。

十
一
涌
知
、
照
会
．．
 

回
答

広
水
何
（
所
管
課
の
頭
文
字
）
第
号
（
文
書
番
号
）

年

月

日

.

9

.

，
管
理
者
（
水
道
局
）

．
（
局
課
長
）
名
囲

も
．
何
々
宛

．

．
．．

．

何
え
に
つ
い
て
通
知
・
（
照
会
）
（
嬰
[
)
.

9

『
F

9

」•
/

.
9
.

'

、
、
標
記
に
つ
い
て
？
何
々
．
f

．．．．．．．． 
い、・
さ
れ
た
い
。
｝・
（
す
る
。
）

．．
 

f
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•
•
四
・1
-
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．
．
ir
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亀
•

ヽ

4

I

I
濾

li

年

月

日

広
島
市
水
逍
事
業
管
理
者

各庁

中

何

某

何
夕
：
·
：
·
…
…
…
…
•
•
を
す
る
。

し

旨

令

1

オ
広
島
市
水
消
局
指
令
何
（
所
符
課
の
碩
文
字
）
第

住
所

-
．

氏
名
（
法
人
又
は
代
表
者
名
）

昭

和

年

、

．

月

R
付
中
訥
（
願
）
何
夕
…
．．
 

に
つ

い
て
は
（
次
の
条
件
を
つ
け
て
）
許
可
す
る
。
（
認
可
す
る
。
）

（
許
可
し
な
い
。
）
』
（
認
可
し
な
い
。
）

．

年

月

日

広
島
市
水
道
事
業
匹
品
揺
者
何

．

某

阿

十
上
申
、
澗
申
゜
伺
｀
報
告

広
水
何
（
所
管
課
の
顕
文
字
）
第
号
（
文
固
番
号
）

年

月

日

広
島
市
水
道
事
業
狩
理
者

何

（
さ
れ
た
い
。
）

号

・n・ 
ジ 課般

一胴 胴

何
々

八

訓

令

広
島
市
水
道
局
訓
令
第

J=t. 
そ9

広
島
市
水
道
串
業
管
理
者
・
何
某

阿
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四
0
:〗,
9

,

1

次
の
よ
r
)
に
改
正
す
る
。
（
既
存
条
例
の
改
正
の
場
合
）
．

（
以
下
「
改
正
条
文
の
害
式
」
の
例
に
よ
る
。
）

国

そ

の

他

の

規

定

．

六
改
正
条
文
の
害
式

1
条
文
全
部
の
改
正

・

H
．
一
条
全
文
を
改
正
す
る
場
合

第
何
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

•
第
何
条
何
々
…
…
…
…
…
…
…
•
•
•

⇔
項
（
号
）
の
全
文
を
改
正
す
る
場
合
，

第
何
条
第
何
項
（
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

可
々
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
•

国
但
害
全
文
を
改
正
す
る
場
合

「
第
何
条
（
第
何
項
）
（
第
何
号
）
の
但
書
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

•••.•••••••••.•••• 

但
し
｀
何
々

同
別
紙
を
改
正
す
る
場
合

第
何
条
（
第
何
項
）
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

，
別
表

．
何
々
：
…
…
…
…
…
…
…
…
•

2

条
文
の
一
部
改
正

H
条
文
中
或
る
字
句
を
改
め
る
場
合

第
何
条
「
何
々
」
を
「
何
々
」
に
改
め
る
。

⇔

あ

る

項

に

限

り

改

正

す

る

場

合

．

第
何
条
第
侃
項
中
「
何
タ
・
・

5
:
」
を
「
何
々
…
•
'
~
」
に
改

め
る
。

回
同
一
条
文
中
両
項
に
わ
た
り
改
正
す
る
場
合
・

第
何
条
第
何
項
中
「
何
タ
・
：
：
」
を
＇
「
何
夕
：

．．． 

」
に
~

「
何
夕
．．．．． 
」
を
「
何
夕
：
．．． 
」
に
改
め
｀
同
条
第
何
項

中
「
何
夕
：
・
:
」
を
「
何
々
…
…
」
に
改
ぬ
る
。

回
数
条
に
わ
た
り
同
一
字
句
を
改
正
す
る
場
合

＇

第
何
条
乃
至
第
何
条
中
「
何
々
…
・
:
」
を
．
「
何
夕
…
鬱
．
」

に
改
め
る
。
．

国
条
例
．
規
則
｀
規
程
全
般
に
わ
た
り
｀
或
る
字
句
を
こ
．

と
ご
と
く
改
正
す
る
場
合
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尋
•

管
理
者

し

第
十
六
号
様
式

・

起

案

麟
ー
一
麟
昭
和

市
長

局
長

年

月

日
＿
岬
耀
第

年

月
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紙

、広

ー
使
用
公
文
一
件

月
日
一
番
号
ー

ー

一

[

1

-

―
 名
—•— i— 

>—l—L— 
喜
課

— l— l— 
印扱

--←者

讐

第
十
五
号
様
式

公
印
使
用
簿

I I I 

-悶
—|—l— 

件

名

―r一「一

>
一'—l—

月
―|―|― 

備

一

「
註
」

1

蒋
冊
番
号
は
、
各
種
類
別
毎
に
一
述
番
号
と
し
、
経

．

．

理

課

に

お

い

て

記

入

す

る

。

．

2

同
年
に
属
す
る
同
種
類
の
簿
冊
が
、
二
以
上
あ
る
と

き
は
、
（
何
冊
の
一
）
の
例
に
従
い
記
入
す
る
。

3
（
何
年
度
第
種
簿
害
）
を
簿
冊
名
と
す
る
。

第
十
九
号
様
式

簿
冊
引
継
目
録
（
課
名
）

一

蒋

冊

番

号

一

簿

害

名

一

冊

数

一

備

考

―

―

-

.

 

ー

一

―

―
一

起

痒

用

紙

校

広

島

す

水

道

局

贔

至

剣

副

日

晶

―

―

直

係

一

琴

昭

和

年

月

主
在

考
I I I 

令
逹
番
号
簿

第
十
四
号
様
式
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届
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膚

冒
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疎

長

先
一
種
別
＿
料
金
枚
数
印
印

]

[

l

-
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第
十
三
号
様
式

•
自
何

至
何

（
ま
た
は

吃F
第

第

冊

何番

号年
種
蒋
諏
臼
（
何
冊
の
内
一
）

広
島
市
水
道
局
課
名

第
十
七
号
様
式
・

．
．
 

締

冊

索

引

、

目
額

番

―

件一

第
十
八
号
様
式

節

冊

表

紙

名

備

考

次

. ,  9 9 : 

.
‘
P
9
'
，
'
：
こ
．
．
．
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，
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，
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り
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ヽ
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立こ
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； 

広
島
市
水
消
局
事
務
決
裁
規
程
を
次
の
よ
り
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

．

広

島

市

助

役

覇

山

一

―

―

―

広
島
市
水
道
局
規
程
第
三
号

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日
・
・

広
島
市
水
消
局
事
務
決
裁
規
料

第

一

玉

通

則

第
一
条
水
道
局
に
お
け
る
事
務
は
.
別
段
の
規
定
が
あ
る
も
の
を

．
除
き
．
こ
の
規
料
に
よ
11
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
専
決
事
項
と
い
え
ど
も
.
次
の
事
項
は
、
上
司
の
決
裁
又

は
指
示
を
受
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

一
異
例
に
屈
す
る
こ
と
。

二
規
定
の
解
釈
上
疑
義
が
あ
り
又
は
煎
痰
と
認
ら
れ
る
こ
と
，

＿
＿
＿
先
例
と
な
る
よ
う
な
こ
と
。

四
蒋
密
に
お
い
て
;
局
の
義
移
負
担
を
生
ず
べ
き
こ
と
。
：
’

．
五
上
司
の
指
示
に
よ
り
起
案
し
た
こ
と
。
｀

．

．

 

六
．
．
そ
の
他
上
司
が
知
つ
て
お
く
こ
と
が
必
痰
と
認
め
ら
れ
る
こ

3
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す
る
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第
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報市

第
一
号
様
式

年

月

日

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

各
課
受
付
印

第
二
号
様
式
及
び
第
一
一
号
様
式
の
二

斎

喜

簿

及

び

親

展

斎

喜

簿

畔
誓
旦
醤
讐
冑
―
声

号

名

．

饂

一

―

月

日

牧

考

一

件

．

疇

＿

一

月

日

発

備

来
困

ぷ
第

番

号

一

第

号

考

号

来

害

・

・

2

番

号

一

第

号

考

3

の
元
二

番饂

ぷ

二

月

日

牧

一

発

月

日

牧

饂

一

月

日

発

備

麟

＿

一

月

日

発

備

水
消
局
受
付
印

何

某

阿

1 考
. I I 

第
六
号
様
式庁

内
醗
付
簿

受
付
＿
件一

・
月
日

名

』

罰

」

嗜

」

疇

竺

嗜

一

備

考

I

―

-

」

-lー

＿
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―
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一

第
三
号
様
式指

令
番
号
簿

畔

竺

閥

一

指

令

先

一

件

―

―

―

 〗B
o
o
[
[

明
先
一
件

闘

一

宛

第
七
号
様
式郵

送
文
懇
翌
送
付
簿

麟

腿

宛

名
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種
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＿
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謳

瓢

＿
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ほ
に
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8
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．
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親
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報

i^_
一
法
令
そ
の
他
賭
法
規
に
基
く
諸
給
与
金
の
支
給
に
関
す
る
こ

．
と。

．

―
―
-
‘
．
職
員
（
係
長
以
上
を
除
く
。
）
の
県
内
出
張
に
関
す
る
こ
と
。

四
一
件
＿
＿
＿
万
円
未
満
の
工
事
以
外
の
事
業
の
施
行
並
び
に
経
費

・・

支
出
に
関
す
る
こ
と
。

・

・

五
一
件
五
十
万
円
未
涸
の
物
品
の
購
入
及
び
修
紐
に
槻
す
る
こ

と。

六
物
品
の
開
人
並
び
に
修
紐
に
関
す
る
五
万
円
末
満
の
過
怠
金

・り

決
定
に
関
す
る
こ
と
。

・

・
'

七
見
積
価
格
三
十
万
円
末
涸
の
不
用
品
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

八
牧
入
．
支
出
並
び
に
振
替
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

九
退
限
判
退
戦
給
与
金
．
逍
族
扶
助
料
及
び
死
亡
給
与
金
に

•

関
す
る
こ
と
。
．

十
戦
負
の
研
修
行
事
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
扶
毀
親
族
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
各
種
事
項
の
公
告
に
関
す
る
こ
と
。

+
―
―
―
例
規
穎
の
編
第
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
財
産
の
宵
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
当
虹
負
の
唱
当
に

OOす
る
こ
と
。

十
六
土
水
の
使
用
許
可
に
閲
す
る
こ
と
。

給
水
課
長

ー
．修
紹
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

．

．
 

二
趾
水
器
に
関
す
る
こ
と
。

．
 

．
 
ー
ー
ー
自
己
材
料
の
検
査
承
認
に
関
ナ
る
こ
と
。
．

施
設
課
是

.

.
1

失
菜
対
策
事
染
．
公
共
串
茉
日
厭
労
移
者
貿
金
毀
金
前
渡
金

＇

支
出
初
竹
茫
関
す
る
こ
と
。

浄
水
諜
長

・
ー
水
沿
区
城
の
保
海
に
凹
す
る
こ
と
。

二

水

ihl地
の
参
囮
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

91

こ
の
規
料
は
、
公
布
の
H
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
規
料
巾
財
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
~
昭
和
二
十
七

年

主

iu-ー
-
+
-
.H
古
で
は
，
．な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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l 
、..`  •l 

き
―
一
条
急
を
要
す
る
事
項
百
上
司
の
決
裁
を
受
け
る
い
と
ま
が
、

i

な
い
と
き
は
．
自
己
の
責
任
に
お
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き

―
―
る
°
但
し
扇
後
直
ち
に
上
司
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

•
第
二
章
各
則

一
西
条
次
の
事
項
は
．
管
理
者
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0’> 

[

―
市
談
会
に
関
す
る
こ
と
。

．

．

 

二
各
種
委
員
会
及
び
諸
会
（
軽
易
な
も
の
を
除
く
0

)

に
関
す

．
る
こ
と
。

．．．．

三
吏
員
の
任
免
．
辿
退
r

賀
罰
．
服
務
及
び
給
与
そ
の
他
軍
要

叉
は
特
殊
な
人
事
に
関
す
る
こ
と
0
.

四
局
長
の
県
内
出
張
に
関
す
る
こ
と
。

五
戦
負
の
県
外
出
張
に
関
す
る
こ
と
。

六
．
局
長
の
諸
願
届
出
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

七
条
例
．
規
則
及
び
規
程
そ
の
他
軍
要
事
項
の
制
定
｀
改
廃
に

関
す
る
こ
と
。
＇

・ヘ
訴
願
。
昧
井
異
談
巾
立
軍
要
な
訥
願
及
び
陳
府
に
関
す

ご；
竺
b
i
~
こ
．
る
軍
疫
事
項
の
伝途
に
関
す
る
こ
と
。

一
孟

5ii[施
策
に
関
す
る
こ
と
。

＇

-
丘

i

□金
支
出
並
び
に
取
扱
者
任
免
に
関
す
る
こ
と
。

―
―
口
ニ
刀
円
以
上
の
工
事
の
施
行
並
び
に
策
工
及
び
竣

竺
i

ご
；
．
る
こ
と
。

―
-

9

．
ふ
E
以
上
の
工
事
以
外
の
事
業
の
施
行
並
び
に
経

生
二
n
r
L

丁
．
る
こ
と
。
―

I
-
I
I
~
-．
万
円
以
上
の
物
品
の
購
入
及
び
修
紐
に
関
す
る

J

`

―一―

i

如

g

i

え
入
及
び
修
紐
に
関
す
る
五
万
円
以
上
の
過
怠
金

g
~
L
t
x
i
＿
『
こ
こ
と
。

．

ハ

ー

？

i

（
料
年
額
五
十
万
円
以
上
又
は
総
額
五
十
万
円
以

i

i

l

l

A

i

i

i

亙
与
又
は
借
受
に
関
す
る
こ
と
。

]
E
l
―
~
ご
云
一
十
万
円
以
上
の
不
用
品
処
分
に
関
す
る
こ
と

ハ
ー

t

．
よ
円
以
上
の
予
備
毀
補
充
並
び
に
予
算
流
用
に
関

]-— 

● 、

．・ヽ.. .. 
• ●‘ 

品
分

1
見
糾
価
部
ー
―

1
0
1
見
閏
価
格
一

0
1
見
糾
価
格
一

0
万

彗
叩
聾
の
不
一
喜
誓
＿
胃
●
闊

財所の住与叉は惜受I物品購入
及び修絣 謡 It)外の事業I:r．事の流行等

「 l
期以一 支行外以一
人上件 出並の上件

・及の五 ひ取の一
び物0 に菜工〇
修品万 経の事万

・・ 紐の円 斐施以円

1 I l 
，伺購未以ー の伺の満上一

1 人洒上件 支並•ー事の一件
及の五三 出び業工〇三
び物00 伺にの事方万
修品万万 斎否施以円円
繕の円円ー 費行外未以

1 
び満一
修の件
絡物三
伺品〇

［闘

1 
偕財〇上額一
受而万又五件
1t円はO賃
与上）総万貨
又上額円料
はの五以生

1 
又の五〇涸上額一
は財0万又五二件
伯而万円は00貨
受の円以総万万住
狂未上額円円料
与沿ーニ末以年

1 
与未はニー
又湖総0件
はの額万賃
伯財二円住・,、
受而〇未料

の万満年
住円又額

鴫9

人 事 区
別

1 I .4 3 2 1 
認附の円ー 出局張戦張局な軍び退吏
定エ施以件処長員
及行上三

長人朝恰賀員
理ののの事又与罰の

び並の〇 諸県
竣びエ〇

県はそ服任
願外内 、特の移免

功に班互一 届出出殊他及逝
11 4. 3 2 1 

竣び事万円一 願係勤課内係
功にの円以件

定与退雁
届長務長出長

認滸施末上一
及賞員

出以 の張以
定エ行満三〇

び罰の
処 上 時 上 公 服 任

及伺のoo・理の間の
び`並工0万 諮外

偏移免
県認給進

1 3 ・ 2 1 
及行未一
び伺 滴 件

届所出所外所韮
出屈

竣並の一
張屈勤屈迎

処戦
功びエ 0

戦移戦半
理員 員 ．

認に事〇
員項

ののの'-'
定附の万 ． 詔 市 時

工施円 願内間

管

理

者

局

長 ．

課

長

9,．．. 
, •し，

9. 9 ．、。
. _,; 
．，． 
. ; I ・'~
..・

｀ 
.. .. 

` ̂ ・’ 

ヽ`
; -: 
... 

'. •• , 
、.4 ．、

T・・・
， 

.''・' 

.. -
・ • 

・、
• ・

• ‘ ’ ‘ ■ • ．， 
・、 ・^
，1因、

% •’ ` .. 
, • ̀  ，． 

.̀ ~ 

＇ 

十
九
そ
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
璽
要
又
は
異
例
と
認
め
る
事
項

第
五
条
次
の
事
項
は
．
局
長
が
専
決
す
る
。

一
屈
員
（
臨
時
の
も
の
を
除
く
。
）
の
任
免
．
進
退
~
賀
罰
｀
服

商

・給
与
及
び
公
偏
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

―
-
．
係
長
以
上
の
県
内
出
張
に
関
す
る
こ
と
。

―
―
―
諜
長
の
時
間
外
勤
狗
に
関
す
る
こ
と
。
．

四
係
長
以
上
の
諸
願
届
出
処
珊
に
関
す
る
こ
と
。

｀

五
軍
要
な
指
令
｀
通
牒
．
照
会
及
び
回
答
に
限
す
る
こ
と
．o,

六
一
件
＿
＿
一
万
円
以
上
三
百
万
円
未
満
の
工
事
の
施
行
伺
並
び
に

荒
エ
及
び
竣
工
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

七
一
件
百
万
円
以
上
十
万
円
末
満
の
工
事
以
外
の
事
業
の
施
行

伺
並
び
に
酪
炭
の
支
出
伺
に
関
す
る
こ
と
。
-

八
一
件
一
＿
＿
十
万
円
以
上
五
十
万
円
末
満
の
物
品
の
購
入
及
び
修
―

．

繕
伺
に
関
す
る
こ
と
。

九
物
品
の
購
入
並
び
に
修
紐
に
関
す
る
一

1

一
万
円
以
上
五
万
円
未

満
の
逸
怠
金
決
定
伺
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
件
賃
錠
料
年
額
二
十
万
円
以
上
五
十
万
円
未
尚
又
は
総
額

二
十
万
円
以
上
五
十
万
円
未
猫
の
財
産
の
住
与
叉
は
借
受
け
に

関
す
る
こ
と
。

十
一
見
稲
価
格
十
万
円
以
上
ー
―
一
十
万
円
未
満
の
不
用
品
処
分
伺

に
関
す
る
こ
と
。

十
二
工
事
の
入
札
予
定
価
格
決
定
並
び
に
工
事
入
札
人
決
定
に

関
す
る
こ
と
。

一

+
―
―
―
-．件
十
万
円
末
酒
の
予
備
毀
の
補
充
並
び
に
予
算
流
用
に

関
す
る
こ
と
。

十

四

工

事

の
蝉iii
負
決
定
並
び
に
契
約
締
結
に
関
す
る
こ
と
。

十

五

受

託

工
事
喪
の
見
積
及
び
梢
算
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
起
個
及
び
一
時
述
用
金
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
補
助
金
及
び
交
付
金
等
の
交
付
申
肪
に
関
す
る
こ
と
。

十

八

滞

納

処

分

に

関

す

る

こ

と

。

．

十
九
条
例
そ
の
他
法
規
の
速
背
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ー
ニ
十
関
係
各
種
団
体
の
設
立
．
解
散
及
び
後
援
に
関
す
る
こ
と

ーニ
十
一
給
水
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
給
水
制
限
及
び
断
水
に
関
す
る
こ
と
q

≪
 

7
 

-．l

、

そ の 他 の 事 項
予備費補
充予算の
流用

四
五

,r、t

・`

i
t.4頃
・
け
環

g
nぐ
勺
惰
直

rt̀
こピ
n
,、
と薫

lli,̀’

4 3 ・ 2 1 
の出資及識訴に程条会市 予の以ー
任及金び申願改の例及談 算補上件
免び前陳立訴 l恕t-1l規び会
販渡俯＇訟

流充の一
定則諸●‘

扱金防奮
用並予〇

並及会委
者支願異ひ・規負

び備万
，に毀円

•9 8 7 6 5 4. 3 2 1 1 
叫甜断給給法条滞諮金補確起締定工入び定エび通軍 流充の一
の易水水水規例納＇等助用債結並事のに価事回牒要
開t.c 制エ迎そ処の金金

用並予〇 ＿

催各限事背の分交・
及びの決エ格の答・な °び餅i万
びに篇＇｝定事決入

種及処•他及付交
照指 に費円

一喫負入忠L 会令 予の末
行び分のび申付．時約決札並予及

987 6: 5 4 3 2 
3甜li満，、

,..... 7 6 ・5 4 3 2 1 
上財扶に牧の円見及満ー並荷ー出を戦び進臨経要詔び延徴詔し工工予滴一覧話文定
水壺痰振入処未閉びの件びの件張除員公退時理求牧減期J枚J枚
のの親替冴分満価修物五に:r.三 く＾偏裳屈課

事事定の件諸証街例

使管族命支
入免徴並入

の格繕品〇経事〇 ・-係認罰員長 金
用の価エニ願明の又

牧び金
用珊の令出 不三 の万 衆の 万 ・の長定服の．-

毀中格事〇届願処は
．の猶にの

辟認．並用〇購円支施円県以移任
材問決の万出公理軽

交
可‘'定・び ．品万

予納賦
入未出行末内上及免

払検定入円処蒋易
付及付課出査札未理問な

．
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十
一
工
事
の
中
間
検
究
に
関
す
る
こ
と
。

十
ニ
エ
半
現
場
監
督
負
選
定
並
び
に
賠
負
者
現
場
代
理
人
及
び

専
任
又
は
主
任
技
術
者
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

+
―
―
ー
工
事
用
資
材
払
出
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
建
設
業
法
に
茄
＜
諮
屈
並
び
に
願
饗
の
処
珊
に
関
す
る
こ

と。

．

十
五
諸
収
入
金
の
賦
課
微
牧
並
び
に
納
付
延
期
微
牧
猶
予
及
び

減
免
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
諮
牧
入
金
の
交
付
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

経
理
課
長

，

一
臨
時
＿
屈
員
の
任
免
●
進
退
．
裳
罰
．
給
与
．．
 

服
務
及
び
公
紺

認
定
等
に
関
す
る
こ
と
。
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贋

二
十
一
―
ー
軽
易
な
各
種
行
事
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。
．

二
十
四
そ
の
他
管
狸
者
の
決
裁
を
痰
し
な
い
重
要
事
項

第
六
条
次
の
事
項
は
｀
課
長
が
専
決
す
る
。

課
長
共
遥
事
項

．

-
．
所
屈
職
員
（
孫
長
を
除
く
。
）
の
昭
願
届
出
処
理
．に
関
す
る
こ

と。

二
所
限
職
員
（
係
長
以
下
）
の
時
間
外
勤
移
及
び
市
内
出
張
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

_
＿
一
定
例
叉
は
軽
易
な
文
害

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
定
例
の
賭
証
明
関
公
蒋
閲
問
詔
願
屈
出
処
理
に
関
す
る

こ
と
。

五
一
件
百
万
円
未
涸
の
工
事
の
施
行
伺
並
び
に
旅
エ
及
び
竣
工

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

六
一
件
＿
＿
＿
十
万
円
末
涵
の
物
品
の
購
入
及
び
修
紐
伺
に
関
す
る

こ
と
。

七
物
品
の
購
入
並
び
に
修
紐
に
関
す
る
一
一
＿
万
円
未
酒
の
過
怠
金

決
定
に
関
す
る
こ
と
。

・

-

．

八
一
件
賃
貨
料
年
額
二
十
万
円
末
涸
又
は
総
額
二
十
万
円
未
満

の

財

産

の

鉦

与

叉

は

借

受

に

関

す

る

こ

と

。

．

九
見
積
価
格
十
万
円
末
涸
の
不
用
品
処
分
伺
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
件
二
十
万
円
未
満
の
工
事
の
入
札
予
定
価
格
決
定
に
閲
す

る
こ
と
。
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広
島
市
水
道
局
懺
負
採
用
昇
格
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日
．

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

広

島

市

助

役

高

山

一

1

――

広
島
市
水
道
局
規
程
第
七
号

．．
 

広
島
市
水
道
局
職
員
採
用
昇
格
規
程
．
．

第
一
条
広
島
市
水
道
局
戦
員
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
｀

，
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
採
用
し
叉
は
昇
格
さ
せ
る
。

第
二
条
吏
臭
管
理
者
を
除
く
。
）
を
分
け
て
、
次
の
逝
り
と
す
る
。

事

堕

羹

盟

、

王

事

害

記

技

術

吏

員

理

事

技

師

技

手

第一
i

一
条
害
記
．
技
手
に
採
用
さ
れ
る
者
は
、
年
令
満
十
八
歳
以
上

，

の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

‘

“

第
四
条
雪
記
●
、
左
の
貸
枠
の
一
を
有
す
る
者
の
・
中
か
ら
．

—-=

=•II 

: ` • I丘

で
き
る
。

璽
条
昇
格
規
程
第
四
条
｀
第
五
条
及
び
第
六
条
の
試
験
方
法
は

次
の
涌
h
と
す
る
。

．．
 

一
体
格
検
査

1

一
学
力
叉
は
技
能
の
考
査

―
―
-
．
口
頭
試
問
．

第
四
条
前
条
の
試
験
は
．
水
道
局
長
が
必
要
と
認
め
る
特
期
に

こ
れ
を
行
う
。
但
し
．
昇
格
規
程
第
六
条
の
試
験
は
。
そ
の
都
度

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
水
道
局
長
は
｀
必
要
と
詔
め
る
時
期
に
昇
格
規
罪
第
四
条

第
二
号
乃
至
第
四
号
｀
第
五
条
第
1

一
号
乃
至
第
四
号
及
び
第
七
条

彗
者
か
ら
所
屈
長
を
し
て
滴
任
者
を
内
申
せ
し
怜
委
員
会
の

選
考
に
附
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
委
負
会
は
、
受
験
者
又
は
選
考
を
受
け
る
者
（
水
道
局
在

戦
の
者
を
除
く
。
）
に
対
し
自
策
厭
照
宙
~
学
校
卒
業
証
明
害
、
身

分
証
明
古
．
成
紺
表
そ
の
他
必
要
の
粛
瑣
を
提
出
せ
し
む
る
も
の

．
と
す
る
。
．

第
七
条
委
負
会
の
連
営
及
び
試
験
の
細
部
に
関
し
て
必
要
な
事
項

は
二
密
｀
負
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
七
条
特
殊
の
技
術
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
及
び
こ
れ
ら
に

つ
い
て
免
許
証
｀
合
格
証
等
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
学
腐
戦
脳

能
力
に
相
当
な
費
格
を
も
つ
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
吏
負
の
昇
格
は
次
の
遥
り
と
す
る
。

翡
喜
、
害
記
若
し
く
は
技
手
と
し
て
三
年
以
上
在
職
し

た
者
又
は
主
事
検
定
試
験
若
し
く
は
技
師
検
定
試
験
に
合
格
し

た
者
の
中
か
ら
昇
格
さ
せ
る
。
•

一

理
事
‘
差
畢
又
は
技
師
と
し
て
五
年
以
上
在
職
し
た
者
の
中
か

ら
昇
格
さ
せ
る
。

2

功
縦
の
あ
っ
た
吏
員
が
病
気
危
焦
又
は
退
戦
の
場
合
住

を
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
'

こ
れ

を
採
用
す
る
。

一
度
は
水
道
局
の
害
記
検
定
試
験
に
合
格
し
た
者

二
官
吏
又
は
吏
員
と
し
て
事
移
の
経
験
を
有
す
る
者

三
現
に
市
又
は
水
道
局
の
技
手
の
戦
に
あ
る
者

四
市
又
は
水
道
局
に
一
應
負
と
し
互
一
年
以
上
在
戦
し
書
，
所
囮
長

の
推
麗
し
た
者

第
五
条
塁
手
は
羞
の
注
格
の
一
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
．
こ

れ
を
採
用
す
る
。

一
度
誓
追
局
の
技
手
検
定
試
験
に
合
格
し
た
者

二
官
吏
又
は
吏
員
と
し
て
技
術
の
経
験
を
有
す
る
者

ー
ー
ー
現
に
市
又
は
水
道
局
の
害
記
の
戦
に
あ
る
者

四
市
又
は
水
道
局
に
一
屈
員
と
し
て
一
1

・
一
年
以
上
在
戦
し
．
所
屈
長

の
推
謡
し
た
者

第
六
条
贋
（
臨
時
の
戦
員
を
除
く
。
）
を
分
け
て
．
事
務
員
技

術
負
及
び
現
業
員
と
し
。
左
の
廷
格
の
一
を
有
す
る
者
の
中
か

ら
．
こ
れ
を
採
用
す
る
°
但
し
、
現
業
員
は
．
こ
の
限
り
で
な
い

一
水
道
局
戦
員
採
用
試
験
に
合
格
し
た
者

ニ
特
殊
な
技
術
を
有
し
．
そ
の
免
許
証
又
は
合
格
証
を
有
す
る

者
―
―
―
旧
高
等
学
校
令
．
旧
専
門
学
校
令
に

9
る
高
等
学
校
．
専
門

学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
を
卒
業
し
た
者

四
官
庁
叉
は
地
方
公
共
団
体
で
三
年
以
上
勤
移
の
経
験
を
有
す

る
者

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
．
水
道
局
の
辞
令
文
例
を
定
め
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
吏
員
）

第
二
条
吏
負
の
任
用
に
つ
い
て
は
第
一
号
様
式
パ
兼
務
に
つ
い
て

は
第
二
号
様
式
、
免
晩
に
つ
い
て
は
第
三
号
様
式
に
よ
る
。
．

ノ

盆
質
）

．

第一
1

一
条
贋
の
採
用
に
つ
い
て
は
第
四
号
様
式
、
解
厭
に
つ
い
て

は
第
五
号
様
式
に
よ
る
°
兼
移
に
つ
い
て
は
第
二
号
様
式
を
準
用

す
る
。

．

（
嘱
託
）

第
四
条
噸
託
に
つ
い
て
は
第
六
号
様
式
書
解
厠
に
つ
い
て
は
第
七

．
号
様
式
に
よ
る
。
但
し
、
手
当
の
な
い
刺
託
に
つ
い
て

1

は
第
六
号

様
式
の
手
当
の
項
を
除
く
。

4

（
任
用
辞
令
と
給
料
辞
令
•
参

第
五
条
吏
員
の
任
用
辞
冷
と
給
料
翡
に
勁
靡
令
は
．
こ
れ
を

別
紙
と
す
る
。

（
懲
戒
。
免
戦
の
場
合
）

第
六
条
第
三
号
様
式
並
び
に
第
五
様
式
に
虚
い
て
．
懲
戒
又
は
事

二

―

-
1
1●
●

―

―

―

•f 

広
島
市
水
道
局
辞
令
文
例
を
定
め
ろ
規
程

広
島
市
水
道
局
辞
令
文
例
を
定
め
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

ヽ

広

島

市

助

役

高

山

広
島
市
水
道
局
規
定
箱
八
号

第
九
条
第
四
条
、
第
五
条
及
び
前
条
の
在
戦
期
間
に
住
本
市
以

外
に
お
け
る
各
々
の
戦
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
在
懺
期
間
を

暑
算
す
る
°
但
し
．
中
断
期
間
が
五
年
以
上
の
場
合
は
．
こ
の
限

り
で
な
い
。

第
十
条
採
用
及
び
昇
格
に
つ
い
て
は
ー
す
べ
て
考
資
委
負
会
の
選

考
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
昇
格
は
｀
す
べ
て
一
階
級
と
す
る
。

．

し

第
十
二
条
考
査
委
負
会
に
つ
い
て
は
，
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。
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第
一
条
広
島
市
水
消
局
に
お
け
る
公
印
の
保
管
及
び
使
用
そ
の
他

公
印
に
関
し
必
痰
な
事
項
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

9

る。（
公
印
の
種
碩
等
）

．．
 

第
二
条
公
印
の
種
類
．
ひ
な
形
、
寸
法
及
び
使
用
区
分
等
は
＂
別

表
の
通
り
と
し
、
経
礁
諜
が
保
管
す
る
。

（
公
印
の
保
管
及
び
使
用
の
賓
任
）

第
一
ー
一
条
公
印
の
保
管
及
び
使
用
に
つ
い
て
は
畜
公
印
を
保
管
す
る

経
理
課
長
が
そ
の
資
に
任
ず
る
。

別（一） → 

記
第水広

公一・
号 、道島

印様
式局市・

保

管

簿． 広

島

市

水

広

島

市

⇔

道

事

業

管

同

水

道

局

理

者

之

印

長

之

印

t
 

．．
 ひ

な
形

広
島
市
水
消
局
公
印
保
管
使
用
規
程

広
島
市
水
道
局
規
程
第
荘
号

広
島
市
水
消
局
公
印
保
管
使
用
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

広
島
市
水
消
事
業
管
理
者

広

島

市

助

役

瓦

山

局管 1ki公別こ

皇1嘉贔い
⇔日な・ (,t. 

呈．．
て・て・竺瞥 公
ん・ ．ん・ん｛本 布
害 索 四 の
万万プ―ー日
四二五ー ＝ J 寸か

., -
桂桂桂—

法

発局て管も辞使 行
畠

す長発理
つ令

諜用 ＇ 令
す

る名す者
文をる名
壼も文を
つ害も

諜区
て

文名
っ杏を分
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広
島
市
水
誼
局
規
程
第
六
号

広
島
市
水
道
局
職
員
考
査
規
程

第
一
条
広
島
市
水
道
局
戦
員
採
用
昇
格
規
稲
（
以
下
「
屏
給
規
程

」
と
い
う
。
）
に
よ
る
職
員
の
採
用
昇
給
の
選
考
は
．．
 こ
の
規
程
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
前
条
の
選
考
を
行
う
た
め
畜
広
島
市
水
道
局
職
員
考
査
委

員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。
．

2

委
員
会
は
、
局
長
及
び
各
課
長
を
も
つ
て
梱
成
し
、
委
員
長
は
、

局
長
が
あ
た
る
。
・

3

管
理
者
が
必
痰
と
認
め
た
場
合
は
畜
臨
時
委
員
を
骰
く
こ
と
が

広
島
市
水
道
局
戦
員
考
究
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

広
島
市
水
道
車
業
管
細
者

広
島
市
助
役

高`

山

広
島
市
水
道
局
規
程
第
四
号

．
．
管
理
者
に
事
故
あ
る
場
合
の
代
決
順
序
規
程

第
一
一
条
管
理
者
に
事
故
が
あ
る
場
合
の
代
決
の
順
序
に
つ
い
て
は

。
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
倍
理
者
に
事
故
が
あ
る
場
合
の
代
決
は
．
局
長
が
行
う
。

第
三
管
理
者
局
長
と
も
に
事
故
が
あ
る
場
合
の
代
決
は
．
課
長

と
し
~
そ
の
順
序
は
.
広
島
市
水
逍
局
事
務
分
掌
規
程
に
定
め
る

課

の

配

列

順

序

に

よ

る

。

．

附

則

こ
の
規
程
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

．
 
附

則

別
記
第
二
号
様
式

冒」-.―― 件

名

．

ー

l

'

1

』

l
i

I

!

！

！

＇

,‘.1 

．

と
‘
4
『
•
}
'
・
ー
ー
，
ー
・
！

一

管
理
者
に
事
故
あ
る
場
合
の
代
決
順
序
規
程
を
次
の
よ
り
に
定
め
，

（
経
理
課
長
の
任
移
）

．，

一
第
四
条
経
理
課
長
は
．
公
印
保
管
簿
（
別
記
第
一
号
様
式
）
を
備
公
印
の
稲
類

る。
．昭

和
一
1

十

七

年

十

月

一

日

え

、

保

管

の

公

印

に

関

し

奮

必

要

な

事

項

を

整

碑

し

な

け

れ

ば

な

使

用

区

分

一

ら
な
い
。
．

、
広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

広

島

市

助

役

高

山

第

五

条

退

庁

時

限

後

は

、

公

印

は

、

宿

直

室

に

砒

く

も

の

と

す

る

。

前
項
の
公
印
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
当
直
の
上
席
の
職
員
が
そ

の
責
に
任
ず
る
。
．

（
公
印
の
使
用
）

第
六
条
公
印
を
使
用
す
る
と
き
は
、
押
印
し
よ
う
と
す
る
文
密
に

決
裁
ず
み
の
原
談
害
を
孫
え
当
該
公
印
を
保
管
す
る
課
長
叉
は
宿

直
員
に
提
示
し
原
談
因
と
契
印
し
．
公
印
を
受
け
。
公
印
使
用
簿

（
別
記
第
二
号
様
式
）
に
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

但
し
．

特
別
の
用
途
に
供
す
る
文
啓
に
あ
っ
て
は
．
こ
の
手
鋭
を
省
酪
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
•

｀
」
疇
晉
謬
畠

――
-

l

ー

―
―
―
―
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再

調

膀
棄
＿

鹿

年

月

年

月

日・1日
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考

、, • ー ，

年

月

調

年

月

日 1日

備

印
影
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島・` 広 報

面

名
氏・氏

名名

. ; . ' .. 

‘‘-— ' ←一→

瓜
島
市
水
道
局
事
務
（
技
術
）
吏
負
・

願
に
よ
り
本
戦
を
免
ず
る

広
島
市
水
道
局
事
移
（
技
術
）
吏
負

願

に

よ

り

兼

移

を

免

ず

る

[

.

．

広
島
市
水
灌
局
事
務
（
技
術
）
吏
負

願
に
よ
り
本
戦
並
び
に
兼
移
を
免
ず
●

（
第
四
号
様
式
）

氏

・

＿
°
-
屈
用

広
島
市
水
道
局
・
・
”
・
・
・

P
•
•…
を
命
ず
る
．

…
…
…
…
円
を
給
す
る

月
給
（
日
給
）

．．．．．．． 
：
 ．．． 

課
勤
移
を
命
ず
る

（
第
五
号
様
式
）
．

ー
・
解
雁

願
に
よ
り
解
雁
す
る

（
第
六
号
様
式
）

て

咽

託

氏

広
島
市
水
逍
局
・
・
・
・
…
…
・
・
事
務
を
問
託
す
る

月
手
当
：
・
:
・
・
円
を
給
す
る

（
第
七
号
様
式
）

奮
カ
ー

-
V
J
l
J
 

氏氏氏
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曾
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＇
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＇
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．
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•
9

ヽ
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ー
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_
•
•

9

ー
・
・

,

．
し
1

1
~

ー

ー

，
i
し
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＇
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Lー
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l
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i
'
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．
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＇
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i
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i
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'
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こ
・

‘
_
'
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ぃ
.
-
,
1
,

ト
・」

•
L
←

t
‘

,
‘
,
j
'
占
｀
~

，

＇
i
_
ー
·
·
·
9
,
’
,
、
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,
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9
9
,
1
-

l

四
八
．
 

．．

．
 に

そ
の
附
甜
事
孫
の
取
扱
に
関
し
て
は
．． 

別
に
定
め
る
も
の
の

、

名

．
外
｀
こ
．
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

・
〗
一
、
先
職

・ト

i"・/

．．
 移
の
都
合
に
ょ
●
紐
朦
若
し
く
は
解
屈
の
場
合
は
「
願
に
よ
り
」
＇

吟
[
•

一 ，

旬
｀
らを
削
り
・
用
済
の
場
合
は
｀

・

「
用
済
に
つ
き
」
と
ず
る
。
‘

.（
担
当
事
移
）
．

名
第
一
・
一
条
水
道
集
金
員
は
．
水
道
料
金
及
び
給
水
工
事
費
の
集
金
瑣
’

?
‘9
 
.. 

g

扁

弱

替

）

．

い
，
』
•

第
七
条
翌
暮
の
場
合
は
蓋
篇
の
解
除
辞
令
は
＂
、
こ
れ
を
省
．
翌
に
従
事
す
る

．

も
の
と
す
る
。

"

-

•

2

下
水
道
集
金
員
は
、
下
水
道
使
用
料
の
集
金
事
務
に
従
事
す
る

‘
•
第

名

も
の
と
す
る
。

．

略
す
る
。
．

．ヽ``

・
（
集
金
方
法
）

.-•
• 

'
（
辞
令
）

`
•
第
三
条
第
金
員
は
．
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
納
額
告
知
醤
璽
藍
〗

'

：`
；r
第
八
条
辞
令
に
ば
雙
令
年
月
日
を
記
載
し
、
水
道
局
名
を
も
っ
て

□....]
'

す

る

。

偲

｀

手

当

の

な

い

嘱

託

芸

ぃ

て

は

管

理

者

名

と

す

る

名

（

第

一

号

様

式

か

ら

第

四

号

様

式

ま

で

）

に

よ

り

納

人

に

納

額

を

．』
，
11

”]、

□．，

i

辞

含

備

と

す

る

°

但

し

、

絵

料

並

び

に

勤

務

辞

令

は

｀

ク

告

知

し

た

上

現

金

を

徴

牧

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

“

,
〗
．
．
ーイプ
ラ
イ
タ
ー
印
署
を
も
つ
で
」
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

.

.
2

滞
納
金
は
｀
領
牧
証
害
（
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
）
に

よ
っ
て
徴
収
す
る
’
}
」
と
が
で
き
る
。
．
『

3

集
金
に
当
つ
て
は
↓
納
額
告
知
害
兼
領
牧
証
害
又
は
領
牧
証
咎
'

尋

｀

□

5.
、
9
水
道
局
印
は
、
発
令
年
月
印
の
.
「
年
」
の
字
を
中
心
に
お
い
て

ご
〗

•

競
．
押
す
0
但
し
’
手
当
の
な
い
噸
託
に
つ
覧
ば
｀
管
理
者
名
の
下
に
領
牧
年
月
日
を
記
八
し
て
自
印
を
押
し
電
証
書
に
不
備
の
な
い

．． 

,
・i,9d.：
 ．．． 

]
．

に

ー

管

理

者

の

公

印

を

押

す

も

の

と

す

る

。

―

こ

ど

を

確

か

め

た

上

現

金

を

受

領

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

0

.

9

5[-＇，、

（
文
例
に
誓
し
な
い
も
の
）
名
•
'
（
公
金
の
取
扱
）

．
’

．

．
 
t
 

t
 

第
四
条
公
金
の
取
扱
に
は
細
ヽ
心
の
注
意
を
払
い
｀
そ
の
日
集
金
し

．
た
現
金
は
論
．
即
日
す
み
や
か
に
集
計
し
．
集
金
日
数
（
第
七
号
様

～

□
第
九
条
、
前
各
条
の
様
式
に
該
当
し
な
い
も
の
は
．
、
そ
の
性
質
の
近

ご

、

前

い

も

の

を

準

用

し
9

．又

は

従

来

．

の

例

ぷ

よ

る

。

．

式

及

び

第

八

号

様

式

）

を

添

を

出

納

員

に

差

し

出

さ

な

け

れ

ば

に
一

.
t
.
I
l
.
，

・

名

．

な
ら
な
い
。

U
n
n
^
・

、

?
f
 

•• 
“
~

こ
の
規
程
は
．
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
末
納
転
居
者
あ
る
場
合
の
措
府
）
・

、

＂

7
•

島
一
（
且
様
式
）
第
竺
且
賛
晶
翫
麟
鱈
誌
註
戸

5
-

・
一

額
告
矧
杏
兼
領
牧
証
害
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

．
．
．
〗

名

（

公

金

等

亡

失

の

際

の

措

巴

第
六
条
公
金
、
征
害
叉
は
身
分
証
明
忠
を
亡
失
し
た
と
き
は
、
直

仕

ち

に

課

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（
損
害
の
賠
僚
）

名

第
七
条
公
金
を
亡
失
し
た
と
き
は
｀
そ
の
損
也
を
賠
償
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
損
害
賠
僚
金
は
＂
一
時
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
°
但
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
。
利
息

t
13 

2

．

を
付
し
て
こ
れ
を
分
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

゜

（
身
分
証
明
書
）

第
八
条
・
集
金
員
は
。
そ
の
身
分
を
表
示
す
る
眠
明
書
（
第
九
号
様

れ
を
納
八
者
に
奈
し
。
身
分
を
あ
き
ら

式
）
を
常
に
槻
帯
し
、
こ

か
に
し
た
上
集
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

附

則

、

こ
の
規
程
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

｀
戦

氏

戦

氏

事
務
嘱
託
を
解
く

月2
 

ー

t
 

ヽ

•1

広
島
市
水
逍
局
事
膀
（
技
術
）
吏
負

2
 

t
,

．
 

一

和

兼

移

を

命

ず

る

•
…
…
…
•
•
長
（
：

．．．．．．．．．．． 

課）

昭

一
．」、

＇～
：

一
冨
―
―
一
号
様
式
）

【

・

9
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い
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氏

広
島
市
水
遊
局
事
称
（
技
術
）
吏
員
に
任
命
す
る

.•..•

... 
9
 

•.•••. 

「

．．．．．．．．．．．． 
に
補
す
る

広
島
市
水
硝
局
事
務
（
技
術
）
吏
負

広
島
市
事
狗
（
技
術
）
吏
員
に
兼
ね
て
任
命
す
る

••. 
......... ;
 ．．．． 
に
兼
ね
て
補
す
る

-r
給
料
及
び
勁
務

広
島
市
水
珀
局
事
務
（
技
術
）
吏
負

．
月
給
…
；
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
円
を
給
す
る

…
…
•
…
•
•
長
（
…
…
…
…
諜
勁
秘
）
を
命
ず
る

（
第
二
号
様
式
）

一
。
兼
移

氏
・¥ 

名

氏

戦

務

勉

励

に

つ

き

金

．

円

を

裳

与

す

る

広
島
市
水
道
集
金
員
等
事
移
収
扱
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

_＿＿．
 

広

島

市

助

役

．

高

山

一

広
島
市
水
道
局
規
程
第
九
号

広
島
市
水
道
集
金
負
等
事
務
戒
扱
規
程
．

（
こ
の
規
定
の
目
的
）

第
一
条
水
道
集
金
員
及
び
下
水
道
集
金
負
（
以
工
両
者
を
併
せ
て

単
に
「
集
金
員
」
と
い
う
。
）
の
集
金
方
法
及
び
公
金
の
取
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水消使用料及び手数料

袷水工事姿

・.:.牧領
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簿冊通番第 号． No. 
領 、：牧証害

下記の通り領牧しました 広島市出納員

．昭和 ．年月 日 そ広島市水道局 ｀` 
町丁目 番地 経理課長

．殿：
宮本 、 基⑰一 広島市蜜記

5 一金 円 銭也 、
ばヽ

ぶ・・ 内 訳

： 徴牧： 番号,~ 号1種別1厨l1童I圃l西I I凰II塁贔II匝11匿I
：年度 1期別 1種目 I金 額 I督促手訓

［昭和 1胃 • 1罰K・道「「I四鱈暉疇旦
年度至 月使用料Ill~ ； 此の領牧害は後日の証拠害類となりますから大切保存し-C.

； ・・下さし、
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（第三号様式） 表

；昭和 年度

＇：下記の金額を期内に納八して下さい

：広島市長浜尭信三限

I~三三月 1昭:::::r: 日竺竺麟金額円

: ＠裏面の注窓事項を必ず御覧下さい

墜
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目標

昭和 年

』

竺二年度＠

月 日領牧媒金員
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簿冊通番第 号 No. 

領

下記の通り領牧しました

昭和年月

町丁目

日

•番地

牧：

姐
殿

一金

証 書

広島市出納員

広島市水道局経理課長

宮本

円 銭也

内訳

闘I第 号 1種別憤直園剛 翡I 胃贔I厘圏ー
年度且L星直し且 金 額 督促手数料

昭和年度閂 1l|;K門：亘1戸i予冒予I↑「i予I堡，
此の領牧否は後日の証拠となりますから大団に保存して下さい

広島市杏記

基⑰

⑪ 

（
第
五
号
様
式
）

（
第
二
用
紙
）
美
浪
紙

1

2

3

4

 

ー

9

、

衷 ，面．
 

本証に出納餞及び集金員の領牧印がないもの又は金額を訂正したものは無効です。

集金員には｀身分証明雷を持たもてありますから御茂の上御支払い下さい。

この領牧証は後日の証拠害になりますから大切に保存して下さい。

水道に関することは総べて届け出制度になつておりますから

（イ）使用開始、廃止、移転、 A員及び栓数の異動、用途変更その他

（口）新設、増設、撒去、洩7k修理その他

等は基町水道局（電鉄郊外バス北側）電話⑨2201ー~205へ必ずお届け下さい。
•. 疇

自分のため人のためお互いに節水に御協力下さい。
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下記の孤り領牧しました
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領牧証書

下記の通り領牧しました

昭和年月

町丁目
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.
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一金・

日

番地 組

殿

広島市出納負

広島市水道局経理課長

宮本 基⑰

円 銭也
内訳

闘1第．号螂I翻団画囲 I種目 I下水道使用料
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浪
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下記の通り領牧しました

昭和年月

町丁目

日

番地

・円 銭也

内訳

馨臀I第 号榔叫回園園囲 I種目 1・下水道使用料

年度期別 金 ・ 額翌偶壬堅壁I

二一度＼『丁＼亨I互門i9旦1叶IデI堡
此の領牧因は後日の証拠害領となりますから大切に保存して下さい
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広島市水道局経理課長

宮本 基⑲

（
第
六
号
様
式
）
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閉 和27年 l2月 20日

る。

第
六
条
必
要
あ
る
者
の
外
．
み
だ
り
に
構
内
に
出
入
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。

第
七
条
資
材
及
び
物
品
の
搬
入
出
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
を
払

ぃ
．
重
要
な
も
の
は
日
誌
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

執
務
時
間
外
に
お
け
る
資
材
及
び
物
品
の
搬
入
出
に
つ
い
て

は
言
脱
負
の
指
示
を
受
け
．
必
ず
こ
れ
に
立
会
し
｀
日
誌
に
記
載

し
な
け
ー
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
随
時
．
庁
舎
内
並
び
に
構
内
及
び
各
池
並
び
に
取
水
口
を

巡
視
し
、
異
状
を
認
め
た
と
き
は
臨
椴
の
処
樅
を
購
ず
る
と
池
も

．
に
直
ち
に
所
属
課
長
叉
は
施
設
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、O
'
>
 

J
え

ょ

2

休
日
及
び
夜
問
に
は
。
特
に
｀
火
災
奮
盗
臨
の
予
防
．
建
物
の

・
器

戸
締
り
、
物
品
の
保
管
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
守
術
は
、
公
移
に
よ
る
の
外
．
み
だ
h
に
構
外
に
出
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

k
 第

十
条
守
衛
日
詰
に
記
戦
す
べ
き
甜
項
は
。
概
ね
次
の
と
お
り
と

．．
 

す
る
。

-
9
年
月
日
、
即
日
、
天
候

島

-

二

守

衛

の

戟

氏

名

．

三
巡
視
の
時
刻
及
び
状
況
並
び
に
異
状
を
認
め
た
場
合
に
お
い

．． 

て
措
骰
し
た
て
ん
末

四
非
常
事
態
に
限
す
る
事
項

五
前
各
号
の
外

m要
と

認

め

る

班

項

．

t

2

前
項
の
日
誌
は
。
勁
務
終
了
後
直
ち
に
所
屈
諜
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
料
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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広
島
市
水
沼
局
祐
服

ttr古
況
楳
を
次
の
よ
り
に
定
め
る
。

昭

和

二

十

七

年

十

月

一

日

・

広
島
市
水
道
事
洪
腎
珂
者

広

島

市

助

役

窃

広
島
市
水
道
肪
規
租
第
十
一
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末

納

金

微

牧

額

水
道
使
用
料
金

金 金 額

十 十 九、＊ 八 七
水
道
工
事
叉
は
修
理
に
従
事
す
る
懺
手
及
び
エ
手

六 五

給
水
船
乗
組
負

自
拗
車
（
乗
用
）
迎
転
者

自
動
車
（
賀
物
）
述
転
者
・

自
勁
―
-
＿
輪
車
迎
転
者

水
道
工
班
叉
は
修
理
に
従
事
す
る
作
業
手

ボ
ン
プ
運
転
者
及
び
ボ
ン
プ
修
理
工

ろ
過
池
消
描
夫

』

女
子
油
描
夫

四

守

衛

戦

水
道
集
金
員
及
び
下
水
道
集
金
負
並
び
に
水
道
調
査
員

従
、
事

す

る

の

種

類
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未

納

返

納

額

受

水
道
使
用
料
金

. -1 ． 
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．一

l莱―蔀

― 猶

戸

額

マ

二I
―1=-
額 1 件数累計

数 1サ／／戸数1残

ー
徴
喜
係
長
一
．

軒
「
．
9
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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…
―
-
計
一
…
…
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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....•. 

i]数

日
＿
累

戸 一
喜
二

本日整理地区． 
本日の末幣理戸数

明日の予定地区

町

予I I不 在1

広
島
市
水
道
局
守
衛
勤
謗
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
水
道
局
に
勤
移
す
る
守
衛
の
勁
蒋
に
つ
い

て

定

め

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

．

．

璽
一
条
守
衛
は
．
二
交
替
制
勤
翠
と
す
る
°
但
し
、
必
要
に
応
じ

非
番
者
い
え
ど
も
臨
時
勤
謗
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
'

第
三
条
守
衛
は
、
所
属
課
長
の
指
揮
に
従
い
~
祇
ね
左
の
戦
移
に

任
ず
る
°
.

一
・
通
用
門
の
開
閉

―
ー
出
入
の
も
の
の
監
視
・

-
＝
外
来
者
の
取
次

四
桐
内
各
建
物
の
戸
締
り
の
点
検
並
び
に
火
災
、
盗
難
の
整
戒

五
基
町
に
あ
つ
て
は
庁
舎
内
に
及
び
樅
内
の
巡
視
~
水
源
地
に

あ
っ
忍
繭
内
及
び
各
池
並
び
に
取
水
口
の
巡
視

第
四
条
屈
間
は
涌
用
門
を
開
き
、
夜
間
は
こ
れ
を
閉
じ
る
。
．

い
ね
い
に
用
件
を
尋
ね
係
員
に
案
内
す

!
'
、••••• 

，
 

．
第
五
条
外
来
者
に
は
。
て

、r'
ー，．l

．．
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広
島
市
水
道
局
被
服
袋
与
規
程

第
一
条
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
｀
水
道
局
職
員
（
以
下

「
戦
員
」
と
い
う
0

)

に
は
畜
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

つ
て
．
被
服
を
貸
与
す
る
°
但
し
、
業
移
の
性
質
上
そ
の
必
要
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
は
書
こ
れ
を
貸
与
し
な
い
。

第
二
条
前
条
の
費
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
戦
員
の
範
囲
は
．

主
管
課
長
が
定
め
る
。

第
三
条
被
服
は
、
新
た
に
戦
員
と
な
っ
た
も
の
に
は
•
新
規
に
．

従
来
か
ら
錠
与
を
受
け
て
お
る
者
に
は
貸
与
期
問
の
満
了
の
際
．
 

．
 貸

与
中
の
被
服
と
引
き
替
え
に
こ
れ
を
貸
与
す
る
。

第
四
条
徒
与
被
服
の
補
修
は
．
貸
与
を
受
け
た
戦
負
が
自
ら
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
職
員
は
｀
被
服
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
．
に
よ
っ
て
、
給
料

l――,  

土 1こしI上しいI呈二三呈`
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こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

摘

要
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広
島
市
水
道
局
守
衛
勤
謗
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

広

島

市

助

役

高
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f
ざ
ご
，
f
ぷ
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ぷ
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ぞ
誓
い
か
な
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闊
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互
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ぷ
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な
い
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第
六
条
貸
与
を
受
け
た
職
員
が
離
戦
し
｀
若
し
く
は
死
亡
し
た
と

き
は
、
す
み
や
か
に
貸
与
被
服
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
，
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但
し
。
使
用
期
間
の
す
ぎ
て
お
る
も
の
又
は
特
別
の
事
由
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
。
返
納
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
使
用
期
間
の
計
算
は
、
月
に
よ
る
。
‘

第
八
条
被
服
の
規
格
並
び
に
帽
子
の
記
常
の
意
匠
は
。

の
と
お
り
と
す
る
。
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付
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土
地
立
入
証
票
を
定
め
る
規
程

、
•
水
道
計
画
に
必
挺
な
測
批
を
実
施
す
る
た
め
｀
水
道
局
戦
員
が
国

肴
。
公
有
又
は
私
有
の
土
地
に
立
ち
入
る
場
合
に
携
帯
す
る
土
地
立

天
言
在
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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広
島
市
水
道
局
規
程
第
十
四
号

土
地
立
入
証
票
を
定
め
る
規
程
を
次
の
よ
り
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
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広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

広

島

市

助

役

高
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程
は
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ら
施
行
す
る
。
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ひ

な

形

を

定

め

る

規
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広
島
市
水
逝
使
用
条
例

．
（
昭
和
二
十
七
年
条
例
第
五
号
）
第
十
条

の
規
定
に
よ
り
共
用
栓
の
使
用
者
に
交
付
す
ろ
錨
札
の
ひ
な
形
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

＼
 第

（面二第） （第一面）

'、 ,...

．．
 

．
．
 

.
,
＇
 

‘・

．
 

.• 

'，ヽ

．

．
 

,• 
9
 .

.

.

.

.

.

.

 .
 

，
 ．．

 

·
• 

ー

／

9
 ，

 

（第三面）

iiii 1......」 .....:.I .......I...... ．．！.......—•I~·

ニコニI

｀ 
········•....... 1........1........1....... J．．笹

-|＿ニニニ．：士．返
胄
機 I納

門． 
. i 1_J―| 1̀ 

本
人
の
培
名

年

月

日
生

氏

名

所

屈

機

関

所

在

地

広

島

市

恭

町

本
人
の
戦
名

一
番
地

所

屈

槻

関

名

広

島

市

水

道

｀

局

昭

和

年

発

行

機

関

名

広

品

市

水

消

局

月

日
発
行

言
員
慣
土
地
：

□―

第

号

耳プ．
9

-

9
-
-
9
,

＇
il
_1

,1

,

 

広
島
市
水
追
局
規
程
第
十
孔
号

切
任
粕
、
外
格
．
昇
給
粥
の
取
扱
規
作

水
消
局
職
員
の
初
任
給
。
外
仰
・
外
粕
等
の
取
扱
に
つ
い
●
」
は
[

別
に
定
め
る
場
合
を
徐
き
．
一
殷
栽
の
国
家
公
務
虹
の
初
化
給
．

翡
．． 
昇
給
の
取
扱
の
例
に
よ
る
。

す

ぃ
．
．
．
H
,
•
,則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
』
日
か
ら
施
行
す
る
。

ー

・

＇

・

1

1

・
L
 

初
任
給
、
昇
格
‘
'
外
給
究
の
取
扱
規
料
J

岳
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
ニ
ャ
七
年
十
月
一

H

広
島
市
水
凶
布
黎
匹
U
狸
者

広

島

市

助

役

商

l l l 

廿

則
”
 

J

の
規
程
は
、
公
布
の
＂
＂
か
ら
施
行
す
る
。

（第 四 面）

測
批
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
祁
第
百
八
十
八
号
）
．

抄

第
十
五
条
禁
本
測
批
に
従
限
す
る
地
狸
聞
両
所
の
戦
員

ほ
、
測
載
を
申
面
す
る
た
め
に
必
吸
が
あ
る
と
き
は
、
国

有
公
有
の
土
地
に
立
ち
入
る
こ
と
力
で
き
る
。

？
~
前
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
又
は
疫
巴
さ
く
等
で
囲
ま

れ
た
土
地
に
立
ち
入
る
場
合
に
お
し
て
は
｀
測
姫
に
従
事

•
あ
ら
か
じ
め
そ
の
占
有
者
に
通
知
し
な
け
れ

．
 

ナ
る
者
は
｀

ば
な
ら
な
翌
但
し
、
占
有
者
に
丸
し
て
あ
ら
か
じ
め
涌

知
ナ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3

第
一
項
の
戦
鉛
が
伺
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
に
立
ち
入

る
場
合
に
お
い

C
け
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
栗
を
挑
術
し
．

関
係
人
の
諮
求
が
あ
っ
た
と
き
は
亀
こ
れ
を
呈
示
し
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
第
十
四
条
力
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定

411
こ
他
用
す
る
。

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
．
六
月
以

ま
畜
公
共
測

第
•
ハ
十
三
条

．
下
の
懲
役
又
は
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
正
当
の
珊
由
が
な
く
て
恭
本
測
批
の
災
施
を
妨
げ
た

者
二
第
一
五
条
（
第
一
一
エ
＇
九
条
こ
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
立
入
を
胆
み
．
叉
は

妨

げ

た

者

＾

ー
第
十
八
条
（
第
一
―
―
十
九
条
こ
お
い
て
泄
川
ナ
る
湯
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
土
地
．
樹
木
又
は
工
作
物
の

一
時
使
用
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
た
者
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則

こ
の
瓜
代
は
、
公
布
の
．
H
か
ら
旋
行
す
る
。

ば
な
ら
な
い
。
．

（
保
匹
品
四
類
及
び
物
品
）

第
十
五
条
．
当
腹
負
は
｀
左
の
曹
類
及
び
物
品
を
保
管
し
、
事
務
処

i

f

珊

に

供

す

る

も

の

と

す

る

。

・

・

i

．

一

山

呆

阻

日

誌

一

冊

・

ニ

火

災

報

告

簿

一

冊

．

一

ー

ー

当

直

輪

番

郊

一

冊

ー

四

施

錠

衷

任

者

名

簿

一

冊

,r 

•
五
戦
負
住
所
録
一

．

六

恢

中

霜

灯

四

個

七

自

転

車

二

台

八

ち

ょ

う

ち

ん

四

張

九
ろ
う
そ
く
及
び
マ
ッ
チ
若
千

（
当
直
H
誌）

第
十
六
条
当
直
H
誌
に
記
戟
す
ぺ
き
事
項
住
概
ね
次
の
油
り
と

す
る
。

-
．
．
当
直
月

H
｀
訊
H
`
天

候

．

二
当
直
位
の
戦
氏
名

――
-
n
i令
及
び
樅
内
巡
視
の
時
刻
及
び
状
況
並
び
に
異
状
を
認
め

た
拗
合
に
お
い
て
梢
訟
し
た
て
ん
末
．

四
勁
務
巾
川
入
し
た
者
の
戟
氏
名

・

五
霞
戟
そ
の
他
の
文
困

＇
六
故
閃
條
珊
の
受
付
件
数
及
び
修
理
を
終
っ
た
件
数

七
火
災
，
そ
の
仙
非
常
事
態
に
限
す
る
事
項

八
前
各
サ
の
外
電
軍
吸
と
認
め
る
事
項

2.nif引
の
日
誌
は
、
勤
務
終
了
後
直
ち
に
、
経
珊
課
長
を
経
て
局

長
に
提
川
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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t
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 ヽ

ヽ

広
島
市
助
役

I

水
消
企
策
組
織
に
関
す
る
条
例
施
行
に
伴
い
｀
従
前
左
記
上
段
の

所
屈
懺
白
の
う
ち
．
特
に
辞
令
を
用
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
．
昭

和
二
十
七
年
十
月
一

H
付
を
も
っ
て
｀
従
前
の
身
分
．
戦
務
の
級
及

び
従
前
の
炒
給
に
相
当
す
る
給
料
を
も
つ
て
任
命
さ
れ
．
従
前
の
戦

に
補
し
．．
 

従
前
の
役
戦
を
命
ぜ
ら
れ
。
下
段
の
勁
移
箇
所
に
発
令
さ

れ
た
も
の
と
す
る
。

高

広
島
市
水
泊
事
業
iu
碑
者

昭
和
二
十
七
年
十
月
一

H

庁

中

般

広

島

市

水

道

局

訓

令

第

一

号

麟 押者脳事 品

嘉領 培翡 I．喜
印者 [I)名任由 批 1時

—~ ~ •一•~ • - r -＿ 

第 •5 4 3. _ 2 第•第
三＾戟罰II 長 す：：：＾る規七一＾
条 会勃頴議が罰l]議る訊 条 策 ゜ 定 年 条 目

哉を長長欠践・長°長 長 に広 的
会の代と及け長は但及会及 基島こッ

,1 磁招＇珊もび t•9ま会しび狼ひ・ 宕市の
は集すに＇閲 Ilと識眼 ‘fill]に団ll ゜条規
・及る欠議き長を再議禁競 会例則

必び°け長はをつ迅長長長 誤第は
痰賊 たとそ補かをは）文ゞ に 二 ‘
の・/}と． ともの佐ささ委ひ• ・ 必・号広
都の さに戦しどま負郡l 疫°島
庇 方 は事務・るたの談 な以 7li
議 法 ｀故を議° げ互長 事 1:tt 
長シ・年あ代長 な迦を 項-,会
が＇ 長 る珊 に いと既’ を条教
招 のとす llf °しく 危 例 脊
集 委きる故 •O め l-委
す 負 •O ぁ·.そ ると負
る が又 る の こい条
° 臨 9まと 任 ・とり例

時｀き期 をこ＾
に践 ｀ は 目第昭・
議長` ，．、又 一 ． 的六和
長及．・は 年 と条ニ

9 のび•.贔茂・ と すの十

＇ • _ 9● 9•——••--.●.■••-.、一‘

広
島
市
社
会
教
育
委
負
会
誠
規
則

広
市
教
委
規
則
第
八
．
E
方

0. 

広
島
市
社
会
教
育
委
負
会
談
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
一
月
二
十
二

H

広
島
市
教
育
委
凪
会

委

偽

長

吉

本

寿

日

昭

和

年

月

H
 

時

分

◎
教
育
委
員
会
規
則

資
材
．
物
品
持
出
報
告
猥

時
間
外

休

日 II二I長理

I 

• I - -
係庶係庶

長務長務
I 

係

課経

守直

衛員

芍

,

.
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、
従
前
の

水

道

局

ヽ

涯令
H希施浄

水．設7k理

場課課囁限

所

屈記

水設水．理

新

発

令

箇

所

水

瀧

局
経給施浄

課課課課

様

式
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]．．昭和ダ1,'：年こJ2 月 •20: 日

広
島
市
水
道
局
当
直
負
勁
謗
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

広

島

市

助

役

高

山

一

―

―

―

広

島

市

水

道

局

規

程

第

十

七

号

・
』
（
広
島
市
水
道
局
当
直
員
勁
謗
規
程

（
遥
則
）

一
第
一
条
当
直
員
の
勤
務
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
．
こ
の

．
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

[

（

当

直

員

）

．

、
第
二
条
当
紅
負
は
、
男
子
の
水
逍
局
職
員
（
係
長
以
上
及
び
臨
時

i

職
員
を
除
く
o

)

を
も
つ
て
次
の
区
分
に
よ
り
輪
番
に
あ
て
、
必

．
痰
に
応
じ
て
増
員
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

i

一
第
一
班
嘗
記
又
は
事
蒋
員
よ
り
一
名

，
一
「
第
二
班
技
手
叉
は
技
術
員
よ
り
ー
名
（
浄
水
課
ボ
ソ
プ
遮

i

転
従
事
者
及
び
自
動
車
述
転
者
並
び
に
給
水
船
乗
組
員
を
除

,
V
o
)
 

，＿
l-

第
三
班
現
業
員
よ
り
二
名
（
浄
水
課
勤
務
者
及
び
自
動
車

．．
 

述
転
者
並
び
に
給
水
船
乗
組
員
を
除
く
。
）

（
当
脱
時
間
）
＇

第
三
条
当
匪
勤
移
時
間
は
、
退
庁
時
刻
か
ら
翌
日
の
登
庁
時
刻
ま
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職
移
に
よ
る
級
別
区
分
の
基
準
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
で
と
す
る
。
但
し
．
休
日
は
日
直
に
分
け
・
日
直
の
勤
移
時
間
．

讐

は
．
広
島
市
水
道
局
就
業
規
則
第
十
一
条
に
定
め
る
登
庁
時
刻
か

のる。

．．
 

・
ら
退
庁
時
刻
ま
文
と
し
｀
宿
直
は
平
日
と
同
様
と
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
'
-
日

一

．． 

広

島

市

水

道

事

業

管

理

者

（

遥

知

）

広
島
市
助
役
高
山
一
ー
ー
ー
↑
第
四
条
当
直
の
順
番
は
、
経
理
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
割
り

広

島

市

水

道

局

規

程

第

十

六

号

当

一

J

、
三
日
前
ま
で
に
本
人
に
通
知
し
て
認
印
を
徴
す
る
。
．

・
・
職
移
に
よ
る
級
別
区
分
の
基
準
に
関
す
る
規
程
＇
（
免
除
）

水
道
局
職
員
の
戦
移
に
よ
る
級
別
区
分
の
基
準
に
つ
い
て
は
｀
別
．
第
五
条
翌
虹
の
当
日
が
忌
服
に
当
る
者
又
は
病
気
の
た
め
連
続
七

日
以
上
欠
勤
し
て
い
る
者
の
勤
移
は
、
こ
れ
を
他
日
に
繰
り
下
げ

に
定
め
る
場
合
を
除
き
｀
市
長
事
孫
部
局
の
戦
謗
に
よ
る
級
別
区
分

の

基

準

の

例

に

よ

る

。

る

。

（
代
直
）

附

．

則

｛
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
第
六
条
当
直
割
当
後
に
お
い
て
。
出
張
又
は
病
気
そ
の
他
止
む
を

得
な
い
事
故
の
た
め
当
直
勤
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
を
生

じ
た
と
き
は
．
そ
の
課
長
は
．
所
屈
課
負
を
し
て
代
直
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
代
直
を
さ
せ
よ

5
と
す
る
と
き
は
、
事
前
に
経
理
課
長

ー
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
就
勤
報
告
）
．

第
七
条
当
直
員
は
．
勤
移
に
就
く
に
先
だ
ち
所
属
課
長
に
報
告

し
．．
 

勤
移
に
就
い
た
と
き
は
＂
経
理
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
'
•

（
勁
蒻
）
．

第
八
条
当
直
負
は
．．
 

互
に
協
力
し
あ
い
、
誠
実
に
勤
謗
に
服
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

当
直
員
住
公
務
に
よ
る
の
外
、
樅
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な

、0
-`
＞ 

3

塁
腐
は
．
淵
水
修
理
そ
の
他
の
申
込
を
受
け
付
け
●
た
と
き

は
、
す
み
や
か
に
処
骰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
水
道
管
の
破
裂
そ
の
他
軍
大
な
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
す

み
や
か
に
関
係
課
長
に
報
告
し
｀
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
°
但
し
、
事
態
が
憩
を
痰
し
関
係
課
長
の
出
勤
を
ま
つ
暇

が
な
い
と
き
は
｀
施
設
課
長
に
涌
報
し
．
そ
の
指
示
に
従
う
も
の

と
す
る
。

5

市
内
に
火
災
が
発
生
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
現
場
に
臨

（
文
書
の
取
扱
）

第
十
四
条
霊
報
そ
の
他
の
文
害
を
受
け
付
け
た
と
き
は
畜
日
誌
に
．

記
載
し
．
翌
朝
経
理
課
庶
謗
係
に
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

但
し
．
恐
を
疾
す
る
も
の
は
．
直
ち
に
受
信
者
に
送
付
し
な
け
れ
[

（
出
勤
簿
）

第
十
＿
＿
一
条
当
匝
員
は
~
登
庁
時
刻
一
時
間
前
に
出
勁
簿
を
所
定
の

場
所
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
銑
の
保
管
）

第
十
一
条
．
当
直
負
は
、
退
庁
時
に
経
理
課
庶
移
係
よ
り
庁
舎
の
鎚

（
錦
箱
共
）
を
預
か
り
。
登
庁
時
に
こ
れ
を
返
還
す
る
。
．

（
鍵
の
揆
受
）

第
十
二
条
各
部
屋
の
鍵
を
授
受
す
る
に
当
つ
て
は
．
授
受
者
を
し

て
施
錠
黄
任
者
名
熊
に
培
名
押
印
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．．＿市-~.

（
超
過
勤
務
の
確
認
）

第
十
条
当
直
員
は
。
超
過
勤
務
者
の
超
過
勤
務
時
間
を
確
認
し
．

超
過
勤
務
命
令
杏
に
退
庁
時
刻
を
記
入
し
｀
認
印
を
押
す
も
の
と

す
る
。

9, •.., 9 .,• , '•’', ',,. 、-;・ ・: ': ·: .•' ,..• ●●,＇’,． ',. r', ヽ 9

報．：，． ‘“ • j Iら'・、
9，. -·,• 

（
庁
舎
及
び
樅
内
の
取
締
）

第
九
条
当
直
員
は
｀
i

寸
衛
と
協
力
し
て
庁
舎
及
び
構
内
の
取
締
に

任
ず
る
も
の
と
し
．
火
災
.
盗
難
の
予
防
に
は
特
に
注
意
を
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

庁
舎
若
し
く
は
梱
内
に
異
状
を
認
め
た
と
き
．
叉
は
近
火
そ
の

他
非
常
事
態
が
発
生
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
臨
機
の
処
置
を
購
ず

る
と
と
も
に
経
理
課
長
又
は
施
設
課
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ア

I
,
I
,
．’
 

|＇ 
．
．
．
 
—. 

み
消
火
栓
の
状
態
並
び
に
そ
の
使
用
状
況
を
点
検
し
、
消
防
署
[

に
協
カ
ナ
る
外
｀
．
必
要
に
応
じ
海
水
課
と
霞
話
連
絡
す
る
な
ど
適
'

宜
の
処
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

.
6

当
直
員
は
、
工
事
現
場
の
責
任
者
か
ら
資
材
又
ぱ
物
品
の
睛
求

が
あ
っ
た
場
合
は
、
守
衛
立
会
の
上
こ
れ
を
責
任
者
に
交
付
し
。

別
紙
様
式
の
浴
材
、
物
品
持
出
報
告
票
に
よ
り
＂
翌

H
経
理
課
長

を
経
由
し
て
主
管
諜
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
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TE

昭
和
五
年
六
月
五
日

昭
和
七
年
九
月
忌
日

昭
和
六
年
＿
＿
一
月
九
8

昭
和
四
年
一
月
110
日

昭
和
四
年
五
月
写
一
日

大
正
一
芋
年
茸
月
邑
日

昭
和
七
年
七
月
元
日

昭
和
七
年
究
月
―

-
H

昭
和
七
年
八
月
忌
日

昭
和
荘
年
九
月
一
九
日

昭
和
七
年
八
月
八
日

昭
和
七
年
八
月
元
日

昭
和
三
年
六
月
忌

tr

昭
和
七
年
四
月
六
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一
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＝
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＿
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＿
一
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．
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転
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通
行
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よ
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す
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十
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委
員
会
告
示
第
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の
一
部
を
次
の
逝
り
改
正
す
る
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昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追

加

更

正

原

案

可

決

広
島
市
懺
負
節
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

広
島
市
公
安
委
負
会
の
行
う
許
可
等
手
数

料
条
例
の
一
部
を
改
花
す
る
条
例
制
定
に

つ

い

て

原

案

可

決

一
、
第
百
十
七
号
訊
案
広
島
市
特
察
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

制

定

に

つ

い

て

原

案

可

決

一
｀
第
百
十
八
号
塁
案
広
島
市
四
誓
じ
ゅ
っ
条
例
の
•
一
部
を
改

.
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す
る
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定
に
つ
い
て
原
案
可
決
・

一
、
第
百
十
●
号
訊
案
広
島
市
秤
歴
表
翌
条
例
の
一
部
を
改
正

f

．
．
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
原
案
可
決

一
；
第
百
二
十
号
訊
案
秤
寮
吏
負
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
忠
給

付
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
．

原
案
可
決

一
、
第
百
十
六
号
議
案

、
第
百
十
五
号
議
案
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（
十
二
月
二
日
）

ー
。
第
百
十
四
号
議
案

臨
時
市
議
会
に
お
い
て
左
記
の
通
り
哉
決
さ
れ
た
。
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広
島
市
水
道
事
業
基
本
計
画
に
つ
い
て

広
島
市
水
道
事
業
基
本
計
画
は
．
次
の
逝
り
と
す
る
。

広
島
市
水
道
事
業
基
本
計
画
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広
島
市
の
水
道
事
莱
は
｀
企
業
の
経
済
性
を
発
揮
す
る
と
と
も
に

公
共
の
福
祉
増
進
を
図
り
、
も
つ
て
｀
•
本
市
の
発
展
を
期
す
る
た
め

合
四
十
万
人
'
-
日
配
水
澁
十
二
万
立
方
米
を
目
途
と
し
て
諮
臨

設
を
敷
備
し
｀
市
内
一
円
及
び
そ
の
附
近
の
住
民
の
生
活
用
水
の
外

工
業
用
水
｀
船
舶
用
水
｀
消
火
用
水
そ
の
他
の
用
水
を
供
給
し
｀
あ

わ
せ
て
こ
れ
に
附
諮
す
る
事
率
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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追
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追
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＿
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築
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